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（午前 ９時００分 再開） 

 

○南川則之委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、予算決算常任委員会を再開します。 

  会議に先立ち、昨日の委員会における発言について、執行部より訂正の申出がありましたので、順次執行部

の発言を許可します。 

  市民課長。 

○中井市民課長 皆さん、おはようございます。市民課、中井でございます。 

  昨日の委員会におきまして、市民課所管の男女共同参画事業に係る相談事業に関しまして、戸上委員からの

質問に対する市民課担当職員の答弁において不穏当な発言があったことから、この発言の取消しをお願いした

いと思います。誠に申し訳ございません。 

○南川則之委員長 監査委員事務局長。 

○平賀監査委員事務局長 おはようございます。監査委員事務局、平賀です。よろしくお願いします。 

  昨日の常任委員会の発言におきまして、定期監査の監査結果の報告のほうは、決算成果報告と別にさせてい

ただいておりますので、尾﨑委員のほうから、監査結果の指摘、是正事項についても記載すべきだという問い

に、私のほうは来年度から記載をさせていただきますというふうにお答えさせていただいたんですけれども、

この件につきましては、先ほど申し上げていましたように、監査委員報告書及びホームページにて公表してい

ますので、そちらのほうでご確認いただきますようよろしくお願いしますということで、発言を訂正させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもすみませんでした。 

○南川則之委員長 市民課長及び監査委員事務局長から発言の訂正がありました。 

  委員の皆さん、何か異議がございますか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 異議もないようですので、それと１日目の執行部の訂正が相次いだことで、昨日、委員長、

副委員長から副市長に対し、今日からのあと３日間における執行部説明員の発言に十分注意し、議事進行に停

滞を起こさないよう申入れを行いました。 

  副市長のほうから、何か答弁あればよろしくお願いします。 

  副市長。 

○立花副市長 昨日、委員長のほうからそういうお話をいただきまして、早速３項目、まず、委員からのご質問

に対して説明内容にそごがないことというふうなことと、あと個人情報に関わるようなことについては十分注

意をすることということと、もう１項目何やったかな、もう１項目。 

（「プライバシー」の声あり） 

○立花副市長 プライバシーの、さっきまで覚えていたんですけれども、とにかく簡潔に正確にお答えをするこ

とというこの３項目につきまして、十分注意するよう促すことを職員メールのほうで送りまして徹底させてい

ただきました。どうも申し訳ございませんでした。 

○南川則之委員長 それでは、決算審査に入りますので、説明員以外は退席をお願いいたします。 



－4－ 

  本日の審査は、健康福祉課の決算成果から審査を行います。 

  健康福祉課分につきましては、総務費及び民生費と衛生費に分けたいと思います。 

  それでは、１２０ページ総括から１６１ページまでの担当課の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○榎健康福祉課長 健康福祉課の榎です。皆さん、おはようございます。本日はよろしくお願いします。 

  決算成果説明書の１２０ページからになります。 

  総括からご説明させていただきます。 

  健康福祉課の令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が２類相当から５類感染症に変

更され、行政が法律に基づき様々な要請や関与をしていく仕組みが個人の自主的な感染症対策対応に変わるな

ど大きな変化がありました。そして、これまで健康福祉課内にコロナワクチンチームを設置して医療関係者の

皆さんや市職員の協力体制の下、取り組んでまいりました公費による集団のワクチン接種業務についても、令

和５年度で終了いたしました。 

  このような状況の変化を受けて、約３年続いたコロナ対策対応優先の考え方から、感染症等に気をつけなが

ら社会生活の回復や地域での生活を平常に戻していくことに意識を切り替え、これまで中止や縮小していた事

業や業務を徐々に再開させていくように取り組みました。 

  特に、ＴＯＢＡひだまりフェスタのリニューアル開催や子育ての伴走型相談支援、医療ＭａａＳ実証事業な

どの新しい取組や、対面で行われる各種相談や運動教室などの従来の取組についても、人と人のつながり、地

域とのつながり、これまで当たり前であったことが普通にできることの大切さを再確認しながら進めてきたと

ころでございます。 

  また、国が物価高騰への支援として福祉分野で実施した低所得世帯への給付金給付業務や、懸案であった菅

島保育所の耐震補強工事、３か年計画の高齢者や障がい者の計画策定にも取り組みました。 

  人口減少や高齢化により地域での暮らしも年々状況が変わっていく中、新たな地域課題や多様化するニーズ

への対応の難しさを感じながらも、本市の健康と福祉を担当する課として保健福祉センターひだまりを拠点に

支援を必要とする市民の身近な窓口として機能していけるよう、これからも関係機関、各種団体事業所、地域

の方々と連携しながら取組を進めていきたいと思います。 

  以上が総括となります。 

  次に、新たに実施した事業についてご説明いたします。 

  ＴＯＢＡひだまりフェスタの開催、ひきこもりサポーター養成講座、手話ステップアップ講座の再開、計画

策定で高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画、障がい者福祉計画・障がい福祉計画（第７期）、障がい児

福祉計画（第３期）、それと紙おむつの保育所処理、一時応急救護所の訓練、市立診療所のグループ診療体制

の確立のためのオンライン診療、オンライン服薬指導、患者の移送や訪問診療などの医療ＭａａＳ実証事業な

どを新たに取り組みました。 

  予算執行を伴わないとしましては、オンライン診療への理解を深めていただくため、医療ＭａａＳの実証事

業に先立ち、事前に地域に出向いて体験の機会をつくり、新しい診療への形の理解や利用促進につなげるため

の周知に努めました。 
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  それでは、決算成果説明書により、総務費、民生費、衛生費のうち、健康福祉課の所管する事業につきまし

て、人件費や前年度と大きな差のない事業等は省略させていただきながら、順次説明させていただきます。 

  所管する業務の範囲が広いことから、説明の時間が長くなりますけれども、ご理解のほどよろしくお願いし

ます。 

  それでは、２款総務費から説明させていただきます。 

  決算成果説明書の１２１ページ下段をご覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目５財産管理費では、予算現額１０万円、決算額１０万円で同額となってお

ります。 

  中事業名、積立金（基金）で、福祉事業への寄附金１件、１０万円を福祉基金に積み立てました。 

  続きまして、１２２ページをご覧ください。 

  目１３地域振興費につきましては、予算現額５５４万４,０００円に対し、決算額は５０４万円でした。 

  中事業名、集落支援員事業でございますが、神島地区、石鏡地区、坂手地区で集落支援員に活動していただ

いております。神島地区、石鏡地区の取組では、これまでの活動の継続をしたほか、神島地区では地元の協力

者と共に買物支援の新しい体制づくりに、石鏡地区では医療ＭａａＳ実証事業でお薬の配送に協力するなど、

地域の困り感のあるところへの支援に取り組みました。また、坂手地区では３名の集落支援員が地元町内会と

連携してひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯への支援に取り組みました。 

  活動内容は、防災に関する調査や個別避難計画、井戸の調査などの作成の協力を行いながら、各戸訪問や気

になる方の見守り、つながり支援、居場所づくりなど高齢者の安心や安全につながる取組を進めました。坂手

地区は、令和５年８月３０日の補正で予算計上し、１０月から３人で活動を開始し、現在は４人で活動してお

ります。 

  次に、１２３ページの上段をご覧ください。 

  目１７諸費につきましては、予算現額１億２,４０７万６,０００円に対しまして、決算額は１億

２,３７２万２,０００円でした。 

  中事業名、過年度国庫支出金等返還金で、令和４年度の実績に基づき、国・県の補助金、負担金事業におけ

る交付金超過額を精算し返還しました。主な内容につきましては、決算成果説明書１２３ページに記載のとお

りでございます。 

  次に、民生費の説明をさせていただきます。 

  決算成果説明書の同ページ下段をご覧ください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、目１社会福祉総務費では、予算現額６億３,８９９万１,０００円に対しまし

て、決算額は６億２,０８７万９,０００円でした。 

  民生費の主な事業についてご説明申し上げます。１２４ページの上段をお願いいたします。 

  中事業名、社会福祉総務一般管理経費につきましては、予算現額２,７８８万２,０００円に対しまして、決

算額は２,６９１万円でした。 

  令和３年度に開設した鳥羽市成年後見サポートセンターぬくもりの活動では、成年後見制度の普及啓発や、

認知症や障がい等により判断が困難な方への相談支援などを継続して行いました。令和５年度の相談件数は
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１１５件、成年後見の申立て申請数は８人、うち本人や親族が申立てできないなどの場合に、本人の福祉のた

めに行政が行う市長申立てが６人でした。 

  次に、同ページの２段目をご覧ください。 

  中事業名、社会福祉協議会補助事業につきましては、予算現額１,７８２万１,０００円、決算額も同額の

１,７８２万１,０００円でした。 

  前年度決算額は記載されてはおりませんが、令和４年度まで社会福祉協議会の補助事業の中事業の名称が運

営費、社会福祉推進、ボランティア活動支援の三つの中事業に分けられていましたのを、令和５年度は一つに

まとめたことによるものでございます。社会福祉協議会の補助事業費を前年度と比較しますと、令和４年度は

２,８７５万４,０００円で、令和５年度の１,７８２万１,０００円から１,０９３万３,０００円減少していま

すが、主に令和４年度で閉鎖した鳥羽市障がい者福祉センターゆめぱーるで行っていた事業への補助金の減少

によるものでございます。 

  次に、１２５ページの中段をご覧ください。 

  中事業名、ふれあいのまちづくり事業につきましては、令和３年度から新たな交付金である重層的支援体制

整備事業交付金を活用し、ふれあいいきいきサロン事業、ほっとスマイルサービス事業、ふれあい福祉センタ

ー設置事業（総合相談事業）の三つの事業に継続して取り組みました。こちらも前年度までは地域福祉等推進

特別支援事業として中事業名を分けておりましたが、令和５年度の当初予算段階からまとめさせていただいて

おります。予算現額２８５万２,０００円、決算額は２８５万１,０００円で、地域で気軽に交流できる場づく

りを民生委員や自治会等と連携して開催運営するふれあいいきいきサロン事業では、高齢者サロン３７か所で

年間延べ人数７,８７５人、子育てサロン３か所で年間延べ人数４０９人の利用実績がございました。 

  主な経費としては、全額を委託料で社会福祉協議会に事業の委託をしています。 

  財源としましては、国の重層的支援体制整備事業交付金を対象事業費の２分の１、１４２万５,０００円充

てているほか、福祉基金から８０万円の繰入れをしております。 

  次に、１２６ページの２段目をご覧ください。 

  中事業名、地域生活推進事業では、予算現額２２３万２,０００円に対し、決算額は２０９万円でした。 

  商店のない地域を対象に、移動販売車による買物支援に継続して取り組んでいます。令和５年度の稼働日数

は２５１日、延べ利用者数は１万７,８９７人で、前年度と同規模の運行を行いました。取組内容に大きな変

動はございませんが、地域のニーズ、利用者の要望等を踏まえますと、今後も継続が必要な取組であるという

ふうに考えております。 

  高齢者デジタル化推進事業のほうでは、高齢者向けのスマートフォン教室を開催し、神島、安楽島、中之郷、

ひだまりで合わせて５２回、２６９人に参加していただきました。令和５年度は、スマホ教室で主な財源にデ

ジタル田園都市国家構想交付金を活用しております。 

  次に、１２６ページの下段から１２８ページ上段までをご覧ください。 

  中事業名、福祉運送事業につきましては、予算現額１,３０３万８,０００円に対し、決算額は１,１４３万

６,０００円でした。 

  前年度と同様、移送サービス送迎業務、高齢者外出支援事業、福祉バス運転業務、寝屋子の島答志島高齢者
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等移動手段確保事業の四つの委託事業を行い、高齢者の外出支援や答志地区での通院のための支援を答志町内

会と協力して実施しました。利用状況については、記載のとおりとなっております。 

  主な財源としましては、全額ふるさと創生基金繰入金を充てております。 

  続きまして、１２８ページの中段をご覧ください。 

  中事業名、行旅等死亡人取扱業務事業につきましては、予算現額６６万５,０００円に対し、決算額は

１７万９,０００円でした。 

  令和５年度は、身元が判明しない死亡者の対応事案が１件ありました。 

  続きまして、１２９ページ下段から１３０ページをご覧ください。 

  中事業名、生活困窮者自立支援事業では、予算現額３,０１４万円に対しまして、決算額は２,８６９万円で

ございます。 

  生活困窮者自立支援法により、生活保護に至る前段階の自立支援を図るための第２のセーフティネットとし

て包括的な支援を行いました。事業の内容は委託事業で、自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援などを

継続して行いました。また、子供たちの学習支援ＹＥＬＬを定期的に開催しました。前年度比で７４３万

５,０００円の増額となっておりますが、主な理由としましては、人件費等の経費アップに起因する委託料の

上昇や生活困窮者を支援する団体への助成事業の増加によるものでございます。また、一時生活支援事業では、

令和４年度は市営住宅１室を借上げし、確保しておりましたが、令和５年度は２室に増室しております。 

  主な財源は、国の重層的支援体制整備事業交付金、県の生活困窮者自立支援機能強化補助金となっておりま

す。 

  続きまして、１３１ページから１３２ページ上段をご覧ください。 

  中事業名、地域共生社会推進事業につきましては、予算現額４,０７３万８,０００円に対しまして、決算額

は３,９２３万４,０００円でした。前年比で７８６万３,０００円の増額となっております。 

  地域共生社会の実現に向けて、多様化する地域課題の解決に向けた取組を一部拡充して進めました。 

  拡充部分につきましては、ひきこもりサポート事業・参加支援事業におきまして、相談支援や居場所づくり

支援、講演会の開催に継続して取り組んだほか、新たにひきこもりサポーター養成講座の開催やサポーター登

録者の活動の体制づくりに取り組みました。これらに取り組む人件費の増加に起因して委託料が増加しており

ます。 

  また、市内のボランティア組織や福祉関連団体、サービス事業所、そして地域で地域共生のために頑張って

いただいている団体などと市民の方々が様々な形でつながったり関わりを持ったりできるイベントとして、鳥

羽市民体育館をメイン会場にＴＯＢＡひだまりフェスタを開催しました。令和５年度は、ひだまりフェスタの

リニューアル１年目であり、開催関係者の会議で意見を出し合い、調整を図りながらイベントの形をつくりま

した。内容的には、地域共生を支える活動組織同士の一体感があって有意義なものになったと思っております。

参加団体は５１団体、来場者は約１,０００名でした。イベント終了後の振り返りで出された参加者からの意

見等を参考に、次回に向けて改善を加えながら取組をさらに充実させていただきたいと考えております。 

  それと、多機関協働体制整備の推進では、地域共生ケース会議の開催を３７回しております。 

  また、地域力強化推進事業では、社協はコミュニティーソーシャルワーカーを２名配置しまして、まちトー
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ク、地域力アップ応援金、まるごとカフェなどの事業を実施しております。 

  ひきこもりサポート事業では、居場所づくりを３か所、それと県の事業で１か所の４か所で行っております。

それと利用者数は、このひきこもりサポート事業での居場所づくりでの利用者数は、市の用意している３か所

で４７回、２７１人の利用者がありました。それと、ひきこもりサポートの登録者数は２４人となっておりま

す。これらの関係で相談支援件数は延べ１,１０９件の実績がありました。 

  続きまして、１３２ページの中段をご覧ください。 

  目３身体障害者福祉費です。予算現額５０４万９,０００円に対し、決算額は４３９万６,０００円でした。 

  中事業名、身体障害者福祉一般事業から１３３ページの身体障害者社会参加促進事業について、事業内容は

前年度と大きく変わっておりません。障がい者の外出支援、社会参加の機会確保、自立支援のための交流機会

の確保に引き続き取り組みました。 

  続きまして、決算成果説明書の１３３ページ下段から１３４ページ上段をご覧ください。 

  目４老人福祉費では、予算現額１億５１１万５,０００円に対し、決算額は９,６０３万４,０００円でした。 

  中事業名の老人福祉一般事業では、予算現額４,６８３万３,０００円に対し、決算額は４,２５７万

５,０００円となっております。 

  前年度と事業内容は大きくは変わっておりませんが、養護老人ホーム等への入所措置として、心身上の事情、

環境上の事情、経済上の事情などにより居宅で養護を受けることが困難な高齢者の入所措置を行い、安定した

生活の確保を図りました。令和５年度末の養護老人ホームへの措置者数は３施設で計１３人となっています。

また、特別養護老人ホームへの措置者数は２人となっております。緊急的な事案で施設入所が必要なケースに

対し、施設に即時入所の対応をしていただくことがあり、高齢者養護のセーフティネットとして重要な取組と

なっています。 

  主な経費は、志摩広域行政組合負担金９４３万７,０００円、養護老人ホーム等措置費３,３０４万

１,０００円です。 

  主な財源は、養護老人ホーム措置費負担金９８０万３,０００円です。 

  続きまして、同ページ下段の中事業名、介護予防・地域支え合い事業（趣味創作型サービス）につきまして

は、予算現額８２万４,０００円に対しまして、決算額４１万３,０００円でした。 

  鳥羽一丁目において、自宅での入浴が困難な高齢者を対象に入浴等を提供する高齢者寄り合い拠点を運営し、

介護予防に取り組みました。内容には大きな変更はございません。 

  続きまして、１３５ページをご覧ください。 

  中事業名、介護予防・地域支え合い事業（配食サービス）につきましては、予算現額８７４万８,０００円

に対し、決算額は８２７万９,０００円でした。 

  事業内容としましては、おおむね６５歳以上の高齢者世帯及び独居高齢者等で調理することが困難な方や、

障がいがあることで調理ができない方に対し、定期的な訪問と栄養バランスのよい食事の提供、そして安否確

認を行っております。令和５年度の利用者数は１２５人で、延べ配食数は３万３,６９８食の提供を委託事業

にて行いました。前年度より利用者数は２人、延べ配食数は３,２３３食増加しています。 

  続きまして、決算成果説明書の１３６ページの中段をお願いいたします。 
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  中事業名、家族介護支援事業につきましては、予算現額１,３７７万４,０００円に対しまして、決算額は

１,２７９万６,０００円でした。 

  主な事業内容は、離島在住者を対象に介護施設等へ通所するための島内や船内での介助のほか、離島高齢者

が本土の介護保険事業所のサービスを利用する際の船賃全額助成、訪問系サービス事業所等が離島の高齢者に

サービスを行う際の船賃４分の３助成や駐車場料金の助成を行い、本土と離島の利用に係る費用の負担軽減に

努めました。そのほか要介護２以上の高齢者を在宅で介護している家族等の負担軽減のため、家族介護手当の

支給を行いました。 

  続きまして、１３６ページ下段から１３７ページ上段をご覧ください。 

  中事業名、介護予防・地域支え合い事業（見守り支援サービス）につきましては、予算現額１１０万円に対

しまして、決算額同額の１１０万円でした。 

  コミュニケーションロボットを離島の高齢者宅に設置し、離島での高齢者の見守りを事業所、コミュニケー

ター、診療所医師、集落支援員及び家族がつながりをつくって支える取組を行いました。見守り対象者数は、

神島、菅島、桃取地区合わせて１３人でした。 

  財源は、全額ふるさと創生基金を活用しております。 

  続きまして、同ページの下段、中事業名、地域包括支援センターにつきましては、予算現額３８１万

４,０００円に対しまして、決算額は３３１万４,０００円でございます。 

  高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、適切なサービスや関係機関へのつながりなど、各種制度の利用

に向けた支援を行いました。また、要介護１、２の方が介護予防給付サービスを希望する場合のケアプラン作

成については、令和５年度は延べ１,１２４件で、包括作成分４１９件、委託作成分７０５件となっておりま

す。委託事業所の内訳につきましては、表のとおりとなっております。 

  続きまして、１３８ページ、２段目をご覧ください。 

  中事業名、敬老の日記念事業につきましては、予算現額４８５万３,０００円に対しまして、決算額は

４１７万７,０００円でございます。 

  敬老を祝う催しを行っている地域の自治会等に助成を行っているもので、令和５年は４５団体、

５,０２１人に助成しました。また、１００歳になられた方に記念品、商品券、タオルをお渡しいたしました。 

  主な経費は、市交付金で４０１万７,０００円です。 

  続きまして、同ページのその下、中事業名、高齢者施策推進委員会等運営事業につきましては、予算現額

４４９万６,０００円に対しまして、決算額は３９０万５,０００円でございます。 

  令和５年度で高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画を策定いたしました。計画策定のため、高齢者施策

推進委員会を５回開催しております。 

  主な経費は、高齢者施策推進委員会の報償費３４万８,０００円、計画策定業務委託料３５４万３,０００円

となっております。 

  次に、決算成果説明書の１３９ページ、２段目をご覧ください。 

  中事業名、老人憩の家運営事業では、予算現額１５０万５,０００円、決算額は１２８万４,０００円となっ

ております。 
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  老人クラブ事業の活動拠点となる老人憩の家のうち、借家で活動している単位老人クラブへの家賃補助を行

いました。前年度比で決算額が減少しておりますが、令和４年度は老朽化した岩崎老人憩の家を解体し、隣地

との境界の確定を行った費用分が減少となっております。 

  続きまして、１４０ページ下段から１４１ページ上段をご覧ください。 

  中事業名で、包括的支援事業・任意事業につきましては、予算現額７８９万２,０００円に対しまして、決

算額は７５９万円となっております。 

  事業内容としましては、包括的支援事業として、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が送れるように必

要な支援を包括的に行い、総合相談、高齢者虐待や成年後見などの権利擁護事業、民間の介護支援専門員、ケ

アマネジャーからの相談業務などに取り組みました。 

  総合相談では、延べ２,２６１件の相談があり、前年より２３７件減少していますが、高齢者のひとり暮ら

し、高齢者のみの世帯が対象の相談では、何度もお話しすることが増え、近年は２,０００件前後の相談件数

となっております。 

  そのほか、権利擁護事業、介護支援専門員相談などの件数を記載させていただいておりますが、令和５年度

の高齢者虐待の状況は、養護者による虐待５件の通報のうち３件を虐待認定、虐待と判断できない事案が１件、

保留が１件となっております。保留の１件につきましては、調査が完了せず、年度をまたいだ事案でございま

す。要介護施設従事者による虐待通報はありませんでした。 

  続きまして、１４１ページ下段をご覧ください。 

  目５障害者福祉費は、予算現額３７７万円に対し、決算額は３３３万円でした。 

  中事業名、障害者福祉一般事業及び中事業名、心身障害者小規模作業事業につきましては、前年度と大きな

変更はございません。助成事業を行い、経済的な負担の軽減や社会的自立の一助となる取組を行いました。 

  続きまして、１４２ページの中段をお願いいたします。 

  目７特別障害者手当等給付費につきましては、予算現額８１２万２,０００円に対し、決算額は８０４万

６,０００円でした。 

  中事業名、特別障害者手当等給付事業も同額で、前年度と同様の事業内容となっております。 

  １４３ページの中段の目８精神障害者福祉費、中事業名、精神障害者福祉一般事業につきましては、予算現

額１万円に対し、決算額は１万円でした。 

  続きまして、その下の目９障害者自立支援事業費につきましては、予算現額６億８,１２８万１,０００円に

対し、決算額は６億７,２７７万円でした。 

  中事業名、障害者自立支援給付事業では、予算現額６億３,２９３万９,０００円に対しまして、決算額６億

２,７４９万９,０００円でございます。 

  この事業では、障害者総合支援法に基づき、障がい者、障がい児が有する能力や適性に応じて、自立した日

常生活、社会生活を営むことができるよう、必要とされるサービスの給付及び支援を行いました。次のページ

にサービス給付状況を一覧にして記載しておりますのでご覧ください。 

  扶助費給付額は６億２,４３６万３,０００円で、前年度より８５９万円の増加となっております。 

  サービス給付状況の表の増減額では、障害福祉サービス費等の④短期入所で５９７万４,０００円、⑧共同
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生活援助で１,０９６万８,０００円の増加、⑫就労継続支援（Ｂ型）で７５１万６,０００円の減少が大きく

変動した項目となっております。 

  全体の利用者数につきましては、７９４人で前年度比で４３人の増加となりました。 

  続きまして、１４５ページから１４６ページ上段をご覧ください。 

  中事業名、地域生活支援事業につきましては、予算現額４,４４４万５,０００円に対しまして、決算額は

４,１９６万１,０００円でございます。 

  この事業は、障害者総合支援法に基づき、障がい者、障がい児が自立した日常生活や社会生活を送るための

一助となるため、当事者が必要とする福祉サービスの給付及び支援を行っています。相談支援事業、日中一時

支援事業、視覚障害者（児）生活訓練事業、日常生活用具給付事業、訪問入浴事業、移動支援についての各種

事業の実績を記載させていただいております。 

  主な経費は、相談支援事業２,１７９万円の委託料をはじめ負担金、扶助費を記載しております。 

  主な財源は、国の地域生活支援事業補助金６４５万８,０００円で、県の障害者自立支援給付費等補助金で

ございます。 

  次に、１４６ページ下段から１４８ページ上段をお願いします。 

  目１０低所得世帯等支援給付金給付事業費は、予算現額３億８,４５３万６,０００円に対し、決算額は３億

５６３万６,０００円でした。 

  中事業名、低所得世帯等支援給付金給付事業につきましては、予算現額２億６,３９４万３,０００円、決算

額２億３,４７０万８,０００円でした。 

  物価高騰による負担感の大きい住民税非課税世帯等に対し１世帯当たり３万円の給付を２,４５５世帯に、

その後追加給付として１世帯当たり７万円を２,１９８世帯に給付しました。 

  主な経費は、電算委託料で、２回合わせて２４４万６,０００円、申請等業務の委託料２５０万４,０００円、

給付金２億２,７５１万円となっております。 

  主な財源は、国庫補助金で、地方創生臨時交付金７,６７７万６,０００円、物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金１億５,５４１万１,０００円でございます。 

  次の中事業名、住民税均等割世帯支援給付金給付事業は、物価高騰により経済的な影響を受ける住民税均等

割のみ課税世帯に対し１世帯当たり１０万円の給付を行いました。給付金を給付した世帯は、令和６年３月末

で５６７世帯でした。予算現額１億４９４万４,０００円に対し、決算額は５,８２２万９,０００円となって

おります。 

  この給付事業は、令和６年２月中旬から給付が始まりましたが、給付申請の受付は３月末までしたことから、

支払事務の期間を考え年度内完了ができないことを見込んで４,５８０万円を令和６年度に繰越ししておりま

す。その後、令和６年５月末までに１６件、１,６００万円を給付しております。 

  主な財源は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（予備費分）５,３６０万円です。 

  次の中事業名、低所得子育て世帯支援給付金給付事業につきましては、物価高騰により経済的な影響を受け

る住民税均等割のみ課税世帯のうち、１８歳以下の子供１人当たり５万円を加算して給付しました。予算現額

は１,５６４万９,０００円、決算額は１,２６９万９,０００円で、給付金を給付した人数は２４８人、
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１３２世帯でした。また、先ほどと同様の理由で事業費の一部を繰越しいたしました。 

  主な財源は１４８ページ上段に記載のとおりですが、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（予備費分）

１,０７０万円でございます。 

  ここで説明を交代します。 

○南川則之委員長 子育て支援担当副参事。 

○北村副参事 おはようございます。子育て支援担当副参事の北村です。よろしくお願いします。 

  では、引き続き、決算成果説明書１４８ページ、決算に関する説明書は９７ページとなります。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費です。予算現額８,２５１万１,０００円に対しまして、

決算額は７,７８２万１,０００円となります。 

  児童福祉一般職員給与費です。予算現額５,２９８万３,０００円に対しまして、決算額５,２７６万

３,０００円となります。 

  次代を担う児童の健全な育成と子育て家庭の支援を行うため、担当する職員の人件費として７人分を支出し、

児童福祉の充実に努めました。前年度決算額と比較すると１,００９万５,０００円の増額となります。主な要

因は、正規職員の人件費の増等によるものです。 

  次に、総合子ども相談事業です。予算現額４１３万２,０００円に対しまして、決算額１１４万３,０００円

となります。 

  ゼロ歳から１８歳までの子供の育ちを保障し、子供の発達を支援するため、保健、福祉、教育の関係機関が

連携し、総合的で途切れのない支援を行うため高校訪問も実施しました。また、総合子ども相談では、臨床心

理士による相談及び心理検査を行い、特性把握と学習や生活への有効な支援につなげました。前年度決算額と

比較すると２６９万６,０００円の減額となります。主な要因は、正規職員１人分の増に伴い、会計年度任用

職員が１人分減によるものです。 

  次に、飛びますが、決算成果説明書１５１ページ、決算に関する説明書は９９ページとなります。 

  とばっ子カード事業です。予算現額１３６万８,０００円に対しまして、決算額１１９万８,０００円となり

ます。 

  １８歳以下の子供のいる世帯を対象にとばっ子カードを発行し、協賛店舗の協力を得て地域社会が一体とな

って子育て世帯の支援を行いました。また、ＬＩＮＥ版とばっ子カードの導入に向けて準備を行いました。前

年度決算額と比較すると１０４万４,０００円の増額となります。主な要因は、とばっ子カードの電子化に伴

う使用料等の増によるものです。 

  次に、飛びますが、決算成果説明書１５４ページ、決算に関する説明書は１０１ページとなります。 

  ２目児童措置費です。予算現額２億４,９１３万９,０００円に対しまして、２億１,２４５万４,０００円の

決算額となります。 

  児童扶養手当事業です。予算現額６,７２６万９,０００円に対しまして、決算額５,２２０万９,０００円と

なります。 

  父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭等に児童扶養手当を支

給し、生活の自立と安定、児童の福祉の増進を図りました。前年度決算額と比較すると７１３万２,０００円
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の減額となります。主な要因は、延べ受給者数の減によるものです。 

  次に、決算成果説明書１５５ページ、児童手当事業です。予算現額１億７,７９７万円に対しまして、決算

額１億６,０２４万５,０００円となります。 

  次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資するとともに、家庭における生活の安定に寄与するた

め中学校修了までの児童を養育している人に手当を支給しました。前年度決算額と比較すると１,５３４万円

の減額となります。主な要因は、延べ受給者数の減によるものです。 

  次に、決算成果説明書１５５ページ、決算に関する説明書は１０１ページとなります。 

  ３目児童福祉施設費です。予算現額５億６,７１９万４,０００円に対しまして、５億５,１１６万

７,０００円の決算額となります。 

  保育所運営事業です。予算現額５億６６６万２,０００円に対しまして、４億９,１００万７,０００円の決

算額となります。 

  保護者の労働または疾病等の事由により、保育の必要性がある児童を保護者に代わって保育することで、児

童の心身の健全な発育を図りました。前年度決算額と比較すると１,７７０万３,０００円の増額となります。

主な要因は、会計年度任用職員報酬等の増等によるものです。 

  次に、決算成果説明書１５７ページ、決算に関する説明書は１０３ページとなります。 

  保育所施設整備事業です。予算現額６,０５３万２,０００円に対しまして、決算額６,０１６万円となりま

す。 

  菅島保育所の耐震補強工事を行いました。前年度決算額と比較すると５,６０９万円の増額となります。主

な要因は、工事費等の増等によるものです。 

  次に、決算成果説明書１５７ページ、決算に関する説明書は１０３ページとなります。 

  ４目母子福祉費です。予算現額１,８２９万１,０００円に対しまして１,７２８万６,０００円の決算額とな

ります。 

  母子寡婦福祉事業です。予算現額９６７万１,０００円に対しまして、決算額９４１万円となります。 

  鳥羽の子供たちが家庭の事情により将来が左右されることがないよう、ひとり親家庭を対象に子どもの生

活・学習支援事業を行いました。また、就職に有利な資格を取得することにより経済的自立促進のため、修業

中の生活負担軽減を目的として給付金事業を行いました。鳥羽母子父子寡婦福祉会は、令和５年度をもって解

散したことから、補助金は交付しませんでした。前年度決算額と比較すると６５万円の減額となります。主な

要因は、ＹＥＬＬの委託料の減や県母子福祉大会負担金の減等によるものです。 

  次に、決算成果説明書１５８ページ、決算に関する説明書は１０３ページとなります。 

  低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業です。予算現額８６２万円に対しまして、決算額

７８７万６,０００円となります。 

  県独自の支援として、食料費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得のひとり親世帯への経済的支

援の観点から、低所得のひとり親世帯への生活応援給付金を２回支給しました。前年度決算額と比較すると皆

増となります。主な要因は、合計３０６人に対する給付額６１２万円によるものです。 

  次に、決算成果説明書、決算に関する説明書は同ページとなります。 
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  ５目子育て世帯臨時特別給付金給付事業です。予算現額９,９００万円に対しまして、９,７３３万

２,０００円の決算額となります。 

  子育て世帯臨時特別給付金給付事業です。予算現額９,９００万円に対しまして、９,７３３万２,０００円

の決算額となります。 

  食料費等の物価高騰に直面し、影響を受ける子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点

から、子育て世帯臨時特別給付金等を支給しました。前年度決算額と比較すると皆増となります。主な要因は、

合計１,９０２人に対する給付額９,５１０万円によるものです。 

○南川則之委員長 榎課長。 

○榎健康福祉課長 引き続きご説明いたします。 

  ３項の生活保護費でございます。 

  決算成果説明書の１５９ページ下段からお願いいたします。 

  ３項生活保護費、目１生活保護総務費で予算現額３,８１１万７,０００円に対しまして、決算額は

３,６２２万４,０００円でございます。 

  １５９ページ下段からの中事業名、生活保護事務事業費につきましては、予算現額１,４３５万３,０００円

に対しまして、決算額は１,２７４万２,０００円となっております。前年度決算額の５４５万円より７２９万

２,０００円の増加となっておりますが、主に生活保護システムの改修に係る経費の増となっております。 

  主な経費は、生活保護システムのシステムに係る改修業務の委託料で２５０万６,０００円、オンライン資

格対応作業で４００万４,０００円となっております。 

  主な財源は、システム改修の２分の１を国の補助金、生活困窮者就労準備支援金事業費等補助金５９４万

９,０００円となっております。ほか大きな変動はございません。 

  次に、１６０ページ下段から１６１ページ上段をご覧ください。 

  目２扶助費につきましては、予算現額２億４,４２６万２,０００円に対しまして、決算額は２億

４,４２２万８,０００円でございます。 

  中事業名、生活扶助事業では、生活に困窮する方の程度に応じて適切な保護を行い、最低限度の生活を保障

するとともに、自立助長に向けての支援を行っております。令和６年３月末時点での生活保護世帯数は

１１４世帯で、前年度より５世帯増加しております。また、保護受給者は１２７人で、前年度より５人増加し

ております。 

  扶助費の内訳については、１６１ページに記載の表をご覧ください。 

  保護費支出額は前年度より５０３万１,０００円減少しています。また、扶助内容としましては、支出額を

占める割合が医療扶助、生活扶助で多くを占めております。保護世帯の累計では、高齢者世帯の割合が多くな

っており、支援者のいない高齢者で預貯金等が底をつき保護に至るケースなどが増えてきているように感じて

おります。 

  主な経費は、扶助費２億４,４２２万８,０００円で、主な財源は国庫負担金の生活保護費負担金で１億

８,２２４万９,０００円となっております。 

  続きまして、１６１ページ下段をご覧ください。 



－15－ 

  ４項災害救助費、目１災害救助費でございます。予算現額７６９万円に対しまして、決算額は１０万円です。 

  中事業名、市災害見舞弔慰金支給事業では、火災被害のあった２世帯に災害見舞金を支出いたしました。 

  健康福祉課が所管する総務費及び民生費の令和５年度決算についての説明は以上でございます。よろしくご

審議いただきますようお願いいたします。 

○南川則之委員長 説明は終わりました。 

  １２０ページ総括から１３２ページ上段、地域共生社会推進事業までの範囲でご質疑はございませんか。 

  なお、総括の中に衛生費のことも掲載がありますので、衛生費を担当する地域医療担当副参事にも参加をい

ただいておりますけれども、詳細な質疑があれば、入替えの後、衛生費の中でご質疑をお願いいたします。 

  それでは、１３２ページ上段までのところでご質疑はございませんか。 

  世古雅人委員、ページ数言うてください。 

○世古雅人委員 １２２ページ、集落支援員事業なんですけれども、ここの事業、市長が掲げる地域共生社会、

そういったところにすごくつながるいい事業かなと私感じています。この事業ですごく効果があるかなと思っ

ていますし、継続して６年度も取り組んでいますけれども、この事業でその辺の効果が、この辺が効果が上が

ったとか、住民からの意見はどういったところが、意見がもしあればそういったところを聞かせていただきた

いんですけれども。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 集落支援員の効果なんですけれども、健康福祉課、長寿介護係、小阪です。すみません。 

  私のほうからは、神島と坂手のほうをちょっと紹介させていただきます。 

  神島では、高齢者の見守り支援であったりとか買物支援をすることで、神島に住む方が安心・安全に居住で

きるようになっているという声があります。また、スマホ教室の調整などを通じて情報格差の解消になってい

まして、坂手では防災アンケートとか個別避難計画を作成して、今まで町内会とつながっていなかった高齢者

の方を整理して見守りすることができました。また、災害時に利用できる既存の井戸の利用調査をしまして、

さらに島民の孤立化を防ぐために、今までコロナ禍で地域のイベントが中止を余儀なくされていたんですけれ

ども、島民同士で触れ合う機会を提供するということで、豚汁の振る舞いであったりとか、あやめカフェとか

そういったイベントを開催することで、島民の方が触れ合って元気が出たという声をいただいております。 

  以上です。 

○南川則之委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 ありがとうございます。 

  本当にこの事業的なのとか、この高齢者にとって触れ合いとか頼りになる人がいてくれて気にかけてもらう

ということは非常に大事なことやと思いますので、聞かせてもうたのはこれ充実してやっていただきたいのと、

また今後これは決算ですのであれなんですけれども、またこういったことを広げていかれたらいいかなと思い

ますので、またその辺よろしくお願いします。 

○南川則之委員長 関連は。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 関連で、これ集落支援、私もすごくこれは重要なところだというふうに認識しているんですけ
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れども、ここの中で令和５年１０月からチャレンジした新しい取組として、坂手地区があったと思うんです。

今まで１人でやられていたところを３人でやったというふうな、３人でじゃなかったかな、集落支援をやった

と思うんです。それが３人でやったことに、新しいチャレンジの中で何かやってみて新しい発見があったとか、

やりやすかったとかという部分とかというのは、今後につながるとかは何かあったんでしょうか。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 坂手につきましては、すみません、訂正させていただきたいんですけれども、１人ではなくて、

１０月から３名新たに集落支援員を兼務で就いていただきました。１人というのは神島のほうが１人なんです

けれども、そこは専任でやっておるんですが、坂手ではやはり１人ですると１人の仕事に対する重圧とかプレ

ッシャーがあるので、チームで活動されていたというところで町内会から推薦いただいて、３名の方が活動い

ただいてそれぞれの特色、ＤＩＹが得意であったりとか、ケーキ作りが得意であったり、それぞれの特色を生

かして地域の見守りをしていただいていると、触れ合いイベントをしたりとか。 

  すみません、ちょっと質問の回答になっていないんで、もう一度教えていただけますか。 

○南川則之委員長 榎課長、どうぞ。 

○榎健康福祉課長 神島、それから石鏡のほうは、集落支援員１人体制でずっとやっておりました。坂手のほう

の状況としては、高齢者の世帯が多くて、その集落支援員の成り手のところを町内会といろいろと相談してい

ますけれども、なかなか高齢の方しかいないという中で、高齢の方で町内会がすごく協力してもらっている高

齢者の方が３人のグループがありまして、そういうところで集落支援員の報酬は、本来は１人というパターン

と、それから何か業務をしながら兼業でやられる方の報酬費というのが、若干３分の１とかの金額で支給され

るというのがありまして、それを活用してチームで組んでその活動をしたらどうかという話の中で始まりまし

た。報酬費としては３分の１であったり、３万４,０００円を上限とした月額の金額なんですけれども、逆に

その集落支援員同士が助け合って相談し合いながらいろいろと工夫しながらやっていくということで、１人で

やるよりもより負担感がないような形で参加できているのかなというふうな状況になっております。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  僕の質問の仕方が悪かったと思うんですけれども、予算のときにそういう話があったので、やってみて実際

やられた方は、やっぱり高齢化してくる中で、新しい取組の中で負担なく地域の中で必要な集落支援というこ

とをチームとしてやっていただいた中で、声がどうやったのかなということやったんで、多分恐らくそれがこ

の結果につながっていると思うんです。 

  これ実際チームとしてやっていただいた中で、新たにフェス、何かあやめカフェであったりとかふれあいイ

ベントとかというのを、僕アップしているのを見させていただいたんです。すごい今までにないような取組等

をされていたというのがあったので、その辺のやられたときの住民の声というのがどんな声があったのかなと

思ったんですけれども、それ何か聞いていますか、やってもらって。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 ちょっと補足も兼ねて説明したいんですが、あやめカフェにつきましては、実際に生活支援コーデ

ィネーターの方がコーヒーをあやめカフェで入れて、やはり皆さんインスタントコーヒーしか飲んでいないと
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いう声もあって、実際に豆からひいて入れていただく雰囲気を見て、匂いとか嗅いですごく楽しそうで、次回

に開催するのが楽しみということで声を聞いていただいています。 

  すみません、坂手の経過なんですけれども、先ほど災害のアンケートというところで、独居の方が６４人い

らっしゃるということが判明しまして、そこの中で見守りが必要なのが３４人必要というところで、月々週

１で通うところもあれば、週３回ごみ出しでお手伝いしに行ったりとか、そういったところで見守り支援も兼

ねてしているというところにつながっています。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 より詳細に分かったということだと思うんです。 

  集落支援というのは、現場にいて行政との間をきちんとつないでいただいて、本当に困り事を研究して見え

る化していただくということは大きな使命があると思うんです。それによって、今までなかなか行政が手が届

かなかった、どこまで支援をしたらええのかというのが分からなかったところに、これだけ６４人が独居がい

て、３４人が必要やということも見える化していただいた。島民のつながりの中で、そういうカフェであった

りとかいろんなところで見守りがしやすいようにしていただいたというのは大きな成果になったと思うんです。

これがもう新たな形として、例えば高齢化してくる中でも、集落支援員１人では負担がえらいというところの

地区においても、こういうような形で新しい取組として３人体制、４人体制でもやれるんやということが分か

れば、どんどんほかの地域につながるような大きな成果だと思いますので、今後また続けていただきたいとい

う思いと、これ非常に評価したいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連は。 

  尾﨑委員、どうぞ。 

○尾﨑 幹委員 まず、神島地区で高齢者に対してのスマート教室とかやっとるんやけれども、普及というか、

もう全員がお持ちなんかな。その調査はしていませんか。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 すみません、誰がスマートフォンで、誰がガラケーなのかというところまでは…… 

○尾﨑 幹委員 そうじゃなしに、持っとるか、持ってへんか。 

○小阪係長 スマートフォンを。 

○尾﨑 幹委員 うん。 

○小阪係長 すみません、そこまでは調査していません。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 教室開催しとるわけやで、高齢者率の人数と何人ぐらいがやっぱり利用されていますか。全員

なんかな。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 スマートフォン教室につきましては、後ほどでも多分説明するかなと思うんですが、神島につきま

しては、令和５年では１０回開催しておりまして、１日に２教室やっています。そこに参加する方につきまし

ては、集落支援員さんが操作方法に困っていないかというのを聞き取りしていただいて、参加する日を皆さん
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に周知していただいて参加していただいています。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 その神島１０回を２回ずつやっとると。これ参加者何人、全部で。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 参加数は、令和５年で延べ人数４３人となっています。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 この下の石鏡に対してはどうですか。すみません、お願いします。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 健康福祉課の宮本です。よろしくお願いいたします。 

  石鏡町に関しては、地元でこのスマートフォン教室のほうを声かけはしていただいていたんですけれども、

実際に教室にはつながらなかったという形になっています。ただ、集落支援員の方が地元でスマートフォンの

使い方に困っていらっしゃる方がいれば、もう都度都度聞いていただいて、そこで操作方法とかレクチャーし

ていただいているという事例がありますので、そういう面では集落支援員さんの一つの役割をしっかり担って

いただいているのかなというふうに思っています。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 やっぱり石鏡は公式ＬＩＮＥまであるんやで、高齢者の方々がこのＬＩＮＥに参加しとるとは

思うんですけれども、その数というのは分からないですか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 詳細な数までは、すみません、今ちょっと手元にないんですが、もう１００件以上を超えてい

るというふうに聞いています。この中には高齢者の方だけではなくて、若い方とか地元の方とか、地元の方だ

けではなくて石鏡から外に出て行った方たち、地元の情報を知りたいという方たちも公式ＬＩＮＥを登録され

ているということですので、地元の情報がいろんな方たちに発信できる仕組みができたというのも一つ大きな

成果だというふうに思います。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 そのＬＩＮＥで高齢者の方々が自分らでも発信できるわけですから、公式ＬＩＮＥに参加すれ

ば。そういうやっぱり傾向はあるんですか。石鏡のここが今回おいしいんやとか、これがすてきなんやという、

やっぱり個人的な公式ＬＩＮＥに参加した方々の高齢者の方々の発信というのはあるんですか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 管理自体は集落支援員さんが今していただいていますので、発信のほうは集落支援員さんが今

やっていただいている形になります。ただ、高齢者の方から例えば石鏡のどこどこのお店の何々がおいしいと

かそんな情報があれば、ぜひこういう公式ＬＩＮＥを使っていただいて発信していただければ魅力の一つにつ

ながるのかなというふうに思いますので、今後はそういう使い方も一緒に考えていきたいと思います。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 坂手に関しては、あやめカフェ、今後課長が戻られてしっかりとやっていただけると思います

ので、これだけでやめときます。 
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  以上です。ありがとうございます。 

○南川則之委員長 関連はございますか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 坂手の集落支援員事業についてお尋ねします。 

  一般質問でも、９２歳の坂の上のおばあさんがお風呂に行けないという話を紹介しました。これで、集落支

援員が本当に必要だということを紹介してこの１０月から発足をして、島の人に聞きますと、市職員が、小阪

君を中心にやと思うけれども、非常に親身に対応してくれたと、そういうふうに言うておりましたんで、これ

紹介しておきます。本当に頑張っていただいたというふうに思います。 

  去年１０月から始まって、先ほどの課長の説明では今４人で対応しとるということでした。次年度以降もこ

ういう方向で拡大強化していくというふうに理解して、担当課の姿勢としてはいかがでしょうか。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 担当係、担当課としては、やはり個別避難計画の更新であったり、地域の見守りというのは非常に

大事な事業だと思っていますので、来年度についても継続して要望していきたいと思っています。 

○戸上 健委員 以上です。 

○南川則之委員長 ほかに関連はございますか。 

（「委員長、補足してよろしいですか」の声あり） 

○南川則之委員長 榎課長。 

○榎健康福祉課長 集落支援員事業は、やはり地元の協力、特に町内会さんの協力というのが非常に重要で、集

落支援員さんが活動するに当たっては、何らかの信用性というか信頼性というのをつくらないかんというとこ

ろがあって、やっぱりそこは町内会さんがやろうとしているところとか、地元が要望していることを、そこに

上手に入っていくという、隙間を埋めるような形で活動していただく、そのほうが集落支援員さんも活動がし

やすくなるというところがあります。特に、坂手のほうのこの防災の関係の取組というのは、これはもう町内

会がやろうとしているところを集落支援員の手を借りて迅速にやれたということでうまくいった事例かなとは

思いますけれども、よその地区でという拡大のことに関しても、そういう地元の土壌というか受入れ地盤とい

うか、そういうものがまず最初に必要になってくるのかなというふうには思っております。坂手は、特に民生

委員さんもいないというような状況でしたので、ちょっと緊急的なところもございましたので補足させていた

だきます。 

○南川則之委員長 そのほかの１３２ページまでのところで。 

  尾﨑委員、ページ数言うてください。 

○尾﨑 幹委員 １２８ページ、虐待等防止ネットワーク事業、これ２０％ぐらい昨年度から見るとやっぱり下

がっとるということはいい傾向やと思います。その中でも、やっぱりこれが相談件数の中に認定された案件は

あるんですか。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 ご質問ありがとうございます。 

  その認定というのは、いわゆる虐待の要対協ケースというものがあるんですけれども、要保護対策協議会と
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いうそういった各市町村でそれぞれが要保護対策協議会というのをつくっておりまして、そこの中で児童相談

所にも入ってもらいながらその虐待の認定をするというケースは、もちろんこの中にも入っております。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 入っておれば、やっぱり保護もしくは虐待されとる児童さんにしろ高齢者にしろ守らないかん

わけで、児童相談所なんか行ったところで、やっぱりその場は良好なりで逃げられたにしても、後でやっぱり

子供らが殺されとる案件が昨年もかなりあったと思います。やっぱりこれは鳥羽市としては絶対防がないかん。

子供は宝やと思っていますので、この子たちが相談してくる場合、子供がしてくるのか、親がしてくるのかよ

う分かりませんけれども、ただこれは守ってやってください、しっかりと。未来のやっぱり宝ですから、それ

だけをちょっと申し入れて、この活動はしっかりしていただけると、やっぱり鳥羽のいい部分が出てくるんじ

ゃないかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連はございますか。なければほかでも。 

  関連ですか。ほかですね、１３２ページまでで、ページ数を言うてください。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 １２６ページの地域生活推進事業について質問をいたします。 

  移動販売の販売業務のことについてなんですが、すごくさらっと書いていただいているように思うんですけ

れども、いろんな地域のそこで行ったときの住民の方の要望とか、こういうふうなことをしてほしいとか、買

物をしてのコミュニケーションとかコミュニティーとか、そういう高齢者にとってはとても買物は楽しみにな

るところでありますし、やっぱり車の免許を返納したということで、買物がすごく楽しみにしているという方

もたくさんいらっしゃいますので、そういういろんな地域でも私もお声を聞く中で、ここでの成果とかこの効

果を聞かせていただけたらなと思いますので、教えてください。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 移動販売の件なんですけれども、効果については、ちょっとお一人お一人にアンケートを取ってい

るわけではないので、一部抜粋させていただくんですけれども、昨年ちょっと場所の変更を余儀なくされたと

ころがありまして、１１月１８日からちょっと１か月間、場所を展開できなかったところがあるんですけれど

も、そこでやっぱり地域の方、あるいは町内会のほうから、いつ来るんやとか、そういうやっぱり来てほしい

という声がありましたので、ちょっと近いところで場所を探して選定、１２月１５日から展開をさせていただ

きました。初回でありましたので、私も現地に赴いて買物をされている方の声をちょっと聞いたんですけれど

も、やはり来てよかったなとか、今日の晩ご飯何をしようかという社交性、話しながら楽しまれている状況か

ら、やはり移動販売の展開は必要やなと思っています。 

  一応その延べ利用につきましては、もう令和４年と約１万８,０００の人数で推移しています。これも必要

な事業ですので、来年も継続してやっていきたいと思っています。 

  以上です。 

○南川則之委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 
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  本当に高齢者の方が増えていっているということですので、これからもいろんなことを聞いていただいて拡

充していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連はございますか。 

（「関連」の声あり） 

○南川則之委員長 世古安秀委員。 

○世古安秀委員 同じく移動販売で、本当に国崎でも非常に楽しみにしているような感じで、非常にたくさんの

お年寄りが買物に来て、来る前からもう３０分ぐらい前からみんなが周りに寄ってきていると、老人カーで寄

ってきているという状況ですので、本当に喜んでいる状況です。 

  一つ確認したいんですけれども、屋外ですので、雨が降ったり、こういう夕方来ますけれども、日が差した

りというふうなところで、千賀とか堅子とか小浜とかあちらこちらでは、雨よけのそういう施設を造っている

んですけれども、ちょっと国崎はないんで、その辺のことは何か今後のことも含めて、せっかく利用して来ら

れる方、雨に濡れないような形で利用できるような、そういうことは検討しているんかどうか、その辺だけ確

認したいと思います。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 実際やはり雨の対策とかも、屋根があるところで展開したいんですけれども、どうもそういうわけ

にはいきませんので、実は先ほどのエピソードの中に、ある新しく初回に行ったときには雨降ったんですけれ

ども、車と車の後ろのバックドア、それをこうして雨よけにしていたりとかするんですけれども、それ以外に

ついては、暴風とか大雨とかやはり買物に来るのが危険な場合については中止をさせていただいて、その他軽

微な雨に関しましては今までどおりで、ほかで要望がありましたら、ここも展開してほしいとか、地元の要望

がありましたら、そういった協議を経て場所を変えたりとかそういう工夫もしていきたいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 世古安秀委員。 

○世古安秀委員 ほかにもそういうところがないのかどうかも、国崎の例を言いましたけれども、きちんとやっ

ぱり買物に来やすいように、安全で濡れないようなところで買物できるように、車２台来ていますので、こう

テントみたいなのを張ってやっているのはやっているんですけれども、そこへ行くまでがやっぱりちょっとず

っと長い時間、３０分か４０分ぐらいですけれども、濡れっ放しということがないような格好での検討をまた

していただきたいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連はございますか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 この間の中日新聞の波の詩というコラムにこの件が掲載されておりました。これを読んだ中日

の読者から私のところに当日の朝、電話がありました。もう本当に気持ちがほっこりしたと。この担当職員、

小阪君やけれども、あなたの名前が出ているんで、褒めといたってくださいということやったもんで、この場

で紹介しときます。 
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  あなたは、買物すること自体介護予防にもつながると。商品を選ぶのは楽しいですねとコメントしているの

がこの北村記者だけれども、ここに載っております。先ほども現地へ行って利用者の声を聞いているとあなた

はおっしゃったけれども、こういう心温まるエピソードがほかにありますというのが二、三あれば、それを紹

介してください。 

○南川則之委員長 小阪係長、端的に答えたってください。 

○小阪係長 すみません、先ほどエピソードを話したのが以上です。それ以外はすみません、ないんですが、端

的にエピソードではないんですけれども、僕の思いとしてやっぱり買物については、買物するときに歩幅が歩

数が増えたりとか、買物を取るときに筋力を使ったりとか、介護予防にもなりますし、お金使うときには幾ら

の予算で買うとかそういう認知症予防にもつながっていきますので、その買物をしている人同士でも会話がし

たり元気になりますので、この事業は大事だと思っています。そういう効果も期待しながら継続していきたい

と思います。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 この記者は、最後に移動販売車はそんな高齢者の幸せも運んでいるのかもしれないと結んでお

ります、北村記者は。名文だと僕も思いました。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連はございますか。 

  世古雅人委員。 

○世古雅人委員 生活支援推進事業の私はこの高齢者デジタル化推進事業の委託のところなんですけれども、先

ほどもちょっとこの中で話題に出ていましたけれども、この事業すごくいい事業やなと思っています。やっぱ

り高齢者がこれからはもうデジタル化とか機械化になってきて、いろいろ多くの方がこういう機械に慣れてい

かなあかんのかなと。その中で、ちょっと一部出ていましたけれども、それぞれのこの４か所、安楽島、中之

郷、神島、ひだまり、この４か所で行ったことですけれども、開催回数と参加者数というのは分かりますか。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 令和５年の開催回数なんですけれども、安楽島が１１回、延べ７６人です。神島が開催２０回、延

べ４３名です。ひだまりの開催が２０回なんですが、延べ１３５人です。中之郷で１回開催しまして、その参

加者が１５人で合計２６９人です。 

  以上です。 

○南川則之委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 ありがとうございます。 

  なぜこれを聞いたか言いますと、それぞれの支援員がいるところが、昨年は石鏡、今年というか昨年という

かその前年は石鏡もやっていました。それで中之郷、神島、ここは集落支援員がいてすごくあれだなと思うん

です。このひだまりがどちらかというと全体的な方ができる場所と思いますので、ここがどれぐらいの開催で、

人数がどれぐらい来たのかなというところを知りたかったんですけれども、要するに、私が言いたいのは、大

変難しいというか、人が集まってもらうのは難しいんですけれども、周知というのは知ってもらって来てもら

うことが大事ですので、決算ですのであれなんですけれども、これをやっぱりほかの自治会とかそういったと
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ころにも広めていって周知を充実してもっともっとすれば、この事業はすごく頑張っていると思いますし、す

ごくいいことやなと思いますので、なお一層そういうところを広めていただきたいなというのが意見として拡

充していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。要望として。 

○南川則之委員長 要望ということですね。 

  ほかに関連は。関連よろしいですか。関連はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 なければ、１時間以上超過しましたので、質疑の途中ですけれども、５分間休憩いたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時２５分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  質疑の途中でしたけれども、再度１２０ページの総括から１３２ページ上段、地域共生社会推進事業の中で

ご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員、ページ数言ってください。 

○尾﨑 幹委員 １３１ページ、地域共生社会推進事業、まちのカルテという流れが、地域力強化推進事業で、

その中でひきこもり対策というものがクローズアップされたんですか。それとも、これ相談件数が、ひきこも

りの、１,１００超えとんさな。これは高齢者にしても子供たちにしても同じ扱いやと思いますけれども、ど

れぐらい件数があるんですか。その件数が出てきたというのは、もともとこのまちのカルテというものを考慮

された中の数字なんかちょっと教えてください。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 ひきこもりの相談件数につきましては、このまちのカルテから派生してここに相談があったと

いうわけではないように思います。相談の経由につきましては、民生委員の方から相談があったり、あとは本

人さんの家族さんから連絡、相談があったりというケースがやはり多くなっています。なかなか本人からどこ

かに電話連絡して相談のお話をするというのは難しい方が多いと思いますので、周りの支援される方がご心配

されて相談してくるケースが今多くなっています。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 この申し訳ないんやけれども、ひきこもりサポート事業というのは、今回で何回目というか何

年目なんかな。初なんですか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 これにつきましては、すみません、ちょっとはっきりスタートした時期が今は分からないんで、

覚えていないんですけれども、５年目ぐらいになると思います。すみません。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ただ、サポート登録がやっぱり２４人、これはやっぱりサポーターが多いほど問題解決になる

んかなという見方をしてしまうんですけれども、２４人に対して何人おるかはそこまで聞きませんけれども、

ただこの事業は続けてもうて、やっぱり地域のことは地域でと、このまちのカルテという強化推進事業も継続
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してもうて、この二つは今後やっていく必要がずっとあるんじゃないかと。ご苦労をかけるけれども、やっぱ

り高齢率が上がってくると同時にそういう形もぜひとも継続してもらうようにお願いしときたいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連はございますか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、関連でお願いします。 

  これひきこもりサポート事業をやっていただいている中、鳥羽の特徴として本当に参加支援につなげるとい

うことがすごく大きな特徴でクローズアップされていると思うんです。ひきこもりのただ単に相談業務ではな

くて、今尾﨑委員もありましたけれども、これしっかりと外へ出していく、サポートをして社会復帰させると

いうところにつなげたいという思いがあって、これ多分事業をやっていると思うんです。それで、居場所を開

設していろんなところにつなげて、そこが徐々に増えてきているんだと思うんですけれども、そもそも理解し

てもらうために養成講座を開催していただいていると思うんですけれども、実際これに参加した人がどれぐら

いいて、どれぐらいの方がサポーターにつながったのかと。サポーター登録者は今２４人ですけれども、そも

そもどれぐらいの入り口を間口を広げるための努力をされていると思いますけれども、その辺のところはどん

な感じなんでしょうか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 ひきこもりサポーター養成講座につきましては、昨年度１回、鳥羽商工会議所を会場にさせて

いただきました。前半と後半に分けてさせていただいたんですけれども、トータルで参加いただいた方は

６０人以上いたように思います。そのうち２４人の方がサポーター登録をしていただきました。年度の後半か

らサポーター登録していただいた形になりますので、実際は２１名の方、この２４名のうち延べですけれども、

２１名の方が何らかのひきこもりサポート事業にサポーターとして参加していただいたという実績は出ており

ます。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  実は、これ私前半だけしか時間がなくて参加できなかったんですけれども、たくさんの方が見えたのは記憶

していたんです。まだまだ理解が少ないというのと、やっぱり人口減少していく中で、高齢化していく中でだ

んだんサポートする側の人も減っていくんだと思うんです。いろんな事業が重複されたりとかとあって難しい

中で、それでも２１人につなげたとか活動していただくというのは、今まで以上に徐々に大きな成果が出てい

ると思うんで、参加支援のところ、さんぽみちというて登録店もあって、そこにつなげていただくという大き

なことも実績として今やっていただいている、一生懸命やっていただいていますので、この辺のところは今少

しずつやっていただいているのかなと思って評価したいなと思います。ありがとうございます。 

  このほかの部分もあるんですけれども。 

○南川則之委員長 この地域共生社会推進事業の中でですか。 

○濱口正久委員 はい、ひきこもりサポーターではなくて。 

○南川則之委員長 言うてください、この中であれば、事業の中で。 



－25－ 

○濱口正久委員 よろしいか、すみません。 

  地域力強化推進事業のまちトークの中で今回話し合われた、まちトークの実施回数も１０か所になりました。

これいろんなところでやっていただいて、聞かれたときに、最初はこれどこにつながるんやという、これ聞か

れてどうするんやという話もあったと思うんですけれども、この狙いの中に、地域力を自分たちがしっかりと

分かって、カルテの中で洗い出して課題の中で自分たち自身が解決に向かうに当たって応援金をたしかこれ

２０万円と出したと思うんです。それが令和５年度は４団体に上がったと思うんですけれども、このつながっ

たこの４団体の事例はどんな内容やったか教えていただけますでしょうか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 この４団体の事例なんですけれども、全て地元の居場所づくりにつなげたいという声が多かっ

たです。 

  以上です。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 これ地域力アップの中でそういうふうに話が出て、居場所づくりにつなげたというのは大きな

成果やと思うんです。これたしか２０万円やったと思うので、なかなか本当に皆さんが思うようなことという

のはできやへんと思うんですけれども、そういうふうに課題解決に向かう中で、本当に地域共生社会実現のた

めの非常に要の事業であって、自分事として捉えるに当たって、自分たちがこの予算をどう使うかという中で

出たのが居場所づくりということは、すごく大きな進歩かなと思いますし、ぜひともこれは拡充していただき

たいなと思うぐらいのところでございます。 

  ここの件はこれです。 

○南川則之委員長 関連は。 

○濱口正久委員 その下もあるんですけれども。 

○南川則之委員長 この事業の中やったら言うてください。 

○濱口正久委員 ごめんなさい、すみません。 

  これ地域力共生社会推進事業でセットだと思うんですけれども、ＴＯＢＡひだまりフェスタについてお尋ね

いたします。 

  これリニューアルして大きな会場でやっていただいたと思うんです。これ最初の総括のところで課長が話し

していただいた中に、地域で活躍する団体や住民同士がつながれる場所をテーマとしてということがあったと

思うんです。今までいろんなところで単体で活動している人たちと住民をつなげる、そしてどういう活動をし

ている人たちがいるかということももっともっと知っていただくという大きな使命があったと思うんですけれ

ども、これ実際１,０００人ぐらい来ていただいたというふうに書いてあるんですけれども、成果としては、

狙いとしてはこれはどうだったのかなと思いますけれども、その辺のところお願いします。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 今、市の事業でデジタルも使いながらつながりづくり事業をやっていますけれども、このひだ

まりフェスタにつきましては、そのデジタルの入り口からここに集まってきていただいて、対面の部分でつな

がってほしいという思いでこの事業を立ち上げさせていただきました。実際に参加していただいた
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１,０００名の来場者の方もそうなんですけれども、もう５１の団体の方たち同士がつながれるきっかけにな

ったというのは、一つの目的が達成できたのかなというふうには感じています。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これ恐らくそのところで５１団体を集めていただいて、それが大きな成果につながっていると思うんです。

そこの横串を通していただくというのと、それから企画をやっているようなデジタルのところの入り口として、

来場者の方に向けてアプリの説明であったりとか、その中から次につなげるということもあったと思うんで、

こういうことをしっかりと各課連携しながら、地域共生のところの目的のところが、この全てのまちづくりの

目的のところ、一番上のところに書いてあります４番、誰もが生きがいを持ち安心して暮らせるまちと書いて

あるので、それを目指してしっかりと総合的に取り組んでいただきたいなと。今やっているこのひだまりフェ

スタのことも切り替わったやつ、リニューアルしたもの、僕は大いにいい方向に向かっているかなと思います

ので、しっかりとやっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 地域共生社会推進事業の中で関連はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 副委員長、付箋がついとるけれどもよろしいですか。 

○山本欽久委員 じゃ、一言。 

○南川則之委員長 どうぞ、山本欽久副委員長。 

○山本欽久委員 ありがとうございます。 

  濱口委員がほとんど言うてくれたもんであれなんですけれども、まちのカルテのところで社協さんも間に入

ってもらって一生懸命やってもらっとると。僕も何か所か、全部の箇所はよう見とらんのですけれども、何か

所かは見させてもらって、なかなか本当に子供さんを中心に非常にリアルな意見というか、なかなか刺さるよ

うな意見も見受けられて、本当に拡充の話もありましたけれども、ここやというところにはしっかり２０万円、

もうちょっと上げてもええかなというふうに思いましたんで、僕もこれは要望として意見をさせていただきま

す。 

  以上です。ありがとうございます。 

○南川則之委員長 要望ということで。 

  それでは、ほかのところでも構いません。１３２ページの上段までで。 

  木下委員、ページ数言うてください。 

○木下順一委員 １２８ページの行旅等死亡人取扱事業についてちょっとお聞きしたいんですけれども、健康福

祉課のこの１７万８,０００円、予算お一人の方が令和５年に亡くなられた方があって対応していただいたと。

これはどこまでの範囲を健康福祉課さんでやられるのかというのをちょっとまず最初にお聞きしたいんですけ

れども。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 案件によっていろいろなんですけれども、今回の案件につきましては、海上保安庁と連携をさ
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せていただいた案件になっています。市としましては、海上保安庁から連絡をいただいて、検案については海

上保安庁のほうでしていただくんですけれども、どうしても身元が分からないという状況になれば市のほうで

火葬も引き受けまして、あと僧侶の方も声かけをさせていただきまして、骨になるまでこちらのほうで見届け

させていただいて、その後につきましては、国の官報に情報を掲載させていただいて、こういう状態の方がい

ますけれども、どなたか身元が分かりますかというような情報発信までさせていただいているというところま

でさせてもらっています。 

○南川則之委員長 木下委員。 

○木下順一委員 その後がちょっと気になっておって、あれ官報にも載せるというようなことで、一定期間やっ

ぱり遺骨を保管せないかんと思うんですけれども、どれだけの期間を保管する、それでも引取人がなければ無

縁仏に埋葬するとか、そのあたりまでは決められた何か細則みたいなのがあるのかどうかというのをちょっと

お聞きしたいんですけれども。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 遺骨の保管期間まで決められているものが実はありませんので、過去のものが今たくさんある

というような現状です。 

○南川則之委員長 木下委員。 

○木下順一委員 今の答弁にもあったように、そういう遺骨がどこへ保管されとるかは分かりませんけれども、

それがたまってくるような状況になってくるわけですね。これ全国的にも課題というか問題になっとるような

ところもあって、保管場所がなくなると。中には施行細則を決められて無縁仏までいくようなところが兵庫県

かどこかで２市あったと思うんですけれども、そのあたりまで、うちはまだ保管場所があって十分というんで

あればよろしいですけれども、やっぱり最後まで弔ってあげたいなという気があるんで、今必要でないんかも

分かりませんけれども、そういうところまで決められておくといいんかなと思って、ちょっと言わさせていた

だきました。何かありますか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 身元が分かっていらっしゃる死亡された方、それから身元が分からない方につきましては、実

は法律が違うんですね。身元が分かっている方につきましては、環境課が持っていらっしゃる墓地埋葬法とい

う法律のほうで今対応をさせてもらっていますし、身元が分からない方はこちらの行旅法のほうで今対応をさ

せてもらっています。ただ、いずれも遺骨につきましては、どんどん対応がたまっていくような今形になって

いますので、今年度、今環境課のほうとそれの対応方法、これからどうしようかという話をようやくさせてい

ただいたところですので、先ほど木下委員言われたように、保存年限そのあたりも考えながら、今後対応して

いきたいというふうに思っています。 

○南川則之委員長 木下委員。 

○木下順一委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連があれば。なければほかで。 

  戸上委員、何ページ、どこですか。 
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  戸上委員。 

○戸上 健委員 ３点、お伺いします。 

○南川則之委員長 ページ数言うてください。 

（「戸上委員、マイクを」の声あり） 

○戸上 健委員 失礼しました。 

  ３点お伺いします。 

  １点目、１２５ページ、ふれあいのまちづくり事業についてお尋ねします。 

  高齢者サロンが年間利用延べ人数７,８７５人で、前年比より１,４５５人、約２割増になっております。な

ぜ増えましたか。どういう努力がありましたか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 まず、一つはコロナが第５類になったというのが一つ大きな要因かとは思うんですけれども、

それ以外に、今、社会福祉協議会のほうでフクシルという地域福祉のない事業を社協の職員が地元に出向いて

発信するという事業のほうを今していただいています。このフクシルの事業を各サロンのほうからやはり依頼

があって、それが一つ大きな要因かというふうに思っています。１８回の職員派遣の依頼があったと聞いてい

ます。 

  もう一つは、同じく社会福祉協議会のほうでサロンのチラシを作ってほしいという依頼があったりとか、あ

とは社協のＳＮＳで活動の様子を載せてほしいという依頼が合計で４５回あったというふうに聞いています。

ですので、社会福祉協議会に尽力いただきまして、情報発信がしっかりできて、それをみんな知っていただい

て、知っていただいた上で新しい方が参加されたというのが一つ大きな要因なのかなというふうに感じていま

す。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 社協のホームページで、このふれあいいきいきサロンですけれども、これが紹介されておりま

す。僕も拝見して感心をしました。ある町内会では、昼食会を月１回依頼して、これ非常に楽しみに地域のほ

うとしては皆さんされておると。別の町内会では、そこに来られなかった高齢者のところにその用意したお昼

を持っていかれて、そして安否も確認するんだと。質問でも言いましたけれども、ひとり暮らしの高齢者、鳥

羽でもどんどん増えて孤立感を深めております。そういう中で、この社協と市があなた方がタイアップしたふ

れあいいきいきサロン、この存在というのは非常に私は重くなっているんじゃないかと。２割も増えたという

ことは、その一つの反映であって、皆さん方がそれをよくキャッチなすったというふうに思います。いい仕事

をなさっているというふうに思います。 

○南川則之委員長 戸上委員、ちょっとお待ちください。 

  ふれあいのまちづくり事業というところで、関連はよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 なければ、戸上委員、続けてください。 

○戸上 健委員 １２７ページ、福祉運送事業についてお尋ねします。 

  千賀・堅子地区の福祉バスですけれども、これは前回も前々回か予算のときかも言うたんですけれども、利



－29－ 

用者を見ますと、令和５年度で４人ですわね。ですから、私は提案として、そういう福祉バスではなくて、タ

クシーのチケットを配付したほうが、より効率的でその利用者にとってもプラスになるんじゃないかと、コス

ト的にも下がるんじゃないかという提案をしたんですけれども、これは間違っておりますか。この令和５年度

の実績からして６人から４人になったわけでしょう。それだけの人に福祉バスを依然として運行しとるわけで

す。それよりも、タクシー券を配付したほうがより機能的・合理的ではないかということなんですけれども、

違いますか。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 委員おっしゃるとおり、タクシーチケットを配付するというところも一つの方法だと思うんですけ

れども、昨年、私係としてやはり机の上で考えとっても意味がないというところで、地域の方のお声を聞く日

を設けたんです。千賀も堅子も両方行ってきたんですけれども、千賀に至っては、実際に運行経路も確認しな

がら、地域の方とここに降りるということを確認しながら体験いただきました。その後、ワークショップをし

て地域の声を聞いたんですが、やはり今は地域の車を乗れる方に乗せてもらったりとか、なかなかその千賀・

堅子バスを利用される方はいらっしゃらないという意見が多かったです。ただ、将来的には５年後には利用し

たいという方もいらっしゃいました。 

  やはり、ずっと令和５年度は定期巡回という時刻によってそのように回っていたんですけれども、それを受

けて、利用しやすいように今年度からはオンデマンドで予約いただいて利用するようにしていますので、今必

要最小限で費用のほうは抑えられていると思います。 

  委員おっしゃったとおり、やっぱりタクシー券というのも一つの方法だと思いますので、そこは検討しなが

ら運用していきたいと思います。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 了解です。よく分かりました。 

  最後３点目ですけれども、１３０ページ、生活困窮者自立支援事業についてお尋ねします。 

  ここで、生活困窮者支援活動対象団体１４団体、これ別紙提供されていましたけれども、生活困窮者支援民

間団体活動助成事業、鳥羽市で１４団体で、うち７団体とこれに載っていないけれども、子ども食堂です。載

っていないけれども、民間の食堂が離島でも本土でも子ども食堂を月１回なさっております。これによって何

人の子供が何日何食提供して助かりましたか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 今回の助成事業で、１４団体のうち１０の団体が地域子ども食堂、それからフードパントリー

というものをしていただきました。このうち地域子ども食堂が３１回、それからフードパントリーが２回開催

を全体でされております。そこに参加された延べ人数は全体で約３,３００人になっています。ただ、戸上委

員言われるように、これ子供さんだけではなくて、地域子ども食堂という形でしておりますので、地元の子供

さんだけじゃなくて、地元の大人の方もそこに参加されるというご理解をいただければと思います。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 日数年間何日この１４団体で、そのうち子ども食堂をフォローなさっとる団体は７団体なんで

すけれども、これに出ている団体名ですけれども、それで何日提供できたかというのは分かりませんか。 
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○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 戸上委員言われる７団体は、社会福祉協議会のほうから県の受託事業でとばのこ食堂と言われ

る食堂を展開されていた事業者さんのことを言われているのかなというふうに理解していますけれども、とば

のこ食堂に参加されている事業者さんと、この１４の助成団体とはまた別の事業で実はさせていただいている

んですね。今見られている資料のほうはあれですかね。今度は補正予算の資料を見られている形ですかね。す

みません。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました。 

  僕の勘違いもありました。３,３００人に１年間で令和５年度で提供したということでした。 

  この事業で、固有名詞は上げませんけれども、市内のある旅館で取組名が～おなかいっぱい、心もいっぱい

～老舗旅館の遊休施設を活用した子ども食堂と、もうあなた方はぴんとあそこだなと思われるかも分かりませ

んけれども、旅館ならではの子ども食堂を実施し、具体的には豊かな鳥羽の食材や料理人の技術を使った食事

の提供を行うほか、旅館のプレースペースでの遊び体験、ツリーハウスでの自然体験、大浴場での入浴体験を

併せて実施と、もう本当に鳥羽ならではのグレードアップした子ども食堂ではないかというふうに僕もこれは

もう感じ入りました。紹介しときます。あなた方の努力が反映しているんだというふうに思いました。 

  以上です。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

  戸上委員、委員長の許可を得て発言をよろしくお願いします、一生懸命は分かりますので。 

○戸上 健委員 すみません。 

○南川則之委員長 今の範囲でよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、１３２ページ中段、身体障害者福祉一般事業から

１４８ページ上段、低所得子育て世帯支援給付金給付事業までの範囲でご質疑はございませんか。１３２ペー

ジから１４８ページまでです。 

  瀬﨑委員、ページ数言うてください。 

○瀬﨑伸一委員 １３５ページ、介護予防・地域支え合い事業（配食サービス）についてお伺いをいたします。 

  この令和５年度からなのかと思うんですけれども、公益法人、これ公益社団法人かな、公益社団法人シルバ

ー人材センターに配達業務を業務委託されたというのが増えているように読めるんですけれども、何か人手が

増えたとかそういうレベルでなく、何か追加したことで出たよかったところみたいなことというのは何か把握

されていますか。 

○南川則之委員長 田畑課長補佐。 

○田畑課長補佐 健康福祉課課長補佐の田畑です。よろしくお願いします。 

  シルバー人材センターにこの配食サービスの配達という部分を委託しております。これは令和６年２月から

その形にしたわけなんですけれども、実際市内全部のエリアではなくて、池上町、屋内町、堅神町、小浜町、

鳥羽一丁目というような比較的いわゆる陽光苑さんから見て遠いエリアの地域をシルバー人材センターさんに
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配達を委託しているというところで、業務の配食をお届けするという距離感、より遠いところを分けて担って

いるということで、後の業務の安定性、継続もこういった形で続けていければいいかなというふうに感じてい

るところです。 

  以上です。 

○南川則之委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 令和６年２月からということは、２か月間、３か月間ぐらいのものしかこの年度には入ってい

ないということだとは思うんですけれども、おっしゃるとおり、南のほうから本町のほうへいろんな移動をす

る中で時間がロスが出てくるみたいなところもあるのかなとは思って、すごくいい取組だとは思うんですけれ

ども、陽光苑さんの配食をされている方、結構利用者さんの視点から見ると、顔見知りのようなところも出て

くるのかなというので、できるだけ早くにこのシルバー人材センターから配送業務をされる方も顔見知りにな

っていかれると、より狙っているいわゆる見守りであるとか、ちょっとした異変に気づきを早くしてあげると

かといったことにつなげていけるのかなと思うので、ぜひ工夫してやっていっていただきたいなと思います。 

  ごめんなさい、要望で終わります。 

○南川則之委員長 要望でよろしいですか。 

  関連はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 なければ、１４８ページまでの上段のところ、質疑お願いします。 

  坂倉委員、ページ数言ってください。 

○坂倉広子委員 １４８ページの総合子ども相談事業について質問をさせていただきます。 

  ゼロ歳から１８歳までの子供の育ちを保障し、子供の発達を支援するため、保健、福祉、教育の関係機関が

連携し…… 

○南川則之委員長 坂倉委員、１４８ページの上段までですので、次にちょっとお待ちください。 

○坂倉広子委員 失礼いたしました。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ちょっと確認で教えていただきたいんですけれども、１４７ページの上段の低所得世帯等支援

給付金給付事業なんですけれども、これ給付金対象者が３万円のところが２,４５５世帯、７万円が

２,１９８世帯なんですけれども、下の二つ、住民税均等割と子育て世帯のやつは事業費を翌年度に繰越しと

あったんですけれども、これ不用額のところを見ていますと２,９２３万５,０００円とあるんですけれども、

対象世帯が見込みを下回ったとあるんですけれども、金額がちょっと非常に大きいので、その辺のところは何

か分かっているところはございますでしょうか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 予算要求の段階では、どうしても給付金が足らなくなってしまうといけないので、少し余剰を

見て予算のほう上げさせていただいております。実際に抽出した対象者の人数と当初予定していた予算額と少

し乖離が出てきておりますので、その差が大きなものになっています。 

  ちなみに支給率を申しますと、７万円の給付率は大体９６％、約９６％です。それから３万円の給付率で約
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９４％というふうになっておりますので、実際に受けていただく方、対象者の方には大方給付のほうはできた

のかなというふうに思っています。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。そこの漏れがちょっと聞きたかったので。 

  その中でこの９４％と少しだけなんですけれども、その方にはきちんと連絡はされているんでしょうか。 

○南川則之委員長 宮本課長補佐。 

○宮本課長補佐 ９４％以外の方ですよね。実際にこちらから対象者の方に郵送でダイレクトメールを送らせて

いただいてはおるんですけれども、どうしてももうそこの住所に住んでいらっしゃらない方もたくさんみえま

した。その方については、宛名どころが不明ということでこちらのほうに戻ってきておりますので、それ以降、

その方が今どこにいるのかまでは追いかけられていない状況にあります。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これはしっかりとその辺のところを対応していただいていたということですので、分かりました。ありがと

うございます。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

  関連は。なければほかでも。 

  世古雅人委員、ページ数言うてください。 

○世古雅人委員 １３８ページ上段の高齢者対策事業、敬老の日記念事業なんですけれども、これ戸上議員が一

般質問した部分でちょっと市長が答弁した中であったんですけれども、これは実際はこの記念事業を行うのが

町内会が実施するというか、財政的な負担は町内会なんかなと思いまして、昨今、町内会も高齢化とか人も少

なくなってきて財政的にも厳しい中、こういう敬老会の対応なんかをされていると思うんです。この今のご時

世、物価高騰とかそういった中で、この助成金の在り方というのを、私的にはこの社会的な情勢を踏まえて、

戸上議員と同じように助成を上げるというようなほうがどうかなという意見を持っているんですけれども、こ

れを上げよという権限はないんですけれども、実際に担当課としてどう捉えているか、ちょっと意見というか

その辺をお聞きしたいんですけれども。 

  すみません、それと一番は増額の要望とか意見です。その辺が声がどうなんかというところが一番すみませ

ん、この辺を踏まえてお願いします。 

○南川則之委員長 榎課長。 

○榎健康福祉課長 一般質問でもいただいたところです。この事業自体は、町内会とか自治会、それから老人会

とかの団体と行う取組に助成をするような形でこれを行っています。その助成額が１人当たり８００円相当で

対応しているところです。これ町内会と自治会で４５団体となっておりますけれども、結構な数の全域でこの

事業を取り組んでいただいているのかなと思います。ただ、町内会によっては、その事業の開催の仕方という

のはいろいろでして、みんなが集まってお食事会をするようなパターンもあれば、何かお弁当みたいな形で配

るようなのがあったりとか、それぞれの地域で取組というのが形が違ったりしますので、そこへ向いて町内会

がある程度上乗せをしたりとかしているところもあれば、もう直接市の助成金の部分で対応しているようなと



－33－ 

ころもあったりします。今物価高騰とかそういう話もありますけれども、予算に関してはこれからの議論にな

ってくると思いますけれども、上げるか上げないかの話はちょっと回答はできませんけれども、重要な事業で

あるようには認識しております。 

  以上です。 

○南川則之委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 なかなか答えはここでは言いにくいと思うんですけれども、実際に町内会のほうが上乗せして

実施しているところが多いと思いますので、その辺また考慮をお願いしたいと思います。 

  この辺で以上です。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「関連じゃないけれども」の声あり） 

○南川則之委員長 尾﨑委員、どうぞ、何ページ。 

○尾﨑 幹委員 １３５ページ、緊急通報、これ利用者が減っとんのが施設入居、転居、転出ということですけ

れども、これ緊急通報というのは１年にどれぐらいあるわけですか。 

○南川則之委員長 小阪係長。 

○小阪係長 緊急通報の件なんですけれども、実際、令和５年度については、緊急通報ボタンが押されたケース

はありません。相談件数が２０件ありました。その中では、ショートステイとか入院の長期の不在とか居宅に

戻ったときの連絡が大半でありました。 

  以上です。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 緊急通報なんかは、される方はもう次の段階は施設やと思います。そうじゃなしに、これはや

っぱり自分で押さないかんわけですよね。ちょっと私、独り住まいでちょっとおかしいわいうたときに押すよ

うな装置ですよね。もう今は手につけとけば血圧から脈拍からそれがやっぱり病院に送られたり、そういうも

のも出ていますので、そういう流れも一遍検討するべきかなと。もちろんこれはこれでいいものやけれども、

もっとやっぱり高齢者やひとり暮らしの方が多いですから、その方々がもうつけとるだけで病院もしくはそう

いう関係へ毎日リアルタイムに送れるような、もう携帯電話、あれも一つですから、ああいう形でいろいろな

管理ができるようになってきたと思いますので、また検討すると同時に、それが幾らやでできひんとかできる

とか、補助があったらそういう形をつけたってもらうとより一層管理という言い方がええか悪いかは分かりま

せんけれども、お年寄りの高齢者の方々の安全・安心につながると思いますので、またそこら辺も検討したっ

てください。 

  以上です。 

○南川則之委員長 ほかに１４８ページまでの上段ですけれども、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ないようですので、次に、１４８ページ中段、児童福祉一般職員給与費から、１５９ページ

上段、子育て世帯臨時特別給付金給付事業までの範囲でご質疑はございませんか。 

  先ほど坂倉委員からありました。もう一度ページ数よろしくお願いします。 
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  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 １４８ページの総合子ども相談事業について質問させていただきます。 

  鳥羽市として、子育ての中でゼロ歳から１８歳までの子供の育ちを保障しということで、子供の発達を支援

していただいております。そして、この中でうたわれているのが、関係機関と連携をし、総合的で途切れのな

い支援を行うための高校訪問も実施しましたと書いていただいております。本当にありがたいところでござい

ます。 

  そして、高校生まで行っていただいたというのは、うちは県立高校になるわけなんですけれども、どこの高

校に訪問に行っていただいているのか教えていただきたいと思います。 

○南川則之委員長 大田主査。 

○大田主査 失礼します。子育て支援室の大田と申します。よろしくお願いいたします。 

  先ほどのご質問に回答させていただきます。 

  高校のほうは、鳥羽市内でありますと鳥羽高校さんと、市外になりますけれども志摩高校さん、伊勢のほう

に行きまして伊勢まなび高校さんと、あとは伊勢工業さんとか、どうしてそちらのほう、ほかにもあるんです

けれども、まず、高校訪問をさせていただいている高校を選ばさせていただいているのは、中学卒業時までに

関わりのうちの子育て支援のほうの相談事業のほうで関わらせていただいていたお子様、特に学校さんと連携

させていただいていた、ちょっと具体的にはなるんですけれども、不登校があった方とか、ちょっと気になっ

て関わらせていただいていたお子さんなどの進学先、進学先のほうに進路後、高校に進学した後どのような生

活とか、どのような学校での生活を送っているかというのを聞き取らさせていただいて、また引き続き家庭の

ほうでもご支援させていただいているところは共有もさせていただきますし、高校さんのほうにも、鳥羽市内

で卒業後の進路とかも気になるので、その辺は行く行くはひきこもりじゃないですけれども、高校に行っても

不登校になっていないか、また改善されて授業に通っていらっしゃるとかというのを確認させていただいて、

さきのまだ先までは行けていないんですけれども、先々の支援が行えるようになればいいなと思って訪問させ

ていただいているので、その時々でちょっと支援学校訪問先は変わっておりますが、すみません、ちょっと回

答になっていなくて。 

○南川則之委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

  本当に私もこどもまんなか社会という中のいろんな打ち出しがある中で、三重県下のフリースクールとかそ

ういう団体の方との意見交換会をさせていただいたときに、実は大体中学生までで止まってしまうというのが

現実だそうです、相談が途切れてしまうというのが。だけれども、鳥羽は本当に総合子ども相談事業として

１８歳まで鳥羽の子供たちを見ていただいている、気になる子供たちというのがやっぱりこういうふうな中で

していただいているということは、今回初めてここに掲げていただいていたんではないかと私も認識しており

ますんですけれども、いやいや、以前からこういう高校訪問をしていただいていたんだなということでよかっ

たんでしょうか。その中で、この１８歳まで、そして途切れのないということが社会人になってもそうなんで

すけれども、子供さんたちが成長して社会に羽ばたいていく、そういう支援をここでしていただいているとい

うことを確認させていただきました。本当にありがとうございます。これからもまたご苦労をかけますけれど
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も、よろしくお願いしたいと、このように思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 ほかに。 

  尾﨑委員、関連で、別ですか。 

  大田主査。 

○大田主査 すみません、先ほどの高校訪問なんですけれども、令和４年度あたりから訪問させていただいてお

ります。 

  それと、すみません、先ほどの補足ですけれども、今年度は高校訪問先に伊勢英心高校と代々木高校―

志摩市にございます―のほうにも行かさせていただいております。大体学期に一度は訪問させていただき

まして、高校さんのほうと共有させていただいております。 

  以上です。 

○南川則之委員長 坂倉委員、よろしいですか。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○南川則之委員長 ほかで。 

  尾﨑委員、どうぞ。ページ数を言ってください。 

○尾﨑 幹委員 １４９ページの放課後児童健全育成事業。 

（「委員長、ごめん、さっきの坂倉さんの関連です」の声あり） 

○南川則之委員長 では、関連で、先、戸上委員。 

○戸上 健委員 幹ちゃん、ごめん。 

  その子ども相談の件数なんですけれども、電話、面談、巡回を合わせて延べ８２１件が令和５年度の件数で

す。何人でどういう頻度で対応しましたでしょうか。 

○南川則之委員長 大田主査。 

○大田主査 失礼します。 

  まず、何人でというところでは、子ども相談事業のほうに子ども家庭支援員が週２と週３でお一人ずつ勤務

していただいています。あと、子ども家庭支援員が毎日お二人で勤務していただいているんですけれども、

１人が週３勤務、もう一名が月に６回勤務していただいております。あと、家庭児童相談員が週に３日勤務し

ていただいております。あと、発達相談のほうとしまして、正規職員が１人と、もう一名が教育委員会と専任

で週３勤務、ごめんなさい、失礼しました。発達相談の…… 

○南川則之委員長 すみません、もうちょっと整理して、質問に対して答弁いただければ結構ですので、それだ

けお願いします。 

（「何人」の声あり） 

○南川則之委員長 何人、頻度です。 

  北村副参事。 

○北村副参事 令和５年度は、正規職員が２人と会計年度任用職員が延べで３人です。 

○南川則之委員長 戸上委員。 
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○戸上 健委員 その職員数でこれ延べ８２１件、これ対応していくというのは並大抵のことじゃないかと思う

んですけれども、今人数というのはこれで足りているんでしょうか、２人プラス１ですね。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 おっしゃるとおりで、日々残業もしておりました。そういったこともあって、６年度に関しまし

ては、総務課とも協議して発達支援のほうの正規職員を教育委員会と併任ですけれども、１名増員をしていた

だいております。 

○南川則之委員長 戸上委員、よろしいですか。 

○戸上 健委員 了解です、オーケーです。 

○南川則之委員長 関連はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 なければ、尾﨑委員、ページ数言ってください。 

○尾﨑 幹委員 １４９ページ、放課後児童クラブの現状を見させてもらうと、定員に対して２年間やっぱりオ

ーバーしていますよね。やっぱりこの点をこの６年度に反映しているのか。４０人のところを去年、おととし

で４５人、平均利用者。去年、令和５年度は５５人ともう一気に増えていますよね。３割、４割増えとるぐら

いの数やもんで、先生というんですかね、これどういう見方をされて、今後にどう反映されとうか。２年連続

でオーバーしとるもんで、どういう捉え方していますか。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 ありがとうございます。 

  この件なんですけれども、実はコロナになる前はこれぐらいの人数だったんです。コロナになって少し利用

者も減ったんですが、また去年ぐらいから戻り始めたということで、ただ下のところにちょっと米印で、平均

利用児童数は年間、短期利用児童合計人数から算出と書いてありまして、ちょっとここの表記が分かりづらい

かと思うんですが、実は１日に５５人毎日利用しているわけではなくて、学校があるときに毎日その学校の放

課後に来られるお子さんもいれば、夏休みだけとか冬休みの短期利用で来られるお子さんもいる。その合計数

を割り返していますので、常にこの定員４０人に対して５５人が日々来られているというわけではありません

ので、そこだけご理解をいただきたいと思います。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ということは、今の運営方針で問題は今のところない、もしくはエンゼルのほうでオーバーさ

れたらたんぽぽのほうへ移ってもらうという作業は、これは可能なんですか。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 令和５年度に関しては、今委員がおっしゃっていただいたような場所を移すということはしてお

りませんでした。ただし、夏休みの短期利用のときだけは融通を利かせるということはしておりました。 

  ちょっと令和６年度の話になってしまいますが、やはりエンゼル・クラブのほうが利用者数が多かったとい

うこともあって、両クラブと市のほうで話合いを行いまして、令和６年度からは加茂小のお子さんをたんぽぽ

のほうに行っていただくようにしております。 

  以上です。 
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○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ありがとうございます。 

  頑張ってもうて、やっぱり預ける親御さんが多いならば、そこは考えていかないかんかなと思ったもんで、

分かりました。ありがとうございます。 

○南川則之委員長 関連。 

  瀬﨑委員、関連でお願いします。 

○瀬﨑伸一委員 同じところで、関連お願いいたします。 

  ずっと慢性的に定員がオーバーしている状態という運用なのかな、それが原因なのかなと思うんですけれど

も、小さい学年の子は優先されて入って、ある程度高学年になるとルールで決まっているのか、そういう暗黙

の了解なのかよく分からないんですけれども、ある程度の４年生だったかになるとエンゼル・クラブのほうを

出なくてはいけないみたいな、何か案内を受けたんだというような親の声を実は聞いたことがあって、これは

結局は定員をずっとオーバーしている状態で、案内の用紙見たんです。放課後児童クラブ利用のご案内という

のに、定員をオーバーした場合は低学年の子を優先しますという案内になっていたんで、その辺がそういうふ

うに動いているのかなとは理解できるんですけれども、ある程度高学年とはいえ家庭の事情によっては、やっ

ぱりそこの場所におらなくてはいけないということが受け入れにくいというか受け入れられない状態がずっと

続いているという点については、改善策が欲しいんですけれども、何かお考えはありますか。 

○南川則之委員長 大矢室長。 

○大矢室長 健康福祉課、大矢と申します。よろしくお願いします。 

  確かに委員のおっしゃるとおり、１年生から３年生が基本となっていて、そこで定員というか申込みのとこ

ろでまだ定員があった場合は４・５年生も取っていたというのが過去にもずっと４・５・６来ていただいてい

たという事情がありました。今確かにそれが混雑してきて、４・５年生、６年度の話にはなってしまいますけ

れども、４・５・６は断らせていただいているというのが今の現状になっています。その上で、今後のお子さ

んの出生の見込みとかも見ていかなあかんとは思うんですけれども、先ほど副参事のほうからも言わさせてい

ただいたんですけれども、実際の使っている毎日使う方とそうじゃない方というのが実際いて、その辺の整理

をすると、実際は空いてくるところもあったりして、その辺でここの数字に見えているところよりはすいてい

るということも実際問題はあるという運用のところで、そういう話は両クラブからも聞いています。ただ、そ

れを４年生までその瞬間に上げるか上げないかというのは、その都度その都度両クラブと相談しながら決定し

ていきたいなと思っています。施設そのものを増やすという計画自体は、今のところは考えてはおりません。 

○南川則之委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 恐らくもう解消しようと思ったら、ある程度施設をもう一個つくるとかそういったことになっ

てくるのかなと思うんですけれども、やっぱり鳥羽小のところにあるエンゼル・クラブ、安楽島小のところに

あるたんぽぽ、やっぱりちょっとした立地の差だけでも、利用する子供たち、多分子供じゃなくて親だと思う

んですけれども、親のほうから考えると、やっぱり差は大きいというところもあって、エンゼルに行きたいけ

れども、たんぽぽのほうへ移ってというのがなかなか飲めないとかというところも出てくるのかなと思うんで

すけれども、人数も実はもう子供たちの人数は減ってきているのは事実だと思うので、上手にあまり四角四面
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な感じで運用せずに、上手に運用していける方向性をずっと模索し続けていただきたいなというのが思いであ

りますもので、最後要望でとどめておきます。よろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 関連がなければほかでも、１５９ページの上段までです。 

  戸上委員、どうぞ。 

○戸上 健委員 １５６ページ、保育所運営事業についてお尋ねします。これはオーケーでしたか。 

○南川則之委員長 どうぞ。 

○戸上 健委員 不用額一覧を拝見しますと、保育所運営事業５億６６６万円の予算現額に対して、不用額は

１,５６５万円出ました。その理由として二つあって、一つは会計年度任用職員、保育士の任用ができなかっ

たことによると。１,５００万円は丸ごと会計年度任用職員の人件費というふうに判断すると、数人規模で任

用ができなかったと、そんだけ保育士は令和５年度足らんだということになります。保育現場でどういう実態

になりましたでしょうか。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 委員のご指摘のとおり、これはもう令和５年度に限らずなんですが、人はずっと探し続けている

状況です。つまり保育士資格を持っている会計年度任用職員さん、正規職員も同じなんですが、どこの自治体

とも取り合いになっておりますので、なかなか鳥羽市で確保するというのが難しいですので、予算があったと

しても、ハローワークに出してもなかなか人が来ていただけないというのが現状となっております。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 何かそういう現状からして、改善策というのを令和６年度に向けて、また７年度に向けて、課

として検討したんでしょうか。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 この件に関しましては、保育所長会とも常々話はしております。それで、令和５年度に関しまし

ては、保育所長会が市長、副市長のほうと懇談の場を持っていただきまして、これはもうコロナ前まではやっ

ていたんですけれども、コロナになってちょっと中断をおりましたが、久しぶりに昨年度再開をいたしまして、

そこで所長会のほうから市長、副市長のほうにそういった部分も含めて協議をお願いもさせていただいたとこ

ろですので、また令和６年度に関しましては、そういった部分で改善ができていると思っております。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 副市長に、ご期待申し上げておきます。 

  保育士の任用の年齢というのは、今３５歳だというふうに思うんですけれども、これを撤廃すればもっとベ

テランの級の保育士が、うちの奥さん、幸子さんもそうなんだけれども、保育士資格を持っておりますもんで、

それで、暇しとるで応募をしてくれるんやないかというふうに思うんですけれども、門戸をぜひ開いてこの保

育士不足を解消して現場の子供たちがもっと伸び伸びと過ごせるようにお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

  関連は。 

  副市長、何かありますかね、どうぞ。副市長、どうぞ。 
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○立花副市長 常に来年度の保育士の採用の試験が、この間からやっているんですけれども、それにつきまして

は二つつくって、年齢の高い経験者の方のやつとかいろいろな工夫をして募集をしております。 

  それと、これ去年コロナ明けから所長会さんとも話を、私、職場巡視でいろいろと行くときも、常に話しす

るのはその部分なんです。何かええ方法ないかなというて話をしながら、各出身の学校なんかありますんで、

その辺からも働きかけていただくとか、新規の方はなるべく鳥羽を受けてくださいというふうな形でいろいろ

開拓をすることとか、あと職員に向かっても、近所にそういう学校へ行ってみえる方がおったらぜひ鳥羽市を

受けていただくようにということを常々お誘いするような形で皆さんにお願いして、何とか応募していただく

方が増えるようにという努力は、今積み重ねているところでございます。 

  以上です。 

○南川則之委員長 ほかに。 

  尾﨑委員、何ページですか。 

○尾﨑 幹委員 １５７ページ、保育所施設整備事業、北村君には、もうかなりこれ拝見させてもらいに行った

ときに、やっぱり手抜きが多過ぎたかなというぐらい、ひび割れが見えとるところはコーキング打って防水し

てあるんやけれども、隠れたところは全部手抜きやったんじゃないかなと。それと、屋上の防水、これやっぱ

り横から見たら分からんけれども、上から見たら塗られてへんところもあって指摘させてもうたと思います。 

  やっぱり工事監査、一級建築士さん来てやるとは思うんやけれども、これ改修に関してはしいひんのですか。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 今回のこの整備が終わってからの工事監査ですか。 

○尾﨑 幹委員 うん。 

○南川則之委員長 大矢室長。 

○大矢室長 今回の工事に関しては、鳥羽市の工事の検査官のほうで検査しています。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ただ、雨どいの裏とか塗られていないとか、やっぱりかなり古いものやもんで、ほいで耐震を

して改修工事したと思うんです。やっぱりそこはしっかりと見ていただいて、６,０００万円も使うわけです

から、手抜きかそうじゃないかは分かりませんけれども、色塗っとるのに、塗ってへんとこが多々あったとい

うのは、やっぱりちょっと問題かなと思っていますので、窓を替えたりした裏のコーキングが周り全部じゃな

しに一部入れ忘れとるとか、そういうのを何か所か見させてもうたもんで、そのとき園長先生とあれには指摘

させてもうといたんやけれども、やっぱりそこら辺もしっかりと見て、これをやっぱり改修耐震するというこ

とはまだ使うということですから、特に塩分の多い地域ですので、これはしっかりとやっていただきたいなと。

これはもう注文どころか、やっぱりちゃんとやることが当たり前という頭でおってほしいなと思っています。 

  以上です。 

○南川則之委員長 ほかに。 

  大矢室長。 

○大矢室長 すみません、今回の工事に関しては、当初の設計の基本的な部分は耐震工事の部分になります。実

際にやり始めたところで、その外周のところで雨漏りのことも多数出てきました。そこで、実は変更契約をし
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てその部分を埋めたという部分はあります。予算の都合もあって、その全てをその設計の対象に入れられてい

ないという現状があって、その設計に入れてもらった部分に関しては、きちっと検査もして合格をした状況に

なっています。そのひび割れの大小で差をつけさせてもらったということで、多分委員ご指摘されたところで、

ちょっとそこは設計の段階で抜け落ちたところかと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 やっぱり積算するわけですから、ひび割れがあって下は塗っといてくれ、上はやめといてくれ

という話なんかしないと思うんです。今の答弁でいくと、片手間でお願いしましたという話は通らへんよ。や

っぱりする限りはしっかりせな。雨どいやっぱり古いやつなんかは、雨どいの裏なんかはもうぴったりひっつ

いとるよって、本来外さないかんよね。ひび割れもかなりしとるし、そういう見えへん場所を手抜きしとった

という、工事は積算根拠があるので工事するんですよね。それで、ここをこれを全部塗りますいうとんのに、

どこか見えへんとこだけ塗ってへんというのはありえへんと思っています。これ民間なら不履行やわね、訴え

られたら。そしたら再度するわけですよね。やっぱりしっかりとしてください、そこは。見えへんところも見

ていますから。 

○南川則之委員長 北村副参事。 

○北村副参事 先ほど大矢のほうからもご説明させていただいたとおり、建設課のほうに工事は委託をしている

んですけれども、建設課のほうの積算をもって今回の工事をしていただいた分については、先ほどの話のとお

り、検査官が検査をして合格をしていただいておりますので、委員が見ていただいたときに、確かに色が塗ら

れていないところがあるというのは、私も一緒に見させていただきましたけれども、そこはその検査官が今回

の積算とはちょっと外れている部分もありましたので、そこだけご了承いただきたいと思います。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 先ほども言うたけれども、といがありましたと、といの周りは全部してありますと。といの横

は塗っていないと。手の届きにくいところは全部おかしいよと僕指摘したと思うんさ、これはやっぱり塗っと

かなと。ひび割れしとってコーキング打って逃げとるわけなんですよ。それで、そこに後で防水しとるわけで

すけれども、やっぱり下の部分は亀裂の入っとるのは全部埋めてありました。そやけど、上のほうはちょっと

脚立持って見やな分からんなというところはやっぱりやってへんわけです。そこははなから入れていなかった

ということなん、建設に聞くけれども。そんなことはないと思いますよ。 

（何事か発言する者あり） 

○尾﨑 幹委員 いや、今言うとんは、塗らないかんところの全部をといがあって、といの後ろは手が届きにく

いところは塗っていなかったという話です。 

○南川則之委員長 尾﨑委員、検査もされて検査で合格しとるということで主張していますので、その後どうな

ったかどうかというのはまた確認していただいて。 

○尾﨑 幹委員 ただ、一つだけちょっと言わせてください。 

  自分のところの家やったら文句言うよ。行政の共有財産は言わんでええという話じゃないと思っているよっ

て、そこだけしっかりして。 
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  以上。 

○南川則之委員長 ほかによろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に最後のところの１５９ページ下段の生活保護一般職員給与

費から１６１ページ下段の市災害見舞弔慰金支給事業までの範囲でご質疑はございませんか。 

  午前中に衛生費までいきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。衛生費の職員が入り次

第行いますので、５分間休憩します。 

（午前１１時３５分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時４０分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  健康福祉課、衛生費の決算成果について審査を行います。 

  担当課の説明を求めます。 

  地域医療担当副参事。 

○田畑副参事 健康福祉課地域医療担当副参事、田畑です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、衛生費の説明をさせていただきます。 

  人件費に係る説明を省略させていただき、決算成果説明書の１６３ページの保健事業の部分から説明をさせ

ていただきます。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、目２予防費につきましては、予算現額２億３５８万円に対し、決算額は１億

４,７２７万２,０００円でございます。同ページの中事業、健康づくり支援事業につきましては、予算現額

１９５万６,０００円に対しまして、決算額は１５３万２,０００円でした。 

  本事業においては、健康づくりのための各種教室を開催するとともに、県の三重とこわか健康マイレージ事

業と連動し、ＬＩＮＥを活用した取組などを実施いたしました。 

  続きまして、同ページの一番下、中事業、健康診査・がん検診事業につきましては、予算現額３,３５１万

９,０００円に対しまして、決算額は３,１９４万９,０００円でした。 

  健康増進法に基づき、検診バスによる集団がん検診と医療機関への委託による個別がん検診を実施しました。

成果説明書１６４ページから１６５ページにかけて実績を記載しておりますが、検診によりがんやポリープな

どが発見され、早期対応につなげることができました。 

  続いて、１６５ページ下段から１６８ページの母子保健事業です。予算額１,５４７万９,０００円に対して、

決算額は１,０９２万円となりました。 

  母子保健法に基づく乳児や幼児、妊産婦の健診等のほか、離乳食等の教室や保健師による家庭訪問・相談業

務、不妊治療への助成等の事業を行いました。 
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  続いて、成果説明書１６８ページ下段から１６９ページにかけて予防接種事業について記載しております。

予算現額３,７５４万１,０００円に対して、決算額は３,６３２万４,０００円となりました。 

  予防接種法で定める定期予防接種のうち、主に乳幼児を対象とするＡ類疾病、高齢者のインフルエンザ肺炎

球菌が位置づけられるＢ類疾病について、適切な時期に接種を受けられるよう体制を整えるとともに、接種費

用の全額または一部を負担いたしました。 

  続きまして、成果説明書１７０ページに新型コロナウイルスワクチン接種事業について記載しております。

予算現額１億７１５万円に対して、決算は５,９９５万７,０００円となりました。 

  新型コロナウイルスワクチンについては、令和５年度におきましては、蔓延予防上、緊急の必要があると認

めるときに厚生労働大臣の指示によって行われる臨時接種に位置づけられており、全額国費にて実施しました。

令和５年春開始接種として５月１８日から９月１９日までの間に６５歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する方

等を対象とした接種機会を設け、続く９月２０日から令和６年３月３１日までの間に令和５年秋開始接種とし

て全年齢の方を対象とした接種機会を設けました。接種に当たり、事業者への委託によりコールセンターを設

けたほか、予約の受付・解約等に係る専用のホームページを開設し、接種者の管理を行いました。また、本市

の臨時接種については集団会場を設けて実施しましたので、業務に従事していただく方への報償のほか駐車場

警備に係る委託料等を支出しました。 

  なお、この臨時接種分の財務処理については、令和５年度予算より１４６万２,０００円を令和６年度に繰

越しし、対応しております。 

  次に、成果説明書１７１ページ下段をご覧ください。 

  伴走型相談支援等事業について、予算現額７１７万４,０００円に対して、決算額は６３０万３,０００円と

なりました。 

  全ての妊婦、子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的とした事業で、国・県の

補助金も活用しながら妊娠期から出産、子育てまで一貫して身近に相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相

談支援と、妊娠の届出時に５万円、出生の赤ちゃん訪問の面談終了時に５万円を申請により給付する出産子育

て応援給付金事業を実施しました。延べ１２３人の相談支援や経済的支援を行うことができました。 

  ページ飛びまして、成果説明書１７３ページから１７６ページをご覧ください。 

  目６へき地診療所費につきましては、予算現額３億１,８３４万５,０００円に対して、決算は２億

９,０８３万３,０００円でございます。 

  中事業名、へき地診療所運営事業については、予算現額３億１,１５６万５,０００円に対して、決算額は

２億８,４２２万２,０００円となりました。 

  本事業では、離島４島の診療所と本浦にある鏡浦診療所、今浦分室、石鏡分室の市立診療所における人件費

を含めた運営経費を支出しているほか、長岡診療所の指定管理委託料等を支出し、へき地における医療の提供

拠点を維持しています。 

  １７５ページから１７６ページにかけて、診療所別の運営状況をお示ししております。令和５年度は、県の

へき地診療所設備整備事業費補助金を活用し、坂手診療所の超音波画像診断装置、神島診療所の薬剤自動分割

分包機を更新しました。 



－43－ 

  また、対面診療を補完するために、過年度に国交省スマートアイランド事業で導入した機器を引き続き活用

し、オンライン診療を実施してきていますが、令和５年度より国交省の離島活性化交付金のメニューが拡充と

なったことから、オンライン診療に関する経費の一部にこの交付金を活用しています。 

  また、本課説明冒頭の新規事業のところで課長からご報告しましたが、令和５年度より国のデジタル田園都

市国家構想交付金を活用して、鏡浦地区において医療ＭａａＳ実証事業を実施しております。鏡浦地区には、

本浦の鏡浦診療所のほか、今浦分室、石鏡分室と三つの施設がありますが、医師が移動して診療を行うため各

地区の診療時間が短いという課題がありました。オンライン診療機器を車に積んで各地区に出向き、診療所の

医師と結んで診療することで、従来から市立診療所に通院しており症状の落ち着いた方であれば、他地区の診

療時間でも居住地近くで診察が受けられる仕組みをつくることができました。また、車を活用するという機動

性を生かして鏡浦地区の診療所間の患者移送も行い、オンライン診療の合間で対面診療が必要な場合にも対応

しています。令和５年１２月から実証を開始し、令和６年３月までの４か月間で１１人の方に利用いただきま

したが、その後も実証を継続しており、今年度のことになりますが、昨年１２月からの累計で今年８月までで

利用いただいた実人数は２７人、運行回数１０３回になります。オンライン診療では、タブレットを通じて医

師と対話することになりますが、体験した方からは、対面診療と変わらないといった声を聞いています。 

  続きまして、成果説明書１７７ページをご覧ください。 

  ３項水道費、１目水道費につきましては、予算現額４,１７６万３,０００円に対し、決算額は４,１７６万

２,０００円でした。 

  下の段の水道企業会計補助金につきまして、予算現額２,７５０万円に対して、決算額２,７５０万円となり

ました。 

  エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者に対する支援として、水道料金

２か月分の基本料金の減免措置を市として行うに当たり、国の臨時交付金を活用し、一般会計から水道企業会

計の補助を行いました。 

  以上で、衛生費及び健康福祉課が所管する事業の令和５年度の決算についての説明を終わります。よろしく

ご審議いただきますようお願いいたします。 

○南川則之委員長 説明は終わりました。 

  それでは、１６２ページ、保健衛生総務一般職員給与費から１７２ページの伴走型相談支援事業までの範囲

でご質疑はございませんか。１６２ページから１７２ページです。 

  濱口委員、ページ数言うてください。 

○濱口正久委員 すみません、１７１ページの下段の伴走型相談支援事業についてお尋ねいたします。 

  これは、妊娠が分かって届出から、鳥羽市の場合、出産後まで伴走しながら相談事業をやっていただいてい

るというすごくいい事業やと思うんですけれども、実際、この相談、出生後の赤ちゃんの訪問はいつどのよう

な形で訪問されているのかというのをまず１点お聞きしたいというのと、その中の伴走型の支援の内容、相談

の内容をちょっとお尋ねいたします。 

○南川則之委員長 南係長。 

○南係長 健康福祉課…… 
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○南川則之委員長 マイクをもうちょっと下げてください。 

○南係長 すみません、健康福祉課の南です。よろしくお願いいたします。 

  まず、ご質問いただきました赤ちゃん訪問の時期になりますが、おおむね２か月前後ぐらいが平均になりま

す。ただ、産後２週間でまずおめでとうコールとしてお電話を入れますので、そのときの体調であったり悩み

によっては１か月健診以前に訪問させていただいたりとか、里帰り等でなかなかちょっと鳥羽に戻れないとい

う場合については、２か月少し超えるときがあるんですけれども、おおむね２か月前後が訪問が一番多い時期

になります。 

  あと、内容につきましては、訪問時にまず赤ちゃんの成長が一番気になるところですので、身長、体重を測

りながら赤ちゃんの発達を見て、あとは育児の相談、母乳であったりとか育児に関する相談をさせていただき

つつ、あとどうしても産後、お母様方疲れてしまいますので、メンタル的な相談もさせていただいているとい

うのが主な内容になります。 

  以上です。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これ非常にいい事業やと思うんです。しっかりとやっていただいて、今お話聞くと、産後で不安になる時期

にしっかりと寄り添って、電話を先にしていただいた後、臨機応変に早めに行かれる場合もあるということを

言っていただいて、本当にありがたいなと思います。 

  そして、最終的に、一番最後の面談終了時に５万円の申請に給付するというふうに書いてあるんですけれど

も、これどの時点が面談終了時になるんでしょうか、給付の対象としての。 

○南川則之委員長 南係長。 

○南係長 赤ちゃん訪問を終了間際に各種手続等がありますので、その際に一緒に申請様式の記載のほうをさせ

ていただいて、その時点で保健師が受け取って申請の手続をしていくという流れになります。申請用紙を渡し

て、改めてお母さんが役所の窓口に行ってとか連絡所のほうに行くというちょっと負担がないように、訪問に

行った者が受け取って窓口のほうにつなぐというような役割をさせていただいております。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  その辺のところもしっかりとケアしていただいているということです。 

  そのかいがあったと思うんですけれども、これ１２３人の延べ相談で面談の実施率が１００％と、これはす

ごい成果だと思います。そういうところもきちんとしていただいているということですので、これはもう引き

続きやっていただきたい。非常にようやっていると思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連がなければ、ほかでも結構です。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ないようですので、続いて、１７２ページ中段の鳥羽市休日・夜間応急診療所から最後の

１７８ページの災害援護資金貸付金までの範囲でご質疑はございませんか。よろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。午後１時から再開いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

（午前１１時５５分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、環境課の決算成果について審査を行います。 

  担当課の説明を求めます。 

  環境課長。 

○上村環境課長 環境課、上村です。よろしくお願いします。 

  成果説明書は１７９ページからになります。 

  環境課は、水や電気ほどではないですけれども、やはり生活の最後、人生の最後をつかさどるライフライン

の一角を担当している部署でございます。なかなか苦労しながらということで、日々いろんなトラブルを苦情

をいただきながらも乗り越えてきているような、そのような状況でございます。 

  それでは、まず、総括のほうから説明させていただきます。 

  まず、総括としまして、環境保全に関しましては各種公害への対応や地球温暖化防止対策、そして生活排水

対策、火葬場対策に取り組みました。 

  火葬場については、これまでも行ってまいりましたが、長寿命化計画により火葬設備の修繕を行い、火葬業

務に支障がないように取り組んできたところでございます。 

  また、生活排水対策では、合併浄化槽設置補助制度により令和５年度には１４件に対して補助を行い、新築

分も含め合併浄化槽普及率は前年より１.４１１％増の３７.３９１％になったものでございます。なお、新築

は補助対象外ですが３８件入っております。 

  また、鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業等の保全と調和に関する条例を運用し、令和５年度には

継続事業３０件、新規事業９件に対し協議を行っております。そのうち完了が２件、継続事業２件において事

業の取下げがあったものでございます。 

  次に、資源リサイクルにつきましては、一般廃棄物処理について、集積所に排出された可燃ごみやリサイク

ルごみを広域施設のやまだエコセンターへ搬送し、適正に処理するとともに、リサイクルパークにおいても生

ごみの堆肥化に取り組み、回収したリサイクル品の売却を行い、廃棄物の減量化や再生化に取り組んできたと

ころでございます。 

  市内における令和５年度のごみ類の排出量は７,６６１トンで、前年より２９２トン減少しております。生

活系につきましては、人口減少によるものもありますが前年より減少しておりますが、事業系のごみ類につい

ては前年より増加しているものでございます。 

  市民が取り組んでいるリサイクル率については１２.８％となっており、前年より０.５％上昇しております。

なお、まだスーパーでの店頭回収量については、把握できていないのが実情でございます。 
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  次に、廃棄物処理施設関係につきましては、松尾町の清掃センター最終処分場からの浸水の適正な処理、そ

して菅島最終処分場では廃止に向けたモニタリングが終了し、令和６年３月をもって菅島最終処分場は廃止と

なったものでございます。 

  次に、新たに取り組んだ事業について説明をさせていただきます。 

  １８４ページをお願いいたします。１８４ページの上段でございます。 

  地域脱炭素化促進事業において、２０５０年のカーボンニュートラル実現を見据えた地域における再生可能

エネルギーのポテンシャルや将来のエネルギー消費量などを踏まえた導入目標を策定し、その目標の達成や地

域課題の解決・地方創生に寄与する具体的施策を盛り込んだ鳥羽市ゼロカーボンシティ推進計画の策定を行わ

せていただきました。 

  なお、この計画の内容につきましては、概要版により３月２５日の全員協議会で説明させていただいたとこ

ろでございます。 

  次に、予算を伴わない事業について説明いたします。 

  環境課においては、地球温暖化防止計画に基づき、庁内におけるエネルギー消費量の把握に努め、温室効果

ガスの抑制を図り、温暖化防止対策を進めるとともに、月１回、地球にやさしい日として庁舎周辺の清掃に取

り組んだところでございます。 

  それでは、各事業について説明をさせていただきます。 

  説明書は同ページの下段になります。 

  １目保健衛生総務費、保健衛生総務一般管理費、こちらは人件費でございますので、それ以上は割愛させて

いただきます。 

  １８０ページをお願いいたします。 

  ２目予防費、同じく畜犬事業で、予算現額５０万４,０００円に対しまして、決算額３８万９,０００円、内

容は昨年と大差ございません。 

  次に、１８１ページをお願いいたします。 

  ３目環境衛生費で、予算現額１,８２０万７,０００円に対しまして、決算額は１,７２５万５,０００円でし

た。 

  中事業、環境衛生事業では、予算現額１,０９５万２,０００円に対し、決算額１,０６６万２,０００円でし

た。この事業は、火葬場の関係の経費でございます。火葬業務や離島からの霊柩輸送補助を執行しております

が、その他内容については、昨年と大差ございません。 

  次に、その下段、ＪＲの鳥羽駅前公衆便所維持管理事業では、予算現額２４３万７,０００円に対し、決算

額が２２７万円でした。内容、こちらも昨年と大差ございません。 

  次に、１８２ページをお願いいたします。 

  堅神火葬場リフォーム事業につきましては、予算現額４８１万８,０００円に対し、決算額４３２万

３,０００円を執行しております。５年度のリフォーム事業で１・２号炉の炉内耐火材や燃焼装置、電気設備

の修繕を行ったところでございます。 

  次に、その下段、お願いいたします。 
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  ４目環境保全対策費で、予算現額３,２４１万９,０００円に対しまして、決算額２,４８５万３,０００円で

した。 

  環境保全対策事業につきましては、予算現額２１０万７,０００円に対し、決算額は１６５万６,０００円で

した。昨年は、自動車騒音調査がございましたが、そのほか妙慶川の水質検査などを含めまして、前年度と大

差はございません。 

  続きまして、１８３ページの上段をお願いいたします。 

  合併浄化槽普及啓発事業につきましては、予算現額１,２８２万円に対しまして、決算額６３５万

６,０００円でした。内容につきましては、先ほど総括も述べさせていただいておりますが、後の分野につい

ては、大差はございません。 

  次に、同ページの下段をお願いいたします。 

  海洋ごみ流出対策事業につきましては、予算現額７９８万８,０００円に対しまして、決算額が７９８万

８,０００円、前年より５９７万５,０００円の増となっております。 

  海洋ごみ流出対策として、前年に引き続きごみ拾い活動専用ウェブページの運用を継続するとともに、同じ

く特殊な車載カメラ、鷹の目といいますが、自動車搭載型のカメラで道路際に落ちているごみを自動感知する

ようなシステムを行いました。ホームページ見ていただくとそのデータがアップされておりますけれども、ど

のあたりがホットスポットになっているかというようなことが表示されております。こういったところで、今

後、政策観光というのはボランティアが入ってくるようなところにうまくつないでいけたらと思うところござ

いますが、まだまだごみの見える化が完璧にこれでできたかどうかというところはありますので、また今後も

課題が出てくるのかなと、そんな思いをしております。 

  なお、この事業の財源としましては、ふるさと創生基金を充てております。 

  次に、成果説明書は同ページの一番下になりますが、こちら新規事業です。先ほども総括のときに述べさせ

ていただきました地域脱炭素化促進事業でございます。予算現額９５０万４,０００円に対しまして、決算額

８８５万３,０００円です。 

  主な経費は、この計画策定に係る委託料でありまして、財源としましては、国の間接補助になる補助金を充

てております。 

  続きまして、１８４ページをお願いいたします。 

  １目清掃総務費、清掃総務一般管理経費については、予算現額７,０２４万２,０００円に対しまして、決算

額６,９１９万２,０００円でした。 

  そのうちの清掃給与等管理費は、こちら人件費ですのでよろしくお願いいたします。 

  次に、成果説明書同ページ、２目塵埃処理費です。予算現額４億８,３１３万円に対しまして、決算額４億

７,６２４万８,０００円です。 

  それでは、中事業ということで、市清掃センター塵埃処理事業でございます。予算現額２,０９７万

９,０００円に対し、決算額２,０００万３,０００円でした。前年より４９０万８,０００円の増となっており

ます。 

  主な経費としましては、センターの光熱水費のほか、汚水処理施設の高圧スイッチ及び高圧ケーブルが夏場
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に火花を散らしてちょっと危険な状況になったということで、急遽予算をかき集めて修繕させていただいたと

いうふうなところ、また老朽化したトラックの更新に係る備品購入費、そして汚水処理施設のほうの定期的に

手を入れていかなければならない活性炭の関係、そして公害防止のためのダイオキシン類の濃度調査などの委

託料となっております。施設についても、まだ廃止されておりませんので、汚水処理施設の運転、また拠点と

してリサイクルに取りかかる拠点として活用させていただいているところでございます。 

  なお、この清掃センターの経費の中で財源としての過疎債を充てている部分は、トラック購入に係る備品購

入費に当たっているものでございます。 

  続きまして、説明書１８５ページの下段をお願いいたします。 

  一般廃棄物処理事業でございます。予算現額９,３６６万１,０００円に対しまして、決算額９,１５２万

７,０００円でございます。 

  前年より６８１万４,０００円増となっておりますが、委託料などの積算の関係で物価経費等の上昇分に係

るものでございまして、内容は前年とは大差はございません。 

  次に、説明書は１８６ページをお願いいたします。 

  広域ごみ処理事業です。予算現額、決算額ともに２億９,３７１万４,０００円となりました。 

  前年より８６１万２,０００円の減となっておりますが、こちらその経費は広域連合の負担金となっており

ます。内容は昨年と大差ございません。 

  次に、同ページの下段、離島一般廃棄物処理業務です。予算現額６,７３４万６,０００円に対しまして、決

算額は６,３７３万７,０００円、昨年より１５８万７,０００円の減となっております。 

  離島からの廃棄物収集運搬に係る経費が主なものでございますが、菅島の最終処分場の廃止に向けて県のほ

うと協議をして、必要な検査項目、要求はしたものの、ぎりぎりのところでこれは要らないというふうな、そ

ういう協議をした中での５年度の予算の執行となったことから、総額で減額となっているものでございます。 

  続いて、１８７ページをお願いいたします。 

  資源循環型社会形成事業では、予算現額６２１万５,０００円に対しまして、決算額６０５万３,０００円で

した。 

  主な経費は、リサイクルパーク運営に係る委託料であり、内容は前年と大差ございません。 

  なお、この委託料に係る財源として、過疎債を充てております。 

  次に、説明書１８８ページをお願いいたします。 

  不法投棄撲滅事業であります。予算現額１２１万５,０００円に対し、決算額１２１万４,０００円でした。 

  主な経費は、環境パトロールに係る委託料であり、年間６０回のパトロールを行っております。シルバー人

材センターのほうでそのように回っていただいております。 

  財源としては、県補助金や繰入金を充てているところでございます。 

  次に、同ページになりますが、３目し尿処理費、中事業ともにし尿処理事業でございます。予算額、決算額

ともに１億６,６３８万５,０００円となっており、前年より２,４７３万５,０００円の減でございます。 

  主な経費は委託料で、離島からのし尿の海上及び陸上運搬業務と広域連合への負担でございます。離島の処

理運搬については、令和４年度に合特法による計画の更新に当たっておりまして、協議がまとまったことから、
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５年度からの執行額が減額となっているものでございます。 

  業務内容については、前年とその他大差はございません。 

  次に、説明書は１８９ページをお願いいたします。 

  ７款土木費、６項下水道費、１目特定環境保全公共下水道整備費についてです。予算現額１億５０７万

４,０００円に対し、決算額は９,５００万円でした。前年より１,０１５万７,０００円の減となっております。 

  こちら下水道事業への繰出金でございますので、こちらの詳細な部分については、また後ほど下水道事業の

ほうで説明をされるものと考えております。 

  以上が環境課所管の決算に関する説明でございます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○南川則之委員長 説明は終わりました。 

  １７９ページの総括から１８４ページ上段の地域脱炭素化促進事業までの範囲でご質疑はございませんか。

１８４ページの上段です。ありませんか。 

  戸上委員、どうぞ。ページ数言うてください。 

○戸上 健委員 １８４ページ上段、地域脱炭素促進事業についてお尋ねします。 

  太陽光、水力、バイオ等の再生可能エネルギーは、発電量で令和５年度どれだけ増えましたでしょうか。 

（「発電量ですか、発電量」の声あり） 

○戸上 健委員 発電量ではじいてなければ件数でも。 

（「件数も屋根置きをもううち……」の声あり） 

○戸上 健委員 何か資料ありますか。 

○南川則之委員長 上村課長。 

○上村環境課長 この再エネ条例に基づく件数というのは、総括のほうでも述べさせていただきましたけれども、

規模の小さな屋根置き型とかこういったところは、うちのほうでは把握できていないという状況でございます

ので、委員が質問されたその件数とか、それから発電量がどれぐらいあるかというのは把握できていないとい

うのが実情でございます。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 課長、市が管轄しとる図書館でもそうですし、学校でもそうなんですけれども、太陽光発電で

これだけの発電量というのがパネルで出ております。そういったものを官公庁関係でトータルで令和５年度は

これだけ発電量をしましたというような統計はないんでしょうか。 

○南川則之委員長 上村課長。 

○上村環境課長 委員、申し訳ございませんが、現在環境課で行っている中では、環境省の指導の下、二酸化炭

素の排出量というのはエネルギー消費量の関係から算出するようなそういうシステムを導入しておるんですけ

れども、ちょっと太陽光のほうは現在把握できていないというのが現状です。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました、了解です。担当課が違いました。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

○戸上 健委員 はい、結構です。 
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○南川則之委員長 戸上委員、また数字的なことがあったら事前に伝えておいていただけると、また調べやすい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○戸上 健委員 そうします、すみません。 

○南川則之委員長 ほかに、１８４ページまでのところでご質疑はありませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、続いて１８４ページ中段、清掃総務一般管理経費から１８９ペ

ージ、特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金の最後のところまででご質疑はございませんか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため休憩します。 

（午後 １時２０分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時２５分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  次に、農林水産課の決算成果について審査を行います。 

  担当課の説明を求めます。 

  農林水産課長。 

○吉川農林水産課長 農林水産課、吉川です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算成果説明書の１９０ページをご覧ください。 

  令和５年度の総括ですが、報告すべき事項のみ説明させていただきます。 

  令和５年度ですが、組織改正に伴い農水商工課から農林水産課となり、農業や水産業の第一次産業の振興を

中心に担う部署となりました。 

  第一次産業においては、生産量の減少、後継者不足、経費の高騰など取り巻く状況が厳しい中、生産性の向

上、産物の高付加価値化等を目指した各事業の展開と観光分野等と連携した産業振興に取り組みました。 

  農業におきましては、農業振興地域整備計画の更新に着手したほか、６月２日の豪雨により被災した農地・

農業用施設の災害復旧工事を施工し、早期復旧に努めました。 

  森林業務におきましては、みえ森と緑の県民税事業を活用し、町内会から申請のあった危険木の伐採費用に

係る補助をはじめ、新規事業として台風などの倒木被害によりライフラインを寸断するおそれのある危険木の

事前伐採に中部電力や県と連携して取り組みました。 

  水産業におきましては、海の環境の変化に起因する漁獲や生産の不調が続いている中、漁業における生産性

や価値の向上を図ったほか、海女漁業の振興におきましては、令和４年度の夏場に発生した赤潮によるアワビ

の大量へい死を受け、令和５年度単年度事業として黒アワビを中心とした種苗の放流を行ったほか、水産研究

所において黒アワビの親貝から受精卵を採取し、浮遊幼生の状態での放流を行うなど新しい試みも導入しなが

ら、複合的な資源回復を目指した事業を実施いたしました。 

  また、水産業でのＤＸ化を進めるため、ＩＣＴを活用した漁場を観測する機器の導入を支援したほか、水中



－51－ 

ドローンを導入するなど新たな取組も行いました。 

  観光分野との連携におきましては、海のレッドデータブックの作成とフランスでのプロモーション活動へ同

行するなど、鳥羽の海の魅力を多くの人に伝える取組を行っております。 

  第一次産業におきましては、今後も厳しい状況が続くことが想定されますが、従事される方々の熱意や努力

が報われるような取組を引き続き推し進めていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、新たに実施した事業ということで、内容につきましては各事業の中で説明させていただきます。 

  予算執行を伴わない事業について説明いたします。 

  １９１ページをお願いします。 

  丸が四つほどあるんですが、丸の一つ目、二つ目は市が事業主体ではありませんが、鳥獣害対策として合わ

せて１０２頭のイノシシの調査捕獲等を実施しました。 

  丸の三つ目、サツマイモの品種「兼六芋」を使用し、小学校での苗植えの体験学習、保育所での講和と食材

提供を行いました。 

  四つ目の丸ですが、鳥羽磯部漁業協同組合と連携し、漁港を活用する海業の推進や施設整備に向けた検討を

行うとともに、黒ノリ・ワカメの養殖によるブルーカーボンの認証取得への連携を図りました。 

  それでは、各事業の成果を説明いたしますので、その下のほうをお願いします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目５財産管理費は、予算現額１,１５６万２,０００円、決算額は

１,１５６万１,０００円でした。 

  積立金は、アワビの種苗放流事業、水産振興事業に対する寄附金の合計１,１１０万円をふるさと創生基金

に積み立てたほか、森林環境譲与税基金４６万１,０００円を積み立てました。 

  続きまして、その下、目１３の地域振興費は、予算現額３９４万２,０００円、決算額は３６２万円です。 

  次のページ、１９２ページの上段をお願いします。 

  農業振興活動を行う地域おこし協力隊１名を配置し、２年目の活動として、農業生産現場での経験を積み、

営農を学びながら生産者とつながりを構築するとともに、鳥羽マルシェでは農産物の販路を拡大させる活動を

進めたほか、ＳＮＳで情報発信を行いました。 

  続きまして、その下、款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費ですが、予算現額１,４１８万

４,０００円、決算額１,２９２万１,０００円です。 

  農業委員会の運営につきまして、事業内容等大きな変動がございませんので、説明は省略させていただきま

す。 

  次のページ、１９３ページをお願いします。 

  目２農業総務費ですが、予算現額２,３０３万２,０００円、決算額２,２９４万７,０００円です。 

  事業内容は職員の人件費ですので、説明は省略させていただきます。 

  続きまして、目３農業振興費は、予算現額９４０万８,０００円、決算額は７８１万５,０００円です。 

  農業振興鳥獣害対策事業は、予算現額８１８万４,０００円、決算額６７３万１,０００円です。 

  報償金を支出し、有害獣であるイノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、小動物、これはアナグマ、タヌキ、ア

ライグマ、ハクビシン等になりますが、これの捕獲、駆除を促進しました。 
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  次のページ、１９４ページの２段目をお願いいたします。 

  農業振興地産地消促進事業は、予算現額、決算額ともに５４万６,０００円です。 

  鳥羽志摩農業協議会及び松阪食肉公社へ負担金を支出し、地域の農業振興に努めました。また、前年度、令

和４年度になるんですが、この決算額と比較しまして１８６万９,０００円の支出減となった理由としまして、

前年度は令和４年度の単年度事業として三重県地域活性化支援事業補助金の採択を受け、兼六芋の安定生産に

向けた専用ハウスの整備、市内福祉事業者に農産物の生産加工販売支援業務を委託し、農福連携に取り組んだ

ことなどによるものです。 

  続きまして、１９５ページの３段目をお願いいたします。 

  目４農地費は、予算現額１,４６８万３,０００円、決算額１,３５５万３,０００円です。 

  農業基盤整備事業は、予算現額１,２６０万４,０００円、決算額１,１８８万７,０００円です。 

  農業生産の基盤となる用水路、農道などの補修、改良工事を行い、機能向上や安定的な生産に向けた整備を

行いました。各工事内容につきましては、次ページの表のとおりとなります。また、農業振興地域整備計画を

更新するため、基礎調査及び計画策定に着手しました。 

  なお、前年度、令和４年度決算額と比較しまして７０２万４,０００円の支出減となった理由としましては、

農業基盤整備事業債を財源とした加茂地区農業用水路改良工事、県補助金である基幹土地改良施設防災機能拡

充保全事業費補助金を財源とした相差排水機場実施計画作成業務委託などの事業が皆減したことによるもので

す。 

  ３ページ先の１９８ページをお願いします。 

  項２林業費、目１林業総務費は、予算現額９１４万２,０００円、決算額８５１万５,０００円です。 

  その下になりますが、林業一般管理経費は、予算現額８０１万２,０００円、決算額７４３万２,０００円で

す。 

  森林資源情報管理システムに係る保守点検のほか、令和４年度で終了した森と海・きずな事業にて間伐を実

施していた河内町内における森林管理業務を行うとともに、令和４年度に森林管理の施業範囲を確定した場所

の一部で間伐などの森林整備事業を実施いたしました。 

  次のページ、１９９ページをお願いいたします。 

  目２林業振興費は、予算現額１,４５１万１,０００円、決算額１,４４１万５,０００円です。 

  みえ森と緑の県民税事業ですが、予算現額、決算額ともに１,４３１万１,０００円です。 

  危険木で困っております町内会、自治会からの要望を受け、業務委託による危険木伐採を行うとともに、各

町内会が主体となって行う伐採事業に補助金を交付するなど、危険木の伐採を促進しました。また、新規事業

としまして、台風などの倒木被害によりライフラインを寸断するおそれのある危険木につきましても、鳥羽一

丁目、河内町において事前伐採を実施いたしました。各事業内容につきましては、表のとおりとなります。 

  また、前年度決算額と比較しまして６１３万８,０００円の支出増となっている要因としまして、新たに災

害からライフラインを守る事前伐採事業に取り組んだほか、町内会が実施する伐採事業を拡大・拡充したこと

によるものです。 

  続きまして、２００ページの下の段をお願いいたします。 
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  項３水産業費、目１水産業総務費は、予算現額２,９３１万３,０００円、決算額２,７８３万９,０００円で

す。 

  その下の水産業一般管理経費につきましては職員の人件費ですので、事業の説明は省略させていただきます。 

  続きまして、次のページ、２０１ページをお願いいたします。 

  目２水産業振興費は、予算現額２,７１８万４,０００円、決算額２,５９５万円です。 

  水産物高付加価値化事業は、予算現額、決算額とも８万円です。 

  観光との連携事業の中で、新規事業として全国ブランドさわらサミットを開催し、日本の食文化としてのサ

ワラ食を全国的に盛り上げ、各地のサワラの価値をさらに高めることを目指す取組を行いました。また、答志

島トロさわらの成果としましては、ブランド認定業者として１５３軒の登録があり、出荷実績としては

６,５０６本、重量は１７.３トンという結果でした。認知度の向上などにより、単価はグラフにもありますと

おり、ブランド化前、グラフでは一番左とグラフの一番右、令和５年度シーズンと比較すると単価は３.３倍

になりました。 

  続きまして、次ページ、２０２ページの中段をお願いします。 

  漁業者応援事業ですが、予算現額２００万円、決算額１９４万８,０００円です。 

  海洋環境の変化などにより漁獲高の減少等で打撃を受けた市内の漁業者を対象に、生産性や価値の向上に取

り組む漁業者グループを補助支援し、魚価経営の安定化と継続への支援につなげました。補助実績としまして

は、桃取地区におけるアオサ養殖の取組が１件でありました。 

  また、鳥羽磯部漁業協同組合が導入した漁場のデータを観測・収集できる機器に対して補助支援し、漁場環

境の変化の原因究明、海況の変動に適した操業を目指す取組につなげました。 

  前年度決算額と比較しまして１７４万６,０００円の支出減となっておりますが、この要因ですが、主に漁

獲高向上事業費補助金において、取組件数の減少に伴うものでした。前年度の令和４年度では３件、２５３万

３,０００円でしたが、５年度ではアオサ養殖１件のみでしたので、今後につきましては、さらに漁業者が新

たに取り組みやすいような仕組みにしていければなというふうに考えております。 

  下の段から次のページ、２０３ページをお願いします。 

  種苗放流事業ですが、予算現額、決算額ともに９９４万１,０００円です。 

  鳥羽磯部漁協が実施する種苗放流事業に補助支援を行いました。観光との連携事業の一環として、鳥羽磯部

漁協とアワビ種苗の中間育成に取り組むとともに、アワビだけではなくヒラメ、ナマコ、サザエなどの種苗放

流事業に対しても支援を行いました。三重県水産振興事業団が実施するマダイの種苗放流事業では、海域の関

係市町と連携し負担金を支出し、栽培漁業における水産資源の回復と持続的利用を図る取組を行いました。 

  また、前年度決算額と比較しまして３０１万４,０００円の支出増となっている要因としましては、冒頭の

説明の中にもありましたが、前年度、令和４年度に発生した赤潮によるアワビの大量へい死を受け、令和５年

度の単年度事業として予算額３００万円で黒アワビを中心に約４万７,０００個の種苗放流を行ったことによ

るものです。 

  次の６次産業化推進事業につきましては、加工品の開発、商品の販路拡大等を支援するため補助金の募集を

行いましたが、残念ながら申請はありませんでした。この事業の募集に当たりまして、広報、ホームページの
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ほか、６次産業化ネットワークの加入者等に個別で事業案内も行った結果ということもありまして、今後は

６次産業化という事業名も含め、この事業自体の見直しを検討していきたいというふうに考えております。 

  続きまして、下段から次のページ、２０４ページをお願いします。 

  海女文化継承啓発事業は、予算現額２２９万１,０００円、決算額２２４万６,０００円です。 

  海女漁業の振興と海女文化の保存、継承を目的に組織する海女振興協議会に負担金を支出し、関係機関と連

携して目的達成に向け取り組みました。全国海女サミット２０２３を鳥羽市で開催し、日本各地で創業してい

る海女のほか韓国の海女も集い、情報共有や交流促進を図りました。 

  また、海女さん応援事業では、新人海女と現役海女を対象にウエットスーツや水中眼鏡などの海女道具の購

入に補助支援しました。補助実績は２０４ページ上段の表になります。 

  また、その表の下に記載されているんですが、海女漁業労働環境整備事業として、石鏡地区の海女小屋や通

路等の修繕費用に４１万円を補助支援いたしました。 

  続きまして、２０５ページから２０６ページをお願いします。 

  目３水産研究所費は、予算現額２,４０３万円、決算額２,１６２万７,０００円です。 

  事業は、水産研究所維持管理業務の１事業となります。 

  カキ養殖での大量へい死や黒ノリ養殖での色落ち被害など養殖業での生産量の減少が続いていることから、

漁場で海域の環境データ等を把握・分析し、生産者や水産関係者で共有するとともに、原因の究明や対策の検

討を進めました。また、さらに黒ノリ養殖での魚類による食害被害を調査し、三重県と効果的な対策検討も進

めました。 

  また、新規藻類養殖として、より高値で取引される藻類などの養殖に新たにチャレンジする漁業者の支援や

普及活動のほか、ヒジキ、アカモクなど漁業者からニーズのある藻類の増養殖技術の確立にも取り組みました。 

  海洋ＤＸを推進するため、前年度に引き続き、鳥羽商船など６者で連携し、ブルーカーボン貯留量を自動計

測するシステムの開発に向けた取組の共同研究を行いました。海洋研究の拠点施設としての役割を果たす取組

につきましては、二つ目の表にありますように、県内外の学校を対象に子供たちなどの視察や出張授業、イン

ターンシップの受入れ等により鳥羽の海や海藻について学ぶ機会を創出しました。 

  続きまして、２０７ページの中段をお願いいたします。 

  目５漁港建設費は、予算現額２億４,３９０万９,０００円、決算額１億７,６９３万３,０００円となってお

ります。 

  漁港整備事業（国補事業）ですが、予算現額１億３,４６２万３,０００円、決算額６,８２０万９,０００円、

繰越額が６,５５３万円でした。 

  高潮などによる背後施設への被害を防ぐため、本浦漁港、安楽島漁港の長寿化事業において測量設計業務を

行いましたが、調査、工法の再検討に日数を要したことから、令和６年度へ設計業務委託費を繰越しさせてい

ただきました。 

  また、坂手漁港の護岸機能保全工事は、令和元年より工事を継続しており、令和７年度の完成に向けて工事

を行っているところですが、工事に係る地元調整に日数を要したこともあり、工事請負費の一部を繰り越しま

した。 
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  続きまして、その下から次のページ、２０８ページをお願いいたします。 

  同じく国補事業で、令和４年度からの繰越明許費として予算現額８,６３０万２,０００円、決算額

８,６１０万１,０００円です。 

  令和４年度から繰り越した相差漁港陸閘長寿命化工事及び坂手漁港の護岸機能保全工事に係る事業費となり

ます。 

  その下から続く市単、県単事業の説明は省略させていただきます。 

  続きまして、２０９ページの中段から２１０ページをお願いいたします。 

  款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、目１農地・農業用施設災害復旧費で、予算現額

１,５６８万３,０００円、決算額１,３６７万８,０００円です。そのうち令和５年の事業では、予算現額

１,０８８万２,０００円、決算額９４３万５,０００円です。 

  昨年６月に発生しました豪雨に伴い、浦村、岩倉、河内、畔蛸、松尾、相差などで被災した農地・農業用施

設の復旧工事１６件を施工いたしました。各事業内容につきましては、表のとおりとなります。 

  続きまして、２１０ページの中段になります。 

  同じく農地・農業用施設災害復旧事業で、令和４年度からの繰越明許費として、予算現額４８０万

１,０００円、決算額４２４万３,０００円です。 

  令和４年度から繰り越した浦村町の農道と農業用排水路の復旧工事に係る事業費となります。 

  続きまして、その下の段から次のページ、２１１ページになります。 

  目２漁港災害復旧費で、予算現額１,０７５万円、決算額３５４万１,０００円です。 

  事業は、漁港災害復旧事業の１事業で、昨年６月の豪雨に伴い桃取漁港、菅島漁港、和具漁港において漂着

物の処分や土砂の撤去などを行いました。 

  続きまして、２１１ページの下段をお願いします。 

  目３林業施設災害復旧費で、予算現額５０万円、決算額３９万６,０００円です。 

  事業は、林業施設災害復旧事業の１事業で、昨年６月の豪雨に伴い船津町の幸丘林道において道路の復旧工

事を行いました。 

  農林水産課の説明は以上です。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

○南川則之委員長 説明は終わりました。 

  １９０ページ総括から２００ページ中段の森林病害虫防除事業までの範囲でご質疑はございませんか。

２００ページ中段までです、２００ページ。どうですか。 

  世古雅人委員、ページ数言うてください。 

○世古雅人委員 終わりのほう、１９９ページのみえ森と緑の県民税事業、これは危険木の伐採とかそういった

ところの事業やと思うんです。これ町内会からも要望があったという課長の説明で、かなり要望も多いのかな

というところで、この中で新規の事業、先ほど説明にもありましたけれども、県の補助金を活用した電力会社

と連携して伐採をと、この４４０万円かなり大きな金額ですけれども、やっぱり災害というか台風とかが来る

と結構停電が起こる。それの原因がこういう樹木が原因やというのがすごく多い。 

  そうした中で、こういう事業はすごくいいんですけれども、このまず１点目が、多くの場所が箇所があると
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思うんですけれども、この辺はその選定というか計画的にというのは、まだ始まったばかりなんですけれども、

どういうふうにあるんかなというのが、選定された部分と、２点目が、これ上限があって４４０万円なんかど

うかいう、その点をちょっとお聞かせください。 

○南川則之委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 農林担当課長補佐、山田です。よろしくお願いします。 

  多くの場所の選定とおっしゃいましたけれども、このライフライン事業ですと電力会社と県と市のほうでま

ず事前に協議会みたいなのがありますんで、そこで話合いをして幾つか先ほど委員言われたとおり、離島とか

いろいろありますので、候補地の一覧表がありますので、そこの中で優先順位の高いところから順次やってい

くということです。 

  あと、上限があるかということですけれども、県からの連携枠という形でこの県民税入ってきますので、県

からの内示額に沿っての事業になってしまいますので、どうしてもその範囲の中でということで、去年はその

一丁目のさざえストリートの反対側の山辺のところと、河内の片岡屋さんから入っていくところのすぐのとこ

ろと河内神社のところをしたという状況になっています。 

  以上です。 

○南川則之委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 まだ始まった新規ですので、継続されるかなというのは、特に県でしたらまだあるんかなと思

うんですけれども、この辺またすごくいい事業というか大切な部分やと思いますので、またしっかりとお願い

したいと思います。 

  それと、引き続いてですけれども、町内会からの要望の８００万円余りの補助金を活用した事業を進めてい

ただいているんですけれども、この事業の要望的な部分というのは、要望的というか困り感、その辺の内容に

ついてちょっともしあれば。 

○南川則之委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 お答えします。 

  去年はこの補助事業、県民税使っていまして、県民税は５年間でワンサイクルなんですけれども、その事業

の最終年度だったので、基金に積んでいたものを取り崩して補正もさせてもらって全部で１７の自治体に対し

て補助金を充てて伐採してもらうことが可能でした。今年に関しては、また１５件あったんですけれども、ち

ょっと全部対応することができなく、１３件は支出することは可能になったんです。これまた去年と同じよう

な形で基金が残った段階でまた対処したいなと考えております。 

○南川則之委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 私もちょっと町内会長とかが結構伐採の木の要望があるんやけれども、なかなかくじ引とかな

んかそんな感じと言っていましたので、またこれやはり確かに難しい部分というか、個人が対応せないかん部

分というのはあるんかなと思うんですけれども、その辺のところの理解を得ながら、説明もしながら、やはり

充実もしていってほしいなというのもありますので、また今後の検討をよろしくお願いしたいと思います。 

○南川則之委員長 要望ということですね。 

  関連はありますか。なければほかでも結構です、２００ページ中段までよろしいですか。 
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  戸上委員はよろしいですかね。 

（「結構です」の声あり） 

○南川則之委員長 それでは、ご質疑もないようですので、次に、少し飛びますけれども、２０９ページから

２１０ページの中段の農地・農業用施設災害復旧事業及び同繰越明許費、そして２１１ページの林業施設災害

復旧事業ということで、２０９ページから２１０ページの農地の災害関連のところでご質疑はございませんか。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 ないようですので、次に、戻って２００ページ下段の水産業一般管理経費から２０９ページ

上段、漁港整備事業の県単事業費までと２１０ページ下段から２１１ページ上段の漁港の災害復旧事業につい

て併せてご質疑はございませんか。水産関係です。２００ページからです。 

  濱口委員、ページ数言うてください。 

○濱口正久委員 すみません、２０２ページの漁業者応援事業、２段目のところなんですけれども、これ拡充事

業として漁獲高向上事業を新たにやっていただいたんですけれども、今回これ漁獲高向上事業で、アオサ養殖

での生産性向上が１件あったんですけれども、具体的にどんな事業やったのか、どういうふうになったのかち

ょっと教えていただけますでしょうか。 

○南川則之委員長 榊原係長。 

○榊原係長 農林水産課水産係の榊原です。よろしくお願いします。 

  こちらの事業につきましては、桃取の若い漁業者の方々、ノリであったりとか、ワカメであったりとか、カ

キ養殖をされている方々が、既にちょっと一部の方がアオサ養殖を挑戦していた方がおみえだったんですけれ

ども、その方々と一緒にアオサ養殖をやっぱり広めていきたいという思いでアオサに取り組まれて、今の漁業

プラスアルファでアオサでの収穫を得て生産量を上げていきたいというふうな形で取り組んだ事業でございま

す。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 新たにそれをちょっとチャレンジしたということやったと思うんですけれども、結果何かそれ

がつながったとかはあるんでしょうか。 

○南川則之委員長 榊原係長。 

○榊原係長 ５年度に取り組みまして、最初の生産には間に合わなかったんですけれども、最終のほうの業販と

いいまして、ノリの出荷に何とか出すことができて、少しではあるんですけれども生産に結びついてお金にで

きたということでございます。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  そういうふうに新しく漁獲高の向上につながるような事業に支援していただいて、それがある程度結果に出

たということにつながったと思うんです。ありがとうございます。 

  続いて、その下の漁協の観測データのところなんですけれども、これ漁協が導入した観測データ、観測機器

がありましたよね、何か置いてあるやつのブイみたいな。そこにリアルタイムで情報を蓄積していくというこ
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とがあったと思うんですけれども、これの情報というのはある程度共有できたんでしょうか。 

○南川則之委員長 榊原係長。 

○榊原係長 こちらにつきましては、設置場所は浦村の漁場になっておりまして、主にカキ養殖の方々が今まで

自分たちで水温とか塩分とか測っていたのを、この観測機器で見られるように自動的にアプリを入れていただ

いて観測データを見られるようにしていただいておるところでございます。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  それは、ある意味皆さんで共有できるように支援していただいて、漁業者の支援に努めていただいたという

ことにつながったと思います。こういうデータというのも、ある程度蓄積なので、継続していく必要があると

思いますので、引き続きよろしくお願いしたいなと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連はありますか。なければほかのところも結構です。 

（「２０４までやな」の声あり） 

○南川則之委員長 最後まで、水産のところは全部です。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 違うところですけれども。 

○南川則之委員長 どうぞ、ページ数言うてください。 

○濱口正久委員 すみません、２０３ページの中段になるんですけれども、先ほどの課長の話でありましたけれ

ども、６次産業化推進事業、これ予算盛っていただいて決算がゼロ、申請がなかったということで、いろいろ

問い合わせていただいた結果やと思うんですけれども、これそもそもの金額的に１件当たりが小さくて申請が

なかったのか、その辺のところをもう少し何かあったんでしょうか。金額で１件当たり幾らでしたか、補助の。 

○南川則之委員長 榊原係長。 

○榊原係長 １件当たり６万円というところでございます。主には、加工、新しい商品を作る際の加工の機器と

かの整備費用であったりとか、今まで多かったのがやっぱりＰＲとかでございます。自分たちで作ったのはい

いんですけれども、それを売る場とか流通のするところというのはなかったので、いろんな商談会であったり

とかイベントに参加していただいてＰＲをしていたんですけれども、やっぱりちょっとコロナのときにイベン

トとかそういったＰＲの場がなくなってしまって、そういった今まで活動していただいていた方々がなかなか

ＰＲの場で使う機会というのが減ってしまったので、その後少しなくなってしまったというのがちょっと現状

なんかなというふうに分析しております。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 これもともと商工があったときにやったやつやと思うんです。今、商工は出ていって、新たに

商工のほうで第二創業であったりとか起業支援であったりとかと使われる部分があって、金額的な部分もある

かと思うんです。もともとは加工品の開発とか販路拡大のところがあって、よく似た事業になってしまってい

て金額的に少ないのかなということもあると思いますので、あれだけ一生懸命アプローチしてもらったと今話

ありましたけれども、それでもなかなか使っていただけないということであれば、この事業の今後の見直しも
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含めて再度検討したほうが僕はええのかなと思います。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

  関連及びほかのところでも結構ですので。よろしいですか、ないですか。 

  尾﨑委員、どうぞ。 

○尾﨑 幹委員 ２０５、水産研究所、今回、種を販売して１２７万１,０００円、これは養殖業者さんの何割

ぐらいに対してこういう種を販売しているんですか。それは分からん。 

  本当に聞きたいのは、これが本来この研究所で作った種が持続して全養殖の種を鳥羽産でいけるようになる

のが目的やったと思うんさな。だから、市長はもうこれ肝煎りやでさ。悪いことではないよって、これが本来

は養殖業者さんがこの研究所から全部買うようになれば全鳥羽産になるわけですよね。そうすると、もっとブ

ランド価値は上がるんじゃないかという考えの下で質問させてもうとるもんで。これを今からもっと増やして

いくわけですよね。ということは、施設を大きくしていかないかんという課題がもう後ろにぶら下がってくる

ということだけはやっぱり考えていただくのと、これできたらカキも鳥羽産の種をやっぱり小浜ともっと、ち

ょくちょくもうみんなやっとるわけですよね、種まで。それをやっぱりちゃんとして確立したると、三陸のよ

うなブランド、広島のようなブランドというのはしっかりと出来上がってくるんかなと思っていますので。カ

キがちょっと足りんのかなというとこら辺はありますので、もっと努力してもらうように言うてもらえればあ

りがたいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 ほかにございませんか。ほかはよろしいですか。 

  戸上委員、よろしいですか。 

（「結構です、ありがとうございます」の声あり） 

○南川則之委員長 ほかにご質疑もないようですので、説明員入替えのため休憩いたします。１時間過ぎました

ので、１０分間休憩します。 

（午後 ２時０３分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ２時１０分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、建設課の決算成果について審査を行います。 

  担当課の説明を求めます。 

  建設課長。 

○高村建設課長 すみません、建設課、高村です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算成果説明書の２４３ページお願いいたします。 

  まず、令和５年度の総括としまして、主なものを説明させていただきます。 

  まず、建設課では、道路や公園等の管理としまして、利用される方々が安全に快適に利用できるように各種

計画に基づき交付金事業や起債事業を活用し事業を進め、直営作業による応急修繕などを行い、施設の維持管

理に努めてまいりました。 
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  一つ目、道路事業についてまずご説明させていただきます。 

  交付金事業を活用して事業を進めたものとしまして、道路改良工事では、市道森崎村山線と市道本町商船学

校線の整備を行い、橋りょう長寿命化工事では大明東６号橋の修繕工事を行いました。 

  続きまして、緊急自然災害防止対策事業債、以後、緊自債と呼ばさせていただきますが、この起債事業を活

用したものでは、市道鳥羽小浜線、市道池上団地支線１３号、市道安楽島団地幹線２号などの道路改良を進め

ました。 

  また、これら交付金事業や起債事業の採択要件を満たさないその他の対策が必要の箇所におきましては、地

元要望や緊急性などから精査しまして、貴重な一般財源になりますが、そのお金を活用して約６０か所の工事

を行い対応し、道路パトロールなど直営作業により道路補修を１３７か所、草刈・伐採等１２５か所を行い、

道路利用者の安全確保に努めてまいりました。 

  次に、公園事業につきまして、交付金事業では、鳥羽中央公園の園路整備工事や、昨年度から繰越しで実施

してきた鳥羽市民体育館の浄化槽設置工事が完了しました。また、鳥羽市公園施設の長寿命化計画に基づき、

あくし公園の遊具改修を行い、利用者の安全確保に努めました。 

  起債事業を活用したものでは、鳥羽中央公園で芝生広場改修工事を実施しまして、公園一帯となったにぎわ

いづくりの創出に努めてまいりました。 

  続いて、市営住宅事業におきましては、入居者の住環境維持のため３０件の修繕工事を実施したほか、８戸

の入居前の修繕を行い、住宅に困窮する方々に対しまして公募により市営住宅の提供をしました。また、幸丘

団地の空き家木造市営住宅の解体、これ長屋１棟と住宅２戸になりますけれども、それの解体を行い、市営住

宅用地に自生している樹木の伐採を行いまして、周辺住民等の住環境整備に努めました。 

  交付金事業では、鳥羽市公営住宅等長寿命化計画に基づき、安楽島団地、安楽島第２団地において入居者募

集を行う住戸に浴槽及び給湯器を市で設置しまして、新規に入居する方の費用負担の軽減を図るとともに、市

営住宅の入居促進に努めました。 

  次、建築物耐震化事業におきましては、国や県の補助金を活用しまして、個人木造住宅の耐震診断業務、こ

ちら１８件、診断結果に基づく耐震補強設計を１件、耐震補強工事２件に補助金を交付しました。また、耐震

性のない空き家の木造住宅の除却に関する補助事業です。こちら２０件、その費用の一部と、離島地区におき

ましては、その除却については海上運搬費について７件、その費用の一部を補助し、地震等により倒壊のおそ

れのある家屋の減少に努めました。 

  五つ目、定住促進住宅整備事業において、市営住宅に整備した短期お試し住宅、まず３件、中之郷の移住体

験住宅６件、和具移住の体験住宅２件の計１１件の利用があり、移住促進を図りました。 

  最後に、令和５年度の災害復旧工事についてです。令和５年６月２日の豪雨により被災した道路施設２件と

河川施設４件の計６件の令和５年度の災害復旧工事においては、豪雨時の水防待機活動から、職員一丸となっ

て懸命に対応し、市内の建設業の皆様の協力を得て、翌年度に繰り越すことなく、令和５年度内にこの６件全

て災害復旧工事を完成させ、市民生活の安心・安全に努めました。 

  このことは、令和５年度の監査結果報告においても触れられており、少し読み上げますと、今回の豪雨によ

り、鳥羽市内の６か所の豪雨災害が発生した。災害査定における事業採択までの膨大な作業を建設課職員４名
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の約３か月間の短期間でなされたことであり、迅速な事務処理については大変適切な対応であったと評価する

とお褒めの言葉を頂戴し、冒頭にお話ししました道路や公園等を管理する私たち建設課職員にとってとても励

みとなりました。ありがとうございます。 

  以上、総括についての説明は終わらせていただきまして、次に、予算執行を伴わない事業についてのご説明

に入ります。 

  空き家について、管理不全な状態の空き家として２１件の通報がありました。これまで通報があった空き家

を含め、所有者等に助言を行った結果、７件について適正な処理がなされました。 

  以上が総括等々を含めての内容のご説明です。 

  続きまして、個別の内容についてご説明させていただきます。 

  決算成果説明書は２４４ページからとなります。事項別明細書は６０ページ、６４ページと１４２ページか

らとなります。 

  まず、決算成果説明書に沿い説明させていただきますので、２４４ページの上段をお願いいたします。 

  まず、２款総務費からの説明となります。１項総務管理費、目５財産管理費、予算現額と決算額ともに

５,６０３万５,０００円、内容は、積立ての基金です。その内容は、都市計画事業の基金として５,６０３万

５,０００円のお金を積立てしました。 

  続いて、目９交通安全対策費、予算現額２５０万円に対し、決算額２４９万９,０００円、中事業名が交通

安全対策施設整備事業、予算現額２５０万円に対し、決算額２４９万９,０００円です。 

  通学路交通安全プログラムに基づき、市道安久志線に区画線を設置し、通学路の安全確保に努め、また道路

等の反射鏡の取替えを行うなどし、歩行者や車両が安全に通行できるように努めました。 

  その次、下段お願いします。 

  ７款土木費の説明に移ります。１項土木管理費、目１土木総務費、予算現額７,３１５万５,０００円に対し

まして、決算額６,９８４万２,０００円、内容、右に移りまして、２４５ページお願いいたします。 

  土木一般管理経費、予算現額６,１７７万円に対し、決算額５,９９８万２,０００円。内容ですが、６月

２日の豪雨により、幹線道路が冠水したことを受け、伊勢市、志摩市、鳥羽市の３市合同で国・県の関係機関

に対し、内水氾濫の解消等に向けた緊急提言活動、要望活動を行いました。また、伊勢二見鳥羽ラインの無料

化に伴う負担金を支出し、この支出につきましては、令和５年度で終了となりました。 

  続いて、伊勢・志摩連絡道路建設促進事業について、予算現額、決算額ともに２万円です。内容は、伊勢・

志摩連絡道路建設促進同盟会で、こちら伊勢市、志摩市、南伊勢町と鳥羽市の３市１町の合同で要望活動を行

っております。内容につきましては、第二伊勢道路鳥羽南・白木インターチェンジから志摩市の五知間に向け

てのそこの早期道路事業着手に向けての要望活動を行ってまいりました。 

  下段、建築物耐震化促進事業、予算現額９３５万円に対しまして、決算額８３７万円。内容ですが、冒頭ご

説明しました地震により倒壊する家屋の減少を図るための補助事業としまして、木造住宅の除却に関するもの

に１０件等々を主に行いました。 

  続きまして、２４６ページ、お願いします。 

  空き家活用促進事業、予算現額２０１万５,０００円に対しまして、決算額１４７万円です。内容は、鳥羽
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市空家等対策計画に基づき、空き家の発生抑制を図るため、空き家バンクの運営の委託を行い、また、空き家

バンクの制度であったり補助金制度についてのチラシを配付しまして広報活動に努め、令和５年度末で目標と

していた１１０件を上回る１１３件の登録となりました。 

  続きまして、目２国土調査費です。予算現額３,１９０万３,０００円に対しまして、決算額３,１６３万

６,０００円。地籍調査事業で、予算現額２,８９０万３,０００円に対し、決算額２,８６３万６,０００円で

す。内容は、令和５年度に新たに岩倉１地区の測量業務、地籍調査業務を行うものです。 

  右、２４７ページ、お願いします。 

  同じく地籍調査事業のこちら繰越明許費になります。予算現額、決算額ともに３００万円で、内容は、先ほ

どと同じ岩倉１地区の調査に使いました。 

  その次、２項道路橋りょう費、目１道路維持費です。予算現額６,０３３万１,０００円に対しまして、決算

額５,９１４万５,０００円。道路維持管理経費で、予算現額２,７９５万３,０００円、決算額２,６７８万

８,０００円です。市が管理する市道や里道の維持を行いました。 

  下段になります。こちら道路維持業務となりまして、予算現額３,２３７万８,０００円、決算額

３,２３５万７,０００円です。これは冒頭ご説明いたしました、これは本当にもう純の市費となります。一般

財源となります。なので、ここで道路事業等々を行う前に、後でご説明させていただきますけれども、まずは

国の補助金を頂戴して事業ができないのか、できないのであれば、次に緊急自然災害防止債なる起債事業を活

用しながら事業ができないのか、そうした採択基準を満たさない中でも、ここにありますように地元の要望も

頂戴しながら、緊急性の高い場所においては、直営作業により道路パトロール等々を行いながら、一生懸命道

路の補修であったりそういった道路の維持管理も行いながら、そうした中で必要な箇所につきましては、この

貴重な一般財源を活用して工事を行い、進めさせていただいたところでございます。 

  次、２４８ページ、お願いいたします。 

  目２道路新設改良費です。予算現額２億７,０１５万１,０００円、決算額２億５,３５１万４,０００円、こ

ちらが先ほど交付金事業であったり起債事業を活用してというところで、ここでちょっと注目していただきた

いのが、右の一般財源です。一般財源２,５７８万９,０００円で国の補助金を頂戴し、起債事業も活用しなが

ら、決算額約１０倍の事業を進めることができる、そういった内容がこちらとなります。地方道路整備、こち

ら交付金事業となりまして、予算現額１億４,３０６万７,０００円、決算額１億２,６４５万１,０００円です。

内容は、市道森崎村山線の道路改良工事で用地の買収と工事を行いました。下のところ、市道本町商船学校線

におきましても舗装工事を行いまして、大明東６号橋の長寿命化工事も行ったところでございます。 

  右に移りまして、２４９ページ、お願いします。 

  地方道路整備（交付金）事業のこちら繰越明許費でございます。予算現額５,８９４万７,０００円、決算額

５,８９３万６,０００円、同じく市道森崎村山線の道路改良工事や大明東６号橋の長寿命化工事を行いました。 

  その次、河内ダム関連道路整備事業、予算現額、決算額ともに５７５万円です。三重県が施行する鳥羽河内

ダム事業の道路工事に係る市負担分について支出し、事業の進捗を図りました。 

  下段、市単独道路改良事業、予算現額４,７００万円に対し、決算額４,６９９万円です。こちらも市道鳥羽

小浜線等ほか２路線におきまして道路改良事業を進めました。 
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  次、２５０ページをお願いいたします。 

  河川費のほうに移りまして、３項河川費、目１河川維持費、予算現額５４６万２,０００円に対しまして、

決算額４６９万３,０００円です。 

  河川維持管理経費、予算現額が同じ５４６万２,０００円に対しまして、決算額は４６９万３,０００円で、

こちらは普通河川伊勢路川の河床掘削工事ということで、ほか４件で河床掘削工事を行いました。また、沙魚

川のポンプ場の修繕工事を実施したほかは、三重県の受託事業により安楽島地区海岸及び国崎南地先の海岸の

漂着物の清掃業務を行いました。 

  次、下段、目２河川改良費、予算現額１２万６,０００円に対しまして、決算額１０万円です。 

  右、２５１ページをお願いいたします。 

  その内容全て市単の河川改良事業でありまして、三重県が実施する海岸環境整備事業に対して地元負担金を

支出し、海岸環境整備の促進を行ったものでございます。 

  その次、港湾費に移ります。 

  ４項港湾費、目１港湾管理費、予算現額２,８９１万２,０００円、決算額２,８５９万２,０００円。港湾管

理経費で、予算現額２９万４,０００円、決算額２８万１,０００円です。内容は、佐田浜の浮桟橋の修繕を実

施しました。 

  その次、県施工の港湾事業負担金、予算現額８１１万３,０００円、決算額８１１万２,０００円、内容は、

三重県が施工する鳥羽港の中之郷岸壁の耐震補強工事、これの市の負担金分でございます。あと、佐田浜埠頭

用地の造成事業の償還金の支出を行いました。 

  続きまして、２５２ページの上段をお願いします。 

  鳥羽マリンターミナルの維持管理経費ということで、予算現額１,５２５万３,０００円です。決算額

１,５１６万８,０００円、内容は、指定管理者による施設の維持管理を行いました。空調の洗浄や荷受場にお

けるエアコンを設置し、施設整備に努めました。 

  その次、港湾施設整備事業、予算現額５２５万２,０００円、決算額５０３万１,０００円、内容は、鳥羽港

の中之郷の物揚場の施設点検結果に基づき、施設を利用するための暫定的な安全対策措置としまして敷き鉄板

を設置したほか、それのリース料の支出を行いました。 

  次、都市計画費に移ります。 

  ５項都市計画費、目１都市計画総務費、予算現額２,９５０万２,０００円、決算額２,８６４万円、都市計

画一般管理経費で、予算現額２,９０５万２,０００円に対しまして、決算額が２,８６４万円です。内容は、

鳥羽市都市マスタープランの改定に伴う業務を行いました。また、佐田浜エリアのエレベーターの不具合があ

りましたので、修繕を実施したものでございます。 

  右、２５３ページ、お願いします。 

  目２都市下水路費、予算現額４,４５４万５,０００円、決算額４,４２２万９,０００円、都市下水路管理で、

予算現額２,５７４万５,０００円、決算額２,５４８万９,０００円です。 

  鳥羽三丁目から四丁目の浸水被害防止のため、鳥羽ポンプ場の施設点検を実施し、その中で不具合があった

ところ、流入ゲートにつきまして改修工事を行いました。 
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  その次、雨水公共下水道事業、予算現額１,８８０万円に対しまして、決算額１,８７４万円です。こちら大

明地区の冠水対策ということで、雨水公共下水事業を進めていくに当たりまして、そこで必要な業務を進めま

した。雨水管理総合計画及び全体計画の策定業務を作成したものでございます。 

  下段、目３公園費、予算現額２億１,１２６万９,０００円に対しまして、決算額１億３,０１９万

８,０００円です。 

  ２５４ページ上段をお願いいたします。 

  公園維持管理費で、予算現額３,２０５万６,０００円に対しまして、決算額３,０１３万２,０００円です。

都市公園や鳥羽市民の広場の草刈とか公衆トイレの清掃業務を実施したほか、遊具が設置されている公園の点

検等々を実施し、安全管理に努めました。 

  その次、都市公園整備のこちら交付金事業になります。予算現額３,６２６万５,０００円に対しまして、決

算額６２９万９,０００円です。 

  公園施設長寿命化計画に基づきまして、あくし公園の遊具の改修を行いましたし、鳥羽中央公園の園路整備

工事を進めたところでございます。 

  次、都市公園整備（交付金）事業のこちら繰越明許費になります。予算現額４,９１７万８,０００円に対し

まして、決算額４,９１７万７,０００円です。 

  同じく鳥羽中央公園の園路整備工事を行いました。それと鳥羽市民体育館の浄化槽につきましての取替え工

事、ちょっとこちら完了したところでございます。 

  ２５５ページ、お願いいたします。 

  中央公園施設整備事業、予算現額８,６９３万９,０００円、決算額３,８３０万９,０００円、鳥羽中央公園

の水泳プールの床の改修工事を行いました。また、鳥羽中央公園の芝生広場の改修工事を行いました。 

  内容は以上でございます。 

  次に、都市公園の整備事業に移りまして、予算現額６８３万１,０００円、決算額が６２８万１,０００円で

す。こちらは市民の森の公園のガリバーにちなんだベンチを設置しました。また、遊具の点検において、使用

に支障のある遊具の撤去を行いました。 

  次、住宅費に移ります。 

  ７項住宅費、目１住宅管理費、予算現額６,０６１万円に対しまして、決算額５,９２０万８,０００円です。

住宅運営管理経費、予算現額５,４４９万円に対しまして、決算額５,３７２万１,０００円です。内容ですが、

リバーサイド幸丘の給水施設のポンプユニットの改修を行いました。冒頭ご説明しました耐用年限が経過した

幸丘団地空き家木造住宅の長屋１棟と住宅２戸の解体を行いまして、住環境整備に努めたところでございます。 

  ２５６ページ、お願いいたします。 

  定住促進住宅整備事業、予算現額７７万４,０００円に対しまして、決算額５４万８,０００円です。移住促

進を図るため、市営住宅に移住者が定住先を探すまでの間、一時的に利用できるように整備した短期お試し住

宅や鳥羽での生活を体験するために空き家を借り上げて整備した移住体験住宅の維持管理に努めました。令和

５年におきましては、１５件の利用がありました。 

  下段、市営住宅整備の交付金事業です。予算現額５３４万６,０００円、決算額４９３万９,０００円。 
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  右、２５７ページ、お願いいたします。 

  鳥羽市公営住宅長寿命化計画に基づき、住環境の改善を図るため交付金事業を活用しまして、浴槽、給湯器

を設置しました。こちら全部で６戸行いまして、全てが入居につながったところでございます。 

  続いて、災害復旧費に移ります。 

  １０款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、目１道路橋りょう災害復旧費、予算現額８,７８４万

８,０００円に対しまして、決算額８,００７万６,０００円です。道路橋りょう災害復旧事業、予算現額

５,３１１万３,０００円に対しまして、決算額４,８７５万１,０００円、こちら令和５年に起こりました災害

復旧工事を行いまして、市道答志の漁港関連の道線の復旧と市道南登り線の復旧工事を行いました。 

  ２５８ページをお願いいたします。 

  同じ災害復旧費のこちらは繰越明許費でございまして、予算現額３,４７３万５,０００円に対しまして、決

算額３,１３２万５,０００円、こちらの内容は、令和４年度に発生した災害復旧の繰越事業でございます。こ

ちらの災害復旧工事を完成させました。 

  続いて、目２河川災害復旧費です。予算現額１億４９２万５,０００円に対しまして、決算額９,２１３万

６,０００円、河川災害復旧事業、予算現額４,６７１万５,０００円、決算額４,４４３万９,０００円です。

こちらも同じく令和５年の災害で普通河川真菰川と普通河川紙漉川の２か所ずつございまして、計４か所の災

害復旧工事を行いました。 

  ２５９ページ、お願いします。 

  こちらは令和４年度の河川災害復旧工事の繰越明許費となりまして、予算現額５,８２１万円に対しまして、

決算額４,７６９万７,０００円です。普通河川の堀通川外４河川につきまして、令和４年度から繰り越したお

金での災害復旧費を完成させたものでございます。 

  以上で建設課の説明は終了させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 説明は終わりました。 

  ２４３ページの総括から２５０ページの上段の市単道路改良事業までの範囲でご質疑はございませんか。

２５０ページ上段までです。２４３から２５０です。よろしいですか。 

  先に木下委員、どうぞ。ページ数言うてください。 

○木下順一委員 ２４５ページ下段の建築物耐震化促進事業で、ちょっと令和５年度分をお聞きしますけれども、

この木造の耐震診断業務、これが予算で３５件やったのが１８件。これから耐震補強へいくのに設計に１件い

ったということで、あとは木造の空き家の除却のほうの耐震診断やと思うんやけれども、これが２０件あると。

この木造空き家住宅を除却するのには、耐震診断を受けやないかんというあれがあるんやけれども、ちょっと

この数字が合わんように思うんで、そこだけちょっと説明願いたいかなと思って。 

○南川則之委員長 勢力室長。 

○勢力室長 まちづくり整備室、勢力でございます。よろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 世古さん、ちょっと静かにしてください。 

○勢力室長 先ほど委員言われました耐震診断が１８件に対して、除却費が２０件というその数字の整合という

ことなんですけれども、何件かは４年度に診断したのがそのまま残っとって、それが５年度で除却したという
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ような件数となっています。 

  以上です。 

○南川則之委員長 木下委員。 

○木下順一委員 前年度の分が５年度へ来たと、分かりました。 

  もう一件だけ、そしたら、この耐震補強事業、耐震補強工事をした、これが２件あったということなんやけ

れども、この２件で２４０万円というところ、最大１００万円やと思うけれども、この２４０万円になった根

拠というか、それだけちょっと説明願いたいと思います。 

○南川則之委員長 勢力室長。 

○勢力室長 最大で１００万円という形なんですけれども、それプラス合わせてリフォーム２０万円分も入っと

るというところです。 

  以上です。 

○南川則之委員長 木下委員。 

○木下順一委員 よく分かりました。 

  ここはリフォームもまた書いといてもらうと、もっと分かりやすいと思うんで、よろしくお願いします。 

○南川則之委員長 ほかに、関連も含めていいです。 

  関連で、山本哲也委員。 

○山本哲也委員 ここの問合せ状況というかその申込状況というか、その辺反応、これつくってもらってから結

構だっと進んだように思うんですけれども、その辺の問合せ状況ですとかその辺をちょっと教えていただきた

いなと。 

○南川則之委員長 勢力室長。 

○勢力室長 この除却に関しましては、すごく大盛況でして、診断からのほとんどの方が除却目的みたいな形で

進んどるところです。設計をして工事をしてというＰＲのほうもしてはおるんですけれども、やはり除却一番

みたいな形で大盛況というたらあれですけれども、というところです。 

  以上です。 

○南川則之委員長 山本哲也委員。 

○山本哲也委員 これ２０件していただいていますけれども、予算いっぱいでちょっと今年度できひんでという

ことで送られておったりとか、申請者が全部できたというか、検討している方が全部この金額でカバーできた

かどうかというのはどうですか。 

○南川則之委員長 濱﨑室長。 

○濱﨑室長 その２０件に対しては、予算２０件計上して、過去は大体その２０件で収まったという形、問合せ

もちょうどほとんどとんとんぐらいだったんですけれども、令和６年度におきましては、やはり能登半島の地

震を受けて、現にもう問合せ等が増えていて、現在予算は当初最初２０件を計上していたんですけれども、ほ

かの現在の予算の中で多少増やして執行している分もありますので、少し増えてきている状況であります。 

○南川則之委員長 質問がちょっと違った。 

（「いいです」の声あり） 
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○南川則之委員長 いいですか。 

  山本哲也委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  ５年度はある程度収まったけれども、この能登の地震とかのところで関心が高まって申込みが今殺到という

感じになってきとるよという解釈でいいということですね。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

○山本哲也委員 はい。非常に問合せとか、私のところにも関心高くてどうやろうかというような相談もたくさ

ん受けている事業でして、できる限りこれが進むということは新陳代謝も進むんかなというふうに思うんで、

可能な限り対応してあげてほしいなというふうには思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 関連で。関連と違ってほかに。 

  瀬﨑委員、関連。 

（「違う」の声あり） 

○南川則之委員長 ほかで言うてください、ページ数。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 １ページ戻っていただいて、２４４、交通安全対策施設整備事業についてお伺いをします。 

  市道安久志線区画線設置工事外４件、どこかなというのが聞きたいのと、令和４年度の決算にも同じく市道

安久志線区画線設置工事外４件と書いてあって、あの道路は長いんで、年度ごとにここまで、ここからここま

でできる、その次はここからここまでとなっていくということであるんであれば、いつまでそれが続くのかと

か、ほかの４件と書いてある中にそういった年度をまたいで何年かでやっていくというのがあるのかというよ

うなことをちょっと教えていただけると助かります。 

○南川則之委員長 鳥羽課長補佐。 

○鳥羽課長補佐 市道安久志線につきましては、かなりの総延長７００メートルぐらいのラインとグリーンベル

トを引きましたので、ちょっと予算の都合もあって２か年に分けて、令和４年と５年に分けてやりました。安

久志線に関してはこの５年度で終了となっています。 

  あと、ほか４件につきましては、高丘町、安楽島町、浦村町のほうで道路反射鏡のほうを取り替えたり新設

を行ったりしているのと、堅神町ほかで安全対策の観点からちょっと区画線の新しい設置を行ったりという工

事を行ったところです。 

○南川則之委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 町内会等の要望を受けというふうに書いてあるということであれば、現場に一番近い方がいろ

いろ声を上げてみえているのかなとも思うんですけれども、令和５年度、令和６年度ももう始まっている中で

すけれども、令和６年度へもこれはつながっていたんでしたかな。積み残しがないかというような話を聞きた

いんです。またもっとずっと続けていかなあかんとかというようなボリューム感はどんな感じのものなのかな

というのが教えていただければ。 

○南川則之委員長 鳥羽課長補佐。 
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○鳥羽課長補佐 安久志線につきましては５年で完了していまして、ほかの道路反射鏡につきましては単発もの

ですので、要望はあるんですけれども、引き続いてという形ではなくて、１本つけたらその年度で終わりとい

う形にはなりますので、要望に合わせて順次優先順位をつけて設置しているという形になります。 

○南川則之委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ありがとうございます。 

  もし区画線等々、いわゆる道路に大きく時間をかけてせなあかんことというので要望がある場合は、またや

っていかないかんとなると思うんで、ぜひいわゆる通学路というところになってくると思うんで、もしパトロ

ールしていて気になるようなところは、こちら側からこうというような動きもあるようなパターンでもしでき

るんであればやっていただければいいかなと思うんで頑張ってください。よろしくお願いします。 

○南川則之委員長 関連があれば。ほかでも結構です。どうですか。 

  戸上委員、どうですか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ２４７ページ下段、道路維持業務についてお尋ねします。 

  先ほど課長の説明でも、リード部分でも道路パトロールによる補修に努めたとありました。これを見ますと、

道路補修１３７件、草刈・伐採等１２５件、合計すると２６２件、去年に比べて８２件も増えております。

２人でやってござるというふうに思うんですけれども、過重にはなっとらんのでしょうか。ちょっと過重やと

僕は思うんやけれども。増やさなあかんと、３人にせなあかんと思うんやけれども。 

○南川則之委員長 建設課長、どうぞ。過重になっていないか。 

○高村建設課長 道路の日報とかも拝見させていただいておりまして、その日の中で収めていただいとるなとい

うものは受けるんですけれども、ただ、これを今後もう少し手厚くとかそういったところであれば、また人の

ご要望とかもさせていただきながらとは思うんですが。 

  過重ではないかに対しては、過重ではないと。 

○南川則之委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 建設課へ電話しますと、穴ぼこがあって、僕もバイクやもんでようひっくり返るんやけれども、

穴ぼこがあるともう建設課へ電話して現場へ行くともう来てござるんやわ、補修の人が救急車並みに早い。道路

補修救急車のようなもので、市民の評判も非常に高いです。 

  以上です。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

  ほかに関連でもよろしいですけれども、ほか２５０ページ上段までです。ありませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ないようですので、続いて、２５０ページの下段、河川維持管理経費から２５９ページ、河

川災害復旧事業（繰越明許）までの範囲でご質疑はございませんか。最後までです。２５０からです。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ２５７ページ、復旧事業、答志にしろ、神島にしろ、神島の西海岸いうてるけれども、これ通

学路に当てはまる場所ですよね。直っとるのを見に行ったんやけれども、ただあの道が海側と山側に角度があ



－69－ 

るんです。山側はもう全然亀裂もないんやけれども、やっぱり海側に直した周りも亀裂がいっぱい入っておっ

たと思います。これまた同じようにこれぐらいの雨が降ってくると、また崩れるんじゃないかという危機感を

持つような場所が何か所かありましたので、これに関してはもう本当にありがたくて、子供たちの安全・安心

にはつながっとると思います。ただ、あそこも車走るもんで、もう一度こういうやっぱり危険箇所、見直して

もらうような流れを、改修工事と同時に崩れた部分だけを直すけれども、その前後もひび割れも見とると思い

ますよって、それも海側に傾斜があるところはやっぱり亀裂入っています、特に神島は。それで、山側に傾斜

があるところは、やっぱり地盤がしっかりしとるんやろうなというんがもう本当に見て分かるようになってい

ますので、ここら辺また今後危惧しながら、機会があれば直していただければありがたいと思います。 

  答志もあそこは急にすごい崖崩れあったもんで、きれいに取りあえず今は安全になっていますので、ありが

とうございます。 

  以上です。 

○南川則之委員長 建設課長、国債の採択基準を説明してあげてください。 

  建設課長。 

○高村建設課長 今ちょっと災害手帳を持ち合わせていないので詳細なあれやないですけれども、例えばもう雨

量がそのときにどれだけ降ったとか、河川災害であれば河川の水位が護岸の２分の１以上上がったとかそうい

った等々基準というのが、県の事業、市の事業で決められておりますので、そういったもので照らし合わせて

満たすかどうか、また金額もございますので、そういったとこら辺でしっかり災害で直せるところ、取れると

ころはしっかり対応していきたいと思っております。 

（「ちょっと今のいいですか」の声あり） 

○南川則之委員長 尾﨑委員、どうぞ。 

○尾﨑 幹委員 もう道路特定財源というのはなくなっとるんですか。それに代わるような名目、副市長、全然

なし、もう。ああ、そう、ありがとう。 

○南川則之委員長 よろしいですか、尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 はい、大丈夫です。 

○南川則之委員長 一応採択基準があって、亀裂いったところも基準にのっとらんとできないという災害は基準

がありますので。 

（「ありがとうございます」の声あり） 

○南川則之委員長 ほかにございますか。 

  山本哲也委員、ページ数言ってください。 

○山本哲也委員 ２５５ページの都市公園整備事業で、市民の森にガリバーにちなんだベンチを設置しましたと

いうことで書いていただいてあるんですけれども、これ導入に係る経緯というか、極端に言ったら何であんな

感じのものになったのかというところを教えていただきたいなというふうに思います。 

○南川則之委員長 濱﨑室長。 

○濱﨑室長 これにつきましては、以前、市長のほうから多分前澤さんが寄附をいただけるということで募集が

あったときに、市のほうで幾つかの事業で応募をした形になって、最終５００万円の寄附をいただきまして、
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それをじゃ、どんな事業に充てるかというところで、その中で一つにあったのが市民の森が通称ガリバー公園

と言われていますので、それにちなんだ遊具等をつけてはどうかということで、一度令和３年度にも予算計上

させていただいたんですけれども執行できなかったという経緯もありまして、５年度にもう一回予算を上げ直

させていただきまして、その中で市のほうの中でどういったものにガリバーにちなんだものでどういったもの

がいいのかということでいろいろけんけんがくがくしながら、最終的にこういうガリバーの前にこういった本

の形でガリバー旅行記という本もあったりしますので、そういったところから本で子供たちがそこで遊んでも

らえるような場所ができないかということで、最終この形に収まったというようなことになります。 

  以上です。 

○南川則之委員長 山本哲也委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  その前澤さんのやつのときも、いろんな声があったかなというふうには思うんですけれども、これ、じゃ、

どういうものを入れようかというふうになったときのところに、例えば市民の皆さん、利用者の皆さんからの

ヒアリングとかそういったことはなく、課内というか役所内の人間の意見で決定されたという感じですか。 

○南川則之委員長 濱﨑室長。 

○濱﨑室長 そうですね、そこでそういう市民公募とか何かそういう意見を求めるというところではなくて、お

っしゃられたように、庁内のほうで検討させていただいて、そのような形になりました。 

  以上です。 

○南川則之委員長 山本哲也委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  一言で言いますと、ちょっと残念な感じやなというふうに思っていまして、せっかくお金をかけて造っても

らったベンチですけれども、私のところに届いている声はあまり喜びの声というのが少ないのが事実です。な

ので、そういったときには、やっぱりできれば、これもともと前澤さんのあれやというところもあったかなと

いうふうに思うんですけれども、いろんなああいうのが欲しいとか、こういうのが欲しいというのは、多分市

民の森に関してはいろんな要望というか声は結構届いているんじゃないかなと思っとって、こういう遊具が欲

しいとか、子育て世代とかというところのヒアリングとかというのは結構簡単にできたんじゃないかなという

ふうには思うんで、何かその辺の声を反映させてあげられなかったとかというところがちょっと残念に思いま

す。なので、ちょうどお隣の伊勢市さんも、あそこ光の街のところの公園に新しい遊具を入れるタイミングで、

鳥羽市もこういう予算がついたからちょっと楽しみにしといてということでそういったふうに言うたところ、

できたのがどう遊んでいいか分からん感じのベンチなのかどうなのかというところで、結構残念な声を預かっ

ておりますんで、その辺は伝えておきます。 

  以上です。 

  あと、別のところでよろしいですか。 

○南川則之委員長 どうぞ、言うてください。 

○山本哲也委員 あと、これどこに当たるのかちょっと分からないんですけれども、図書館前、あの野球場入り

口のところのところとかというのを整備してもらったあれはどこに当たるのか分からないんですけれども、芝
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生をやってもらったりとかと集計はここの園路整備か何かに当たるんですかね。 

○南川則之委員長 濱﨑室長。 

○濱﨑室長 予算科目としましては、ここの中事業名で都市公園整備の交付金事業になります。 

○山本哲也委員 じゃ、質問させてもらいたいんですけれども。 

○南川則之委員長 山本哲也委員。 

○山本哲也委員 あそこきれいにしていただいて、一部その入り口のところとか芝を多分張ろうというところで

市松張りにしてあって、ずっとそのままなんです。間から雑草がぼうぼう生えてきとったり、あの感じじゃち

ょっと芝生が張りつくような、広がりがちょっと感じられなくて、その芝の置いてからの管理とかという部分

が全くされていないので、そうなってくると、今進めてもらっています公園のところの芝とかの管理とかも大

丈夫なんかという声がたくさん届いておりまして、本気で芝をやる気があるのかどうなのかというのを、ちょ

っと今回あそこもうあのままなんか、ちゃんと整備して根が張るようにしていくのかという、どういうふうな

感じで考えとるんか、今後のちょっと進め方も含めて教えていただきたいんですけれども。 

○南川則之委員長 濱﨑室長。 

○濱﨑室長 まず、今までこういった形で園路を整備してきて、今後も園路を、今年度も続きをやっているわけ

なんですけれども、それに関しては、まず整備した後にその維持管理については、例えば草刈であるとかそう

いったところのメンテナンスは確かに大事になってくると思いますので、公園維持管理の中でそういった草刈

業務も委託等には出していますけれども、やはり全部何回も数多く増やしてできるということもなかったりと

かそういったこともありますんで、その維持管理の範疇で適切に対応もしていきたいというふうに考えていま

す。 

  以上です。 

○南川則之委員長 山本哲也委員。 

○山本哲也委員 よろしくお願いします。 

○南川則之委員長 副市長にも言うてあるように、維持管理しっかりやられるということで言うてもらってあり

ますので、またしっかりやったってください。 

  ほかに最後のところまで質問どうですか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、以上で本日の審査を終了いたします。 

  引き続き本日の振り返りを行いますので、執行部の皆さんは退席をお願いいたします。 

  ５分間、休憩いたします。 

（午後 ３時０２分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ３時０９分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  それでは、本日審査した範囲の振り返りを行います。 

  委員の皆様から取り上げたい事業についてはございませんか。 
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  まず、健康福祉課についていかがでしょうか。１２０ページからです。どうでしょうか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 これ１３１ページの地域共生社会推進事業で、非常に重要なところだと思うんです。今、中で

も特に地域力強化推進事業については、これ徐々にまちトークの実績も上がって応援金も来ているので、ここ

はもう比較的というよりも、もう力を入れていかないといけない事業なのかなとは私は思っていますので、こ

こはしっかりと強化していただきたいというふうに思います。 

○南川則之委員長 今の令和５年度よりも強化してほしいという意味なのか、今の状態を維持してほしいとか。 

○濱口正久委員 これ強化してほしいというのは、金額がたしか２０万円やと思うんです。２０万円でこの地域

共生社会の中で地域力をしっかりと強化するに当たっては、まちトークで地域の課題であったりとかというこ

とを話するだけでは進まないと思うんです。それに対して何か解決するためにということで２０万円つけてい

ただいていると思うんですけれども、２０万円ではなかなか大きなことを取り組むということにはつながらな

くて、それよりもある程度もうちょっと大きな金額をつけたりとか、これを拡大していただいて町内会、自治

会をまたいだものに対してはもうちょっと拡充するとかということを工夫をちょっとしていただきたいなと。

でないと、もうちょっと真剣に何を優先順位で自分の地域は取り組むべきなんやということを考えるにはもう

ちょっとかなと思うんです。 

○南川則之委員長 分かりました。 

  ほかに、このところで何か。 

  副委員長、どうぞ。 

○山本欽久委員 ありがとうございます。 

  そこの部分も含めてなんですけれども、全体的に健康福祉課さんの事業について、社協さんの力がかなり大

きな部分もありますので、ミライトークもしたところもありましたので、その辺の部分も提言というかそこら

辺につなぐ、社協さんの大きな力の部分もちょっと入れてもらえるとありがたいかなというふうに感じました。 

  以上です。 

○南川則之委員長 ほかに。 

（「全部ですか、健康福祉課」の声あり） 

○南川則之委員長 健康福祉課全部です。いろいろ質問はいただいたと思うんですけれども。 

  世古安秀委員、ページ数言うてください。 

○世古安秀委員 １２１ページの総括の中の予算を伴わない事業とか、その上にも書いてありますけれども、医

療ＭａａＳのことをちょっと質疑には出なかったんですけれども、今年度６年度に、先般車両も車も購入して

スタートした、それの前段としてこういう取組を進めたということは、私は非常に地域医療の中で重要なこと

で、医者が不足しているとかということで大事なことで、これは評価していいんじゃないかなということで、

何かのところへ入れていただければなと思います。 

○南川則之委員長 事業としては、継続して６年度もやってもらっていますので、要望的には継続した中でどう

進められとるのかという確認をしたらいいと思いますけれども、取組はいいということで。 

  世古雅人委員。 
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○世古雅人委員 私も言わさせてもらいましたけれども、集落支援事業。 

○南川則之委員長 １２２ページですね。 

○世古雅人委員 すみません、１２２ページの集落支援事業ですけれども、皆さん言われたように、確かにすご

く評価していいんかなと。高齢者や地域の方がすごく助かっているというか、こういう事業が市長が言われて

いる地域共生社会のみんなで支え合っていく、それを基に基盤というか、その地域の中でしっかりと若者もこ

れからも入ってもらうように進めてもらうのがいいんかなと思います。この事業は、担当者含めて皆さんしっ

かりやられているかなと思っています。 

  それと、あとこの事業はすごくいい事業ですので、坂手のように防災とかいろんなところにつながっていま

すので、関連するというか関係各課庁内全体でまた今後もしっかりと取り組んでいただければ、一層目指すま

ちづくりの事業になっていくのかなと感じました、感じております。 

○南川則之委員長 その７年度以降の予算にも反映してほしいところもあるけれども、その辺のどういうふうに

取り組んでいくかという中身がちょっと分かれば説明してほしい。 

○世古雅人委員 特に、新たになかなか１人の人に頼っていくというのは難しいと思いますので、坂手の地区の

ように複数の方がやられれば、１人の方に負担がかからないというところもあると思いますので、こういった

ところを参考にして、他の地域にもやっていただければいいかなというのはすごく感じます。 

○南川則之委員長 分かりました。 

  議長、石鏡の件も出たんですけれども、議長、ちょっと意見よろしく。 

  議長。 

○河村 孝議長 発言の機会をありがとうございます。 

  世古委員と全く一緒で、令和５年度の決算については、坂手の部分を拡充したというところは議会としては

評価するべきではないのかなと。それと同時に、令和７年度へ向けて、世古委員がおっしゃるように、他地域

への拡充はやっていくべきでありますし、町内会運営が厳しいところであるとか、民生委員さんがもういない

というようなところは、この集落支援員さんがいることによって随分まちの中で安心感が生まれると思います

ので、この間、美台でもそういったところで提案をさせていただきましたけれども、民生委員さんがいない中

でまちが高齢化してきているというところはぜひ申し込んでいただいて、これは一旦仮置きで一般財源という

ところで持ち出しになっていますけれども、皆さんご存じのとおり、特交で後ほど返ってきますんで、市の腹

は痛まないというところで、もっともっと積極的に推進していくべきであると。また、こういう事業がありま

すよということを各自治会に案内して手を挙げてもらうということを推進していくことが大事じゃないかなと

いうふうに思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  ７年度の取組のほうも…… 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 すみません、もうほとんど言っていただいたんですけれども、今回課長もおっしゃっていたと

思うんです。受入れ側の町内会がきちんと重要やということがあったと思うんです。今話もしていただきまし
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たんで、この受入れに当たってはしっかりと自治会のサポートは必要なんやと。入れたら入れっ放しやなくて、

しっかりとそこの連携を取りながら、やっていただく地域に対してこういうような仕組みがあるということを

どんどん周知拡大してほしいなと思います。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  集落支援事業ということで取り上げていきたいと思います。 

  ほかに、健康福祉課の部分でありますでしょうか。 

  坂倉委員、ページ数言うてください。 

○坂倉広子委員 ページ数というよりも、全体的なものなんですけれども。 

○南川則之委員長 健康福祉課の全体的なこと。 

○坂倉広子委員 はい。いろいろ担当部からのお話を伺ったときに、新型コロナウイルスから５類に移行した中

での事業が本格的に始まってきたなという感じがとてもありました。いろいろできなかったことが、これから

どんどんやってこられるようになってきていますので、そういう部分から健康福祉課の立ち位置はすごく重要

な部分だと思いますので、そういうふうなところというのを、滞っていた部分をやはりこれから目指すものと

いうのがちょっとハードルも高くなってきたので、そういうところも酌み上げていただきながら頑張ってほし

いというところを何か付け加えてほしいなと思います。 

○南川則之委員長 それは、これ５年度の決算ですので、それを踏まえて今言われた５類は、６年度の今やっと

る最中だと思いますので、そこの成果が出てきて、それがさらに７年度に必要なんかどうかというところも含

めて、もうちょっと検証せんといかんかなと思うんですけれども。 

○坂倉広子委員 もう少しね、意見ですので。 

○南川則之委員長 これ５類からそういうことで今６年度の予算が執行されておると思いますので、５年度決算

としては。 

○坂倉広子委員 そうなんですよね、委員長、何でここを私も言いたいというのは、いろんな部分でやっぱり閉

ざされていった部分がありますので、そこから脱却するために踏み出していただいとるもんですから、やっぱ

り外へどんどん出ていっていただく、そして高齢者の方も本当に我慢していた部分があるんですね、買物をす

るにしても外に出るということを。なので、そういうふうなところでやっぱり外へ出ていけるような方向にな

ってきましたので、それをやっぱり滞ることなくやっていただきたいなというのが、すごくこの全体的なこと

から思いましたもんで、意見を言わせていただきました。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  世古雅人委員。 

○世古雅人委員 すみません、何度もあれですけれども、５年度のこの決算の中でちょっと評価したいなという

ところはあるんですけれども、やはりこの物価高騰による事業、今までもコロナとかがあって、国の交付金と

かいろんな事業が来て、かなり多くの事業を途中で補正予算でばっと降ってくると言うたらあれですけれども、

多くの事業がある中でしっかりと対応してもらっているというのが、業務量が多い中対応してもらっているの

は、頑張っているというところは評価したいなというのはありますので、その辺をまた加えてもらえたらなと

思います。 
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○南川則之委員長 評価だけと違って、それをまた７年度にどう反映していくかというところが今はちょっと議

論のところやもんで、１００％できても評価やし、２０％できても評価に値するもんで、その辺の大小はある

と思うんですけれども、みんな評価せないかんかなと思うんですけれども、そこは再度そういう意見があった

ということで。 

  ほかに。 

  山本哲也委員、どうぞ。 

○山本哲也委員 戸上さん取り上げていただきました１５５から１５６にかけて、保育所運営事業のところです。 

  これ所管事務でも、班が担当してこのような報告いただいていましたけれども、やっぱり保育所の保育士さ

んの不足とかというところは結構大きな問題やと思うんです。なかなか集まらない状況の中、どのように子供

らの安心と安全というところをキープしていかなあかんのかなというふうにも思いますんで、２班でしたか、

１班でしたか。 

○南川則之委員長 ３班。 

○山本哲也委員 ３班でしたか、３班が書いてくれていましたけれども、預けていない方への支援とか、預けな

くてもいいようにするという、園児を預けやんでも減らすことで先生の見る子供らの数を減らしていくという

のも一つやと思いますし、統廃合も含めていろいろ考えていただくというのは大事なことなんかなと思うんで、

その辺の在り方とかというのもしっかり考えて進めていただくようにというのは、この予算委員会でもはっき

り分かったんじゃないかなと思うんで、言ってもいいと思います。 

○南川則之委員長 分かりました。 

  戸上委員、山本哲也委員が今のところ言ってくれましたけれども、戸上委員が質問された中で、その辺のと

ころはどうですかね。取り上げる…… 

○戸上 健委員 副市長の答弁もあって、担当課の副参事の答弁もあって、今までは３５歳、年齢制限、受験の、

それを撤廃したか拡大したかで新たな方向性を彼らも探求しとるというふうに思うんですわ。そうやもんで、

それを議会としては応援するということでええんやないかなと僕は思いますけれどもね。 

○南川則之委員長 改善しとるという意味で。 

○戸上 健委員 いやいや、保育士資格を持ちながら埋もれている人材というのは結構おるんやないかというふ

うに思います。 

○南川則之委員長 幸子さんの例も挙げておられましたよね。 

○戸上 健委員 帰ったら言おうと思ってさ。 

○南川則之委員長 木下委員。 

○木下順一委員 関連して、ちょっと余談にはなるんですけれども、隣の伊勢市さんがこの補正で保育士確保事

業やったかな、何か保育士になったときに２０万円出して、３年勤めるとまた１０万円出すというような、隣

がそんなことをやってくると、やっぱり保育士を集めるのに、一つはお金のことも正直あると思うんさな。 

○南川則之委員長 処遇改善せないかんよね。 

○木下順一委員 そういうのを伊勢市さんが今回出してきとってするもんで、また伊勢市に取られてしまわへん

のかいないう危惧もあるんやけれども、余談でした。 
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○南川則之委員長 いやいや、余談と違うて、昨年度、伊勢市と鳥羽市が募集して、全部伊勢市のほうへ応募が

流れていったというのは、そういうところもあると思いますね。そやで、山本哲也委員のような意見と、それ

とそういう処遇改善のところも大事やと思うんですね。ありがとうございます。 

  この件で何か付け加えて要望というか、７年度に向けて要望するようなことはよろしいですかね。 

  議長、どうぞ。 

○河村 孝議長 １点だけすみません。 

  所管事務調査で、同じようなところの内容が提言書として出てくると思うんですが、その辺はまた委員長同

士ですり合わせて整合性が出るような形での提言にしていただければなと思うんですけれども。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  所管事務調査はもう先にやっているということで、それはもう当然市長に提言しますので、そこでしっかり

提言してもらうということで、それ以外のところで予算決算常任委員会で提言なり委員長報告させてもらうと

いうことですり合わさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。 

  そのほかで健康福祉課どうでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 なければ、次に、環境課の１７９ページからですけれども、どうでしょうか。環境課につい

ては、あまり質問がなかったと思うんですけれども、よろしいですか。 

  坂倉委員、どうぞ。ページ数言うてください。 

○坂倉広子委員 畜犬のことで１８０ページ、私もよく言われるんですけれども、猫と犬の去勢手術です。この

料金が鳥羽市はやっぱり低いもんで言われるんです、よくこの補助金が低いという。どうしても伊勢市さんや

志摩市さんと鳥羽市も比べられるので。 

○南川則之委員長 坂倉委員、これ質問してもらったらよかった。 

○坂倉広子委員 質問しやへんかったんです。 

○南川則之委員長 それどうなんやということを聞かんと、勝手に私らが言うとってもいかんで、そこは今度質

問するときに。 

○坂倉広子委員 分かりました。では、今度また予算のときに、３月の予算でしっかり。 

○南川則之委員長 毎年上がってきますので、ぜひお願いします。 

○坂倉広子委員 分かりました。 

○南川則之委員長 ほかに、環境課はよろしいですかね。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 農林水産課のところでどうでしょうか。農林水産課は少しありましたけれども、１９０ペー

ジからです。農林の部分と水産の分とありますけれども。 

  尾﨑委員、どうぞ。ページ数言うてください。 

○尾﨑 幹委員 林業費。 

○南川則之委員長 何ページですか。 

○尾﨑 幹委員 １９８ページかな、僕も質問してへんのや、これをちょっと言うとったもんで、現にこの温暖
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化で木や草の伸び方がもう異常なんです。木はもうすごい勢いで伸びていますので、これをやっぱりこういう

交付金、みえ森と緑の県民税取られていますよね。それで交付金来とるんやけれども、森林税ももう交付が始

まっています。そういうお金をもうしっかりと安全対策に持っていくような流れをやっぱり明確にしていかな

いかん時期に来たんじゃないかなと思って。 

  一応誰か質問したんで、言うとった３者、電気、電話、それと市と、その事業者にさせるべきの話であって、

それに関しては事業者がやっていかないかん、そこでお金を生んどんやで。それ以外のところをやっぱりしっ

かりとやってほしいなというのと、お金がどんどん本当降っています。これ５年度の業務内容の流れですけれ

ども、１本や２本切って、もうこれは大木やで切っとると思います。そやけど、これが今年だけで５０センチ

や１メートル伸びとると思います。それと、一番怖いのは、何でそこでまた崖崩れが起きる。大体１メーター

の木で水を１トン持っとると言われています。それが１メーター５０やで１.５トンになっとる。その重さが

耐え切れずに流れとるわけ。あれが農林課は知っていますから、できるものならいろいろな補助金、交付金が

増えるもんで、それに対応できるような事業を組んでほしいと。できたらお願いしたいと思います。 

○南川則之委員長 世古雅人委員。 

○世古雅人委員 質問というか、中でもしっかり思いも言わさせてもらいました。そして、担当者のほうも、や

はりこの事業はしっかりやっていかないかんという認識を持っていただいていると思いますので、やはり今後

も７年度以降も町内会からも要望もかなりあるというふうに聞いています。尾﨑委員言われたように、やはり

どんどん木が成長し過ぎて、もう私心配するのは、あと１０年したら道に倒れてくるような、ちょっと台風に

なったら道路が例えば松尾から相差間でも木が今年倒れたのもありますけれども、同じようなことが起こって

くるかなと。県道でさえそういう状況になると思うので、こういったところは市は市でできるところは拡充し

てやっていただきたいなと思います。 

○南川則之委員長 担当の説明では、切れるところと基準があるという話もされておったので、切れる部分につ

いては、それともう一つは積極的にやるようなことを言われていたので、その辺を再度反映してほしいという

ことですね。分かりました。 

  ほかにございませんか、農林水産課のところで。 

  濱口委員、ページ数を。 

○濱口正久委員 ２０３ページの中段の６次産業化推進事業なんですけれども、これ申請も全然なくて、事業と

して。農林水産商工から今観光商工になりましたけれども、元の事業が残っていたと思うんです。これ商工の

ほうにもよく似た事業があるので、こういうものはしっかりとちゃんと切るものは切るということを見直して

いったほうがいいのかなと思いますので、提言というわけじゃないですけれども、ここはもう見直したほうが

僕はいいと思うんですけれども。 

○南川則之委員長 もうすぱっとして切っていく。 

○濱口正久委員 はい、切ったほうがいいと思うんです。 

○南川則之委員長 スクラップ言うていましたね。ありがとうございます。担当課もスクラップしていくという

か、それを切るということを言っていましたので。 

  ほかに。 
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（「１点だけいいですか」の声あり） 

○南川則之委員長 山本欽久副委員長、どうぞ。 

○山本欽久委員 すみません、２０５ページの水産研究所維持管理業務ですけれども、尾﨑委員のほうも提案さ

れていましたが、最終的にはやはり漁業者の利益につながるべきやと思います。また、研究のほうも当然各団

体と連携というのも当然分かりますけれども、最終的にはまだやっぱりそういうお声もまだ聞きますんで、何

やっとんのやと言う漁業者の方も、ようやっとるやんかというところもありますけれども、あそこは何しとん

のやというような声もまだまだ多く聞きますんで、そういったとことを少しずつでも広げていっていただきた

いなというのは１点補足しておきたいと思います。 

  以上です。 

○南川則之委員長 養殖業者さんの生産向上につながるような取組をもっとせえということですかね。 

○山本欽久委員 そうですね、はい。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 最後のそしたら建設課のところで、２４３ページ以降です。 

  山本哲也委員、ガリバーのところの例を挙げてもらったんですけれども、私も聞いておって市民の声を聞く

というか、利用者の声を聞くようなことを言われていたんですけれども、その辺をちょっと今後予算計上に当

たってどうしていくべきやというところの意見があればお願いします。 

○山本哲也委員 都市公園整備事業のところなんですけれども、にぎわいの創出を図るためにというところで、

今回市民の森のガリバーのエリアに新しく遊具が設置されたわけですけれども、見てもらった方たくさんいる

かと思いますけれども、あまりどう遊ぶんやろう的な感じの、実際利用された方もそういった声をたくさんい

ただきましたんで、せっかく人気のある公園で、今回こういう頂いたお金で設置ができるような状況であった

んであれば、利用者の声を聞いてどういった遊具が欲しいですかとかというのはちょっとあってもよかったん

じゃないかなというふうに思います。いろいろ市長もそういうヒアリングを大事にしていきますみたいなこと

をいろいろ言っとった中で、今回課内だけの決定というところで、本当にじゃこれでにぎわいが創出できると

思ってあれの遊具を選んだんであれば、ぼくはちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思いますんで、

せっかくやろうとしとるんであれば、そういう聞くという一手間を加えることで随分と事業のあれは違ったん

じゃないかなと思うんで、そういう一手間を惜しまずそういう事業実施をしていただきたいなというふうに思

います。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  それと同時に、山本哲也委員から言われた広場の改修工事で、今の現状があまりにも草がそのままにしてあ

るとか、そういった意見で維持管理費の大切さ、その辺もちょっと質問されたと思うんですが、その辺はどう

ですかね。 

○山本哲也委員 今回いろいろ園路整備をしていただいとる中で、やりながらいろいろできてきているところも

あったりとか、できてきているところがもうそのままやりっ放しのほったらかしというところで草がぼうぼう
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で、そういったところでせっかくきれいにしていただいたのに、そういった管理ができていないことでそうい

った評価にも伴ってきていないというのも見受けられたりするのかなと思うんで、これから大きな芝生のとこ

ろも始まってきますんで、維持管理というところをしっかり考えていただきながら事業を進めていただきたい

なというふうに思います。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  そのところも含めて意見をお願いします。どうでしょうか。 

（「ほかでもいい」の声あり） 

○南川則之委員長 ほかでもいいですよ。 

  尾﨑委員、どうぞ。ページ数言うてください。 

○尾﨑 幹委員 市道管理維持費、道路維持、３,０００万円なんですけれども、昔はこれ億超えていましてね、

それでも追いつかへんだ状況があったのに、なぜここまで下がっていくのかなという。ちょっと雨降ったら災

害になるような市道があまりにも多過ぎます。もうこれ建設課は理解しとると思います。その中で、やっぱり

毎年３,０００万円も４,０００万円以下でこの鳥羽市の市道が本当に改良されて安全な市道になるのかという

部分を、もうちょっとこれ予算を上げてと思っとるんやけれども、そういうのは入れることできませんかね。 

○南川則之委員長 いや、できますけれども、前回そういう話が出て、道路維持費というのは新設改良にならへ

んもんで、維持費の中で収まっとるもんで、ほかの交付金事業で増やしますということで、令和６年度は増え

とるということでありましたので、そのまま６年度もやってもらうと思うんで、７年度も引き続きやってほし

いと…… 

○尾﨑 幹委員 どれぐらい増えとんの、見てへんもんでごめんな。 

○南川則之委員長 ６,０００万円か７,０００万円増えていたということで。 

○尾﨑 幹委員 それでも少ないような気がするんです。 

○南川則之委員長 継続してやってくれというような意見は。 

○尾﨑 幹委員 何かええ交付金か補助金があれば、どんどん昔みたいに、言うたら道路特定財源なんて一気に

きれいになりましたから、ああいうのはやっぱり必要になってきとるという国の申入れまでしてもらえればあ

りがたいと思っています。 

  以上です。 

○南川則之委員長 山本哲也委員。 

○山本哲也委員 ２４５、一番下の建築物耐震化促進事業のところで、ちょっと触れたんですけれども、今年度

もう既にいっぱいいっぱい来とるというところもありますんで、この辺は強化してさらに除却なり何なり進ん

で、危険な建物の整理がいち早く進み、ちょっとでも新陳代謝が促せるようにここは力入れてもいいんじゃな

いかなというふうに思いますんで、異論がなければそのようにしていただきたいなというふうに思います。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  木下委員。 

○木下順一委員 今、山本哲也委員が言われたところ、一般質問で飛ばしてしもたところなんで、これ令和６年

度当初予算で３５件の耐震診断、もう７月２２日で受付終了になっていまして、それだけ人気があるんよ。本
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来はそれから設計して耐震改修といくんが本来の筋なんやけれども、皆除却にいくんさな、空き家の除却のほ

うへ。３５件のうちの３４件が除却のための耐震診断なんさ。そして６月補正、三重県がこの催し診断の件数

を増やしてきたんさ。１,９５７ぐらいやったかな、それを３,２００まで増やしてきたもんで、なぜそれを取

りに行かへんのいう質問をするんやったんやけれども、打合せのときは考えていないというようなことやって、

見たところ、伊勢市さんはそれで５,６００万円も補正上げていますやろ。僅かなんさな、あれ１件の耐震診

断が４万７,２００円、半分が国、あとは県・市町の補助が１万１,８００円出すだけなんさな。１０件、

２０件したところで何十万円のことなんやで、本当は取りに行っても補正で上げてもうても、これだけ人気が

あるんならと思って。除却のほうが人気やもんで、除却のほうは補正で対応したみたいな言い方をしておった

けれども、そんなんでやっぱりどれだけでも進めるためには、件数をもうちょっと取ってもらってやってもら

わんと。 

○南川則之委員長 答弁もあったと思うんですが、能登半島地震の関係でかなり積極的に壊さないかんという意

識と、それから木下委員が言われとったそういう災害時の大規模災害も含めてまた関心が高まっとるというこ

とで、私も行政常任委員会のその他の項でこれを質問したんですけれども、補正取りに行くということでどう

やという話をさせてもうたんやけれども、確たる答弁はなかったんですけれども、そこは大事やなと思います。 

  それと、この離島が結構そういう古いところが多いもんで、今７件になっていますけれども、もっともっと

してほしいところも出てきておったりとかもするもんで。 

○尾﨑 幹委員 その今木下委員が言われたように、除却に関しては、僕も質問しとるように、特定空き家、管

理不全空き家に指定したら、主事を置いたらこれ行政から８割出るわけですから、今。うまいことやれば、除

却に関してはもう一気に進んでいくと思うんですよ。そやけど主事を置かない、県から借りますという答弁や

もんでやる気はないんやなという。今、木下委員も言われたように、その耐震診断すらもやる気がないという

んがもう浮き彫りになっとるよって、これはやっぱり入れとくべきやと。安全・安心の観点からしてもそう思

いますけれども。 

○南川則之委員長 除却をするに当たっても、この耐震診断をせないかんというものがあるもんで、両方とうが

やらないかんということになっておるんですけれども。 

○尾﨑 幹委員 いや、建築主事がもう全部決めるわけですから。 

○木下順一委員 委員長、その件に関して、私、三重県の住宅政策課へ電話したんさ。もう除却してしまうもの

に何で耐震診断が要るねんと。ちょっとそこは変えていくいうような担当言うていましたんで、また変わって

くるかも分かりませんけれども、そのもう取り壊すものにまでお金使う必要ないやんかと。それやったら除却

のほうへ上乗せしてあげたほうがよっぽど喜ばれるんと違うんかいなと思って、そんなんをちょっと県のほう

へ聞いたんですけれども。 

○尾﨑 幹委員 どっちにしても認定は必要ですからね、認定があっての補助ですと。 

○南川則之委員長 もう明らかに壊さないかんということがあればですね。こういった補助金も増やしてほしい

ということですね。ありがとうございます。 

  質問も木下委員と山本哲也委員にしていただきましたので、この辺はさらに増やしていただくようにという

ことでしていきたいなと思います。 
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  ほかにございませんか。よろしいですか。 

  戸上委員、どうぞ。 

○戸上 健委員 全体のスケッチでよろしいでしょうか。 

○南川則之委員長 言うてください。今日の全体ということですか。 

○戸上 健委員 昨日終わってから、正副委員長が執行部の答弁に対して申入れをしていただいて、冒頭、副市

長がこういうふうにしましたと、ＬＩＮＥで徹底しましたということでした。今日の執行部の答弁は、それを

受けて僕は簡潔明瞭になったと。委員長がちょっと注意した答弁もあったけれども、全体として僕はそういう

答弁だったというふうに思うんですよ。 

  僕が今日印象に残った答弁は二つあって、一つは、さっき出ておった坂手の集落支援員であやめカフェのお

年寄りがこれまでインスタントコーヒーしか飲んでいなかったのを、レギュラーコーヒーをおいしいというこ

とを体験したと。あれはそういう職員が現場でリアルに見聞したことを答弁したと思うんですよ。そうやもん

で、行政の事業展開、政策展開が市民にどういうふうに生きているのかと、そういう答弁よく分かる答弁であ

ったというふうに思います。 

  もう一つ、印象に残ったのは、環境課長の冒頭のリード部分で、環境課というのは人生の最後をつかさどる

課ですというふうに言うて、なるほど、そうかと僕は思ったけれども、執行部の答弁のスタイルが僕は改善さ

れたんではないかというふうに思います。 

  我々議員、執行部に要求するだけではなくて、冒頭、委員会始まる前に委員長がご指摘なさったように、

我々議員からも質疑そのものを簡潔明瞭にすると、核心部分を質疑するということをみんなで気をつけてやっ

ているからそういう答弁になると。またそういう答弁を要求できるというふうに僕は思うんです。それが、今

日印象に残ったことです。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

○戸上 健委員 委員会は半分過ぎたけれども、残る半分もっとこういうふうな執行部の答弁を期待したいとい

うふうに思います。 

○南川則之委員長 私が、１日目に議長が本会議で述べた地方自治法第９８条第１項の規定により、この予算決

算常任委員会は検閲並びに検査権を委任されておるということを私言わさせてもらいました。ということで、

緊張感を持ってやっぱりお互いがやらないかんということで、副委員長と緊張感を持って進めさせていただい

ておりますので、ぜひ委員の皆さんも、質問も昨日執行部も再度各課に連絡して緊張感を持ってやれというこ

とで３点目挙げてもらったと思いますので、あと２日間ですけれども、ぜひ緊張感を持ってやっていただいた

いなと思います。 

○戸上 健委員 委員長の運営、見事なものだというふうに思います。 

○南川則之委員長 ありがとうございます。 

  ほかにどうでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 ほかにないようですので、以上で本日の振り返りを終わり、本日の委員会を終了します。 

  明日９月１２日も午前９時から予算決算常任委員会を再開しますので、定刻までにご参集願います。 
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  本日はこれをもちまして散会いたします。 

  ありがとうございました。 

（午後 ３時３９分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 
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